
 

 

 

 

 

 

双葉町復興まちづくり計画（第一次） 

に基づく事業計画（実施計画） 

平成２８年３月 

双 葉 町 



 

双葉町復興まちづくり計画（第一次）に基づく事業計画（実施計画）の策定にあたって 
 

１．事業計画の位置付け 
本事業計画の位置付けは、「双葉町復興まちづくり計画（第一次）＊」（平成２５年６月策定）に記載された施策について、その実現を図るため、

今後取り組むべき具体的な事業を記載するものです。平成２７年３月に平成２７年度の取組を中心として取りまとめましたが、平成２８年１月の

双葉町復興町民委員会の提言書を踏まえて必要な修正を行い、平成２８年度の取組を中心とした新たな内容としました。 
＊「双葉町復興まちづくり計画（第一次）」は、双葉町の復興に向けた理念と基本方針を示すとともに、これを実現する施策を取りまとめたもので平成２５年 

６月に策定したものです。 

 

２．事業計画の目的 
本事業計画の目的は、「双葉町復興まちづくり計画（第一次）」に位置付けられた１６５の施策を実現するため、向こう３か年にわたる計画期間

において取り組むべき具体的な施策・事業を計画的に進めることであり、具体的な町の復旧復興事業の取組を明らかにするとともに、復興に向け

た取組に係る予算編成の指針ともなるものです。 

 

３．事業計画の計画期間 
平成２７年３月に策定した本事業計画の計画期間は、平成２７（２０１５）年度から平成２９（２０１７）年度までの３か年（改訂第２期）と

していましたが、今回の見直しにより、本事業計画の計画期間は、平成２８（２０１６）年度から平成３０（２０１８）年度までの３か年（改訂

第３期）とします。 

 

４．事業計画の策定体制 
本事業計画の策定および改定にあたっては、町民の生の声を反映するねらいからワークショップ、住民意向調査など、多様な町民参画の仕組み

のもとで広く町民の意見を聴取するとともに、町民及び専門家からなる策定委員会（「双葉町復興町民委員会」次頁図参照）を設け、多様な方法

で聴取された町民意見等を含めて検討が重ねられ、町への提言内容がまとめられてきました。この提言内容を受けて、庁内における各課横断的な

組織である「双葉町復興まちづくり計画推進会議｣（次頁図参照）のもとで事業計画を策定および改定してきました。 

 

本事業計画の改訂第三期にあたっては、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から４年以上が過ぎた中での改定作業であり、これまで策

定してきた「双葉町復興まちづくり計画（第一次）」（H25.6 策定）に基づく取組の更なる改善、及び「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」

（H27.3策定）に掲げられた施策の更なる具体化を目指しました。 

改定作業の進め方は、まず庁内各課に対する平成２７年度の進捗状況調査を実施しました。その上で今回は、町民の関心が特に高い三つの分野

に絞り、それぞれの分野について、当該分野に係る検討を重点的に行う組織として、「高齢者等福祉部会」、「町民コミュニティ部会」、「復興産業

等拠点部会」の３つの部会（次頁図参照）を設け、ワークショップ等の方法を通じて、多くの町民の意見をいただきながら、改定に当たっての提

言をいただきました。 

この改定に当たっての提言を受け、さらに町民ニーズの変化を踏まえた時点修正を加えながら「双葉町復興まちづくり計画推進会議」のもとで

事業計画を改訂しました。 

  



 

双葉町復興まちづくり計画(第一次)に基づく事業計画（実施計画）第三版（平成 2８年３月）の策定体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双葉町復興まちづくり 

計画推進会議 

 
○委員会の提言を踏まえて、事業計画 

（実施計画）を作成する 

○副町長を議長とし、庁内課長等によ

り構成する 

双葉町復興町民委員会 
(町民委員 12名で構成) 

 

・委 員 長： 田中清一郎委員（双葉町商工会長） 

・副委員長： 高野泉委員（双葉町社協事務局長） 

岡村隆夫委員（教育委員会委員長） 

・アドバイザー（学識者２名） 

間野 博 氏（県立広島大学名誉教授・福島大学うつ

くしまふくしま未来支援センター特任研究員） 

丹波史紀 氏（福島大学行政政策学類准教授） 

 

部  会 
 

 

（町役場） （ 町 民 参 画 ） 

高齢者等福祉部会（１１名） 

部 会 長：田中勝弘部会員 

副部会長：羽根田信部会員・福岡渉一部会員 

町民コミュニティ部会（１７名） 

部 会 長：松木秀男部会員 

副部会長：舘林孝男部会員・山本眞理子部会員 
 
復興産業等拠点部会（１５名） 

部 会 長：木幡敏郎部会員 

副部会長：伊藤哲雄部会員・齊藤六郎部会員 
 

新産業創出分科会（８名） 

会 長：小川貴永分科会員 

副会長：福田一治分科会員 

双葉町復興町民委員会 

提 言 書 

 
復興まちづくりにおいて 

特に町民ニーズの高い 

次の３つの分野について 

町の取組を提言 

高齢者等福祉 

分野 

町民コミュニティ 

分野 

復興産業等拠点 

分野 

双葉町復興まちづくり計画 

(第一次)に基づく事業計画 

（実施計画） 
復興計画に基づき当面取り組む毎年度の 

具体的な事業を記載したもの 

双葉町内復興拠点基本構想 

双葉町再生可能エネルギー活用 

・推進計画 
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５．事業計画の概要 

「双葉町復興まちづくり計画（第一次）」には、テーマに応じて１６５の施策が記載されており、事業計画はこの１６５の施策各々について、 

以下の項目から構成されています。 

項    目 内    容 

復興まちづくり計画（第一次）の見出し 復興まちづくり計画（第一次）に記載されている該当箇所を明示する。 

復興まちづくり計画（第一次）の内容 復興まちづくり計画（第一次）に記載されている施策を抜粋する。 

進行管理の主担当課 当該項目の主たる担当課を記載する。複数の課にまたがる場合は合わせてその旨を記載する。 

平成２７年度の計画 事業計画（第２期）において、平成２７年度に重点的に行うものとして計画した事業を記載する。 

取組の現状 平成２７年度までに実施した事業内容を具体的に記載し、現状と課題を明らかにする。 

平成２８年度の計画 これまでの取組を踏まえ、平成２８年度に重点的に行うべき事業を記載する。 

平成２９年度・３０年度の計画 復興に向けた中期的な見通しを踏まえながら、計画的な事業の推進が図られるよう平成３０年度までの取組

の考え方を記載する。 

平成２９年度・３０年度の取組は、事業計画の進捗管理を進めていく中で、今後具体化を図る。 

 

６．事業計画進捗管理の仕組み 

町民ニーズや諸情勢の変化等に柔軟に対応できるよう、毎年度マネジメントサイクル方式※１とローリング方式※２により見直し（下記参照）を行います。 
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復興まちづくり計画（第一次） 

事業計画（初版第１期）H26～

28 

事業計画（第〇期）〇～〇 

ロ
ー
リ
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グ
に
よ
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事
業
計
画
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証
の
仕
組
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情勢変化等による見直し 

※２：ローリング方式とは、毎年度修正や補完などを行うことで、変化する支援

ニーズや諸情勢の変化に弾力的に対応し、計画と現実が大きくずれることを防ぐ
やり方 

※１：マネジメントサイクル方式とは、ＰＤＣＡ（ＰＬＡＮ（計画）－ＤＯ（実行）

－ＣＨＥＣＫ（確認・評価）－ＡＣＴＩＯＮ（調整・改善））の一連の管理システム
のこと。回すことにより、的確な復興活動を継続的かつ効果的に行うことができる 

事業計画（改定第３期）H28～

30 

事業計画（改定第２期）H27～

29 



 

 

 

 

１．不自由な避難生活の改善 

及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】 

①迅速、確実、十分な賠償(1- 6)  ················ 1 

②住居（仮設住宅、借上げ住宅等）の改善(7-12)  ········· 7 

③避難生活における健康被害の防止(13-18)  ·········· 13 

④各種支援措置（高速道路の無料化・各種減免措置等）の継続(19)  21 

⑤町からの情報提供【再掲】(20)  ··············· 24 

⑥町民のきずなの回復【再掲】(21-22)  ············ 25 

 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】 

①町民の生活再建に必要な支援  ················ 27 

（ア）住居の確保(23-27)  ·················· 27 

（イ）事業再開支援・雇用の確保(28-31)  ··········· 34 

（ウ）保健・医療・福祉体制の確保(32-42)  ·········· 41 

（エ）教育環境の確保(43-51,76)  ·············· 50 

②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備  ·············· 59 

（ⅰ）「双葉町外拠点」における復興公営住宅の整備(52-56)  ··· 59 

（ⅱ）「双葉町外拠点」におけるコミュニティ機能の確保(57-61)  · 66 

（ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保(62-68)  71 

（ⅳ）「双葉町外拠点」における保健・医療・福祉体制の確保(69-73)  80 

（ⅴ）「双葉町外拠点」における教育環境の確保(74-75)  ····· 83 

 

２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 

【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】 

①町民の交流機会の確保(77-87,159)  ············ 85 

 

 

②町民同士が連絡を取り合うことができる仕組みの構築(88-89)  · 102 

③町からの情報提供の円滑化・充実化(90-96)  ········ 104 

④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承(97-109)  ······ 114 

⑤避難先住民との交流の促進(110-113)  ··········· 129 

⑥震災・事故の教訓の記録と伝承(114-118)  ········· 132 

⑦町民のきずなを維持する拠点としての「双葉町外拠点」の整備【再掲】 

                                                      (119) 138 

３．ふるさとへの思いをつなぎ、 

ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組 

①一時帰宅の改善(120-124)  ··············· 139 

②墓参への支援(125-127)  ················ 145 

③ふるさとの荒廃の防止(128-133) ············· 147 

④町民のきずなの維持【再掲】(134)  ············ 157 

 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】 

①帰還条件の達成に向けた取組  ··············· 158 

（ア）放射線量の低減(135-139)  ············· 158 

（イ）福島第一原子力発電所の廃炉措置の安全確保(140-143)  · 161 

（ウ）インフラ等の復旧(144-146) ············· 164 

②津波被災地域の復旧・復興への取組(147-150)  ······· 166 

③双葉町の復興・再興へ向けた考え方(151)  ········· 171 

 

４．双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 

①復興の取組への町民の参画(152-156)  ··········· 173 

②町民による復興の取組への支援(157-158,160)  ······ 179 

③行政と町民等の協働による計画の推進体制(161-165)  ···· 182 

＊目次項目最後の（番号）は、該当する施策番号を示す 

 

～   目      次   ～ 



1 

 

 

1 

2 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫  
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２４ページ 

①迅速、確実、十分な賠償 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(1) 現在の賠償指針・基準はあくまで最低基準です。町民の被害実態を把握し、指針・基準には明記されていない項目を含めて町民の被害に沿った賠償を進める

よう、東京電力に要求していきます。また、国に対して東京電力への指導の徹底を要求していきます。 

(2) 町民の生活再建が可能となるように、賠償指針・基準の見直し・拡充について、双葉郡他町村と連携して、国・東京電力に要求していきます。その際、賠償

指針が明らかとしていない事故後６年以降の賠償の取り扱い、将来にわたる健康被害に対する賠償の取り扱いなども求めていきます。 

 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き、町民の被害実態に沿った賠償を国・東京電力に要求していきます。 

○特に、町政懇談会等において町民から寄せられている賠償金の相続税や贈与税の特例措置については、双葉地方町村会と連携して国へ要求していきます。 

○引き続き、指針の改善を要求していきます。 

 

≪取組の現状≫ 
○国、東京電力において協議を重ねてきた賠償項目について、請求受付を開始しています。 

・平成２７年４月 墓石等の移転にかかる賠償 

・平成２７年７月 営業損害にかかる賠償 

・平成２７年９月 その他の実費等にかかる賠償の延長 

○東京電力に対して、「福島第一原子力発電所の廃炉と原子力損害賠償の完全実施に関する要求書」を提出いたしました。（平成２７年４月２２日） 
・被害者に寄り添った賠償、迅速かつ確実な賠償を行うことはもちろんのこと、個別の事情について柔軟に対応する姿勢を持ち、被害に遭われた方を区別することなく、誠意

ある賠償を行うこと。 
・平成２７年３月以降の営業損害については、関係諸団体等の意見・要望を尊重し、早急に素案を見直し、事業の再建が可能となるよう長期的な視点を踏まえた賠償を行うこ

と。 

・平成２７年３月以降の就労不能損害について、個別の事情を広く伺ったうえで判断するとしながらも、生命・身体的損害によらず減収となっている方を賠償の対象外にして

いると聞く。生活の再建の見通しが立っていない現状や雇用情勢を改めて把握し、個別の事情を広く捉え、積極的に賠償を行うこと。 

・東京電力社員も、他の住民と同様に避難を余儀なくされていることに他ならないことから、廃炉作業への士気に影響することのないよう、平等な賠償を行うこと。 

○国、政党、東京電力に対して、福島県原子力損害対策協議会において「商工業等に係る営業損害の賠償に関する緊急要望活動」を行いました。（平成２７年５

月１２日、１３日） 
１ 素案の迅速な見直し、２ 被害者の意向を踏まえた素案の見直し、３ 避難指示区域内における賠償、４ 避難指示区域外における賠償、５ 賠償金の税制上の取扱い、 

６ 政府による事業再建策等の確実な実施 （５、６は国、政党のみ） 

○政府与党による「東日本大震災復興加速化のための第５次提言（案）」を受けて、福島県原子力損害対策協議会「全体会議」が開催され、国、東京電力に対し



2 

 

て要求・要望を行いました。（平成２７年６月７日） 

○政府関係機関並びに自民党東日本大震災復興加速化本部長、衆議院議長に対して、双葉地方町村会及び双葉地方町村議長会より、過去に類を見ない極めて過酷

な原子力災害であるという特殊事情を再度認識し、原子力発電所の安全対策や除染作業等を強力に進展させるとともに、東京電力から迅速、公平かつ適正な賠

償を促すなど諸課題に総力を挙げて取り組み、双葉郡の復興・再生に向け国の責務として対応するよう強く要望しました。（平成２７年６月２４日） 

○東京電力に対して、町及び町議会より、原子力損害賠償にかかる１５項目の意見、要望等を提出しました。（平成２７年７月１７日） 

○復興庁、文部科学省、経済産業省に対して、今後町の区域見直しを行ってもなお高線量のところが残り、避難を強いられた状態が相当期間続く見込みがあるな

ど、他の被災地域と比較した際の町の特殊な事情をついて十分理解していただき、被災地域について一律に対応するのではなく、町の被害実態に即した賠償が

なされるよう強く要望しました。（平成２７年１２月１６日） 

○東京電力に対して、原子力損害賠償の完全実施について要求いたしました。（平成２８年１月４日） 
 ・避難を強いられた状態が相当期間続く見込みであり、町の置かれている状況を改めて理解し、町の被害実態に即した賠償を、町民に寄り添い、丁寧かつ真摯に行うこと。 

 ・平成２４年３月８日に提出した町有財産に係る原子力損害賠償請求書について、実質のある回答がなされておらず、復興の取組を進める上で町有財産の賠償問題が大きな障害

となることが懸念されるため、町有財産に対する損害賠償の方針を早期に示すこと。 
 

 

 

 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の被害実態に沿った賠償と指針の改善について国・東京電力に要求していきます。 

○特に、町政懇談会等において町民から寄せられている賠償金の相続税や贈与税の特例措置については、双葉地方町村会と連携して国へ要求していきます。 

○引き続き、被害実態に応じて指針の改善を要求していきます。 

 

 

 

 

 

≪平成２９年度の計画≫  

○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

 

 

 

 

≪平成３０年度の計画≫  
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２４ページ 

    ①迅速、確実、十分な賠償 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
消滅時効の取扱いについて、東京電力の運用のみによるのではなく、法的な担保がなされるよう、引き続き国に要求していきます。また、賠償請求手続きの広報

を推進するとともに、請求手続きが難しい方に対して、関係機関と連携しながら、請求を促します。 

 

≪平成２７年度の計画≫ 

○引き続き、広報紙、町ホームページ等により未請求者へ賠償請求の働きかけを実施し、未請求者の解消に向けて取り組んでいきます。 

 

≪取組の現状≫ 
○消滅時効の取扱い等について、これまで国への要望活動を継続して実施してきており、国会において「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた

原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力災害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律（原賠時効特例法）」が制

定され、東京電力福島第一原子力発電所事故で生じた損害賠償請求権の時効が、民法に定められている３年から１０年に延長され、また賠償請求権を行使でき

る除斥期間（法律上の権利が消滅する期間）についても損害が生じてから２０年とされました。 

○東京電力からの未請求者情報により町から個別に通知を行い、賠償請求について促しており、今後も定期的に行っていく予定です。 

○東京電力においても、個別の連絡やダイレクトメールの送付等を行い、未請求者＊の解消に取り組んでいます。 
  ＊平成２４年１１月３０日時点での未請求者は９０９名でしたが、平成２８年１月３１日現在で６１名になりました。 

○今後も、町民一人一人から確実に請求がなされるよう取り組んでいきます。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 

○引き続き、広報紙、町ホームページ等により未請求者へ賠償請求の働きかけを実施し、未請求者の解消に向けて取り組んでいきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、広報紙、町ホームページ等により未請求者へ賠償請求の働きかけ

を実施し、未請求者の解消に向けて取り組んでいきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、広報紙、町ホームページ等により未請求者へ賠償請求の働きかけ

を実施し、未請求者の解消に向けて取り組んでいきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２４ページ 

    ①迅速、確実、十分な賠償 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
弁護士を利用されている方の手続きが迅速に行われるよう、原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）の体制拡充などを国等に要求していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）の体制拡充を引き続き国等に求めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○原子力損害賠償紛争解決センターの組織体制は、平成２８年１月３１日現在で５９２名であり、設立当初よりも拡充されています。 

○原子力損害賠償紛争解決センターにおいて、従来よりも簡易的な様式の和解仲介申立書を準備し、申立者の負担を減らす対策を講じており、和解仲介手続きに

要する時間＊も当初と比較し大幅に短縮されるようになってきています。 
＊当初は半年から１年を要していましたが、現在は約６か月に短縮されています。 

○原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続きを適正かつ迅速に行うよう、引き続き国等に対して求めていきます。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）の体制拡充等を引き続き国等に求めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）の体制拡充等を引き続き国等に

求めていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）の体制拡充等を引き続き国等に

求めていきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２４ページ 

  ①迅速、確実、十分な賠償 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
個別の事情を抱える町民のみなさんの賠償手続きを支援するため、双葉町弁護団との連携を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○弁護団会議へ積極的に参加し、弁護団との連携を図るとともに、今後の弁護団のあり方についても協議・見直しを行っていきます。 

 

≪取組の現状≫ 
○町民のみなさんの賠償手続きを支援するため、双葉町弁護団＊との連携を進めております。 
   ＊双葉町弁護団立ち上げの経緯等 

損害賠償に応じるため東京電力が避難者に送付した請求書は、複雑かつ分量も多く町民は戸惑いを感じるとともに、賠償額の低さにも困惑を隠せない中、双葉町とし

ては町民の被った被害に対する適切な賠償を受けるための活動をする弁護団が必要と考えました。弁護士費用を予算化し、町民一人当たり１万円を補助することを決

定し、双葉町弁護団の立ち上げを要請し、全国各地で原発被害の救済にあたっている救済センターや弁護団の有志が結束することより、双葉町弁護団が結成された経

緯があります。 

 ・受任状況 延べ２８０世帯７１６名（平成２８年１月３１日現在） 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町民の要望等を踏まえつつ、連携を引き続き図っていきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町民の要望等を踏まえつつ、連携を引き続き図っていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町民の要望等を踏まえつつ、連携を引き続き図っていきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２４ページ 

①迅速、確実、十分な賠償 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
双葉町ホームページや広報紙を活用して賠償に係る情報提供を一層推進します。また、東京電力に対して、賠償実例の開示・Ｑ＆Ａの充実など情報公開の徹底を

要求していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き、町のホームページ、広報紙等への賠償に係る情報掲載を行っていきます。 

≪取組の現状≫ 
○町のホームページ、広報紙において、賠償に係る情報掲載を随時行いました。 

・墓石等の移転にかかる賠償 

・その他の実費等にかかる賠償の延長 

  ・各種説明会、相談会の情報提供 

○住民への説明会、相談会の周知を行いました。 

 ・原子力損害賠償・廃炉等支援機構による説明会 ２４回 参加人数：（個別説明会）３９組 

 ・原子力損害賠償・廃炉等支援機構による借上げ住宅向け説明会 ２回 参加人数：（全体説明会）１０名 （個別説明会）１組 

・福島県不動産鑑定士協会による原子力損害賠償（宅地・建物）巡回相談（平成２７年４月～平成２８年１月 ４７回開催） 

・福島県弁護士会による原子力損害賠償巡回相談（平成２７年４月～平成２８年１月 ６５回開催） 

○賠償に係る情報収集に努め、情報提供をより一層推進していきます。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、広報紙等を通じて賠償に係る情報提供に取り組みます。 

 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、広報紙等を通じて賠償に係る情報提供に取り組みます。 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、広報紙等を通じて賠償に係る情報提供に取り組みます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２５ページ 

②住居（仮設住宅、借上げ住宅等）の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
借上げ住宅を含めた応急仮設住宅の入居期限の延長、借上げ住宅の住み替え制限の緩和等について、引き続き、国・県に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○復興公営住宅建設の進捗が遅れているため、当分の間は借上げ住宅を含めた応急仮設住宅は必要であることから、引き続き入居期間の延長及び借上げ住宅の住

み替え制限の緩和について、福島県へ要請していきます。 

≪取組の現状≫ 
○みなし仮設住宅としての民間住宅の借上げ制度については、平成２９年３月まで延長になりました。現在、平成２８年度の再契約の手続と、貸主都合により再

契約ができない物件について、住み替えの支援をしています。 

○みなし仮設住宅としての民間住宅の借上げ住宅の住み替え制限の緩和は進んでいないため、今後も引き続き福島県へ要請していきます。 

●平成２９年４月以降も、復興公営住宅の建設状況を見ながら住み替え支援や国・県への制限緩和の要請を進めていくことになりますが、当分の間は民間住宅制

度の入居期間の延長が課題です。 

 

 
 

≪平成２８年度の計画≫ 
○復興公営住宅建設の建設状況を見ながら、借上げ住宅の入居期間の延長・住み替え制限の緩和を引き続き福島県へ要請していきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○復興公営住宅建設の見通しを踏まえながら、借上げ住宅の入居期間の延長・

住み替え制限の緩和を引き続き福島県へ要請していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興公営住宅建設の見通しを踏まえながら、借上げ住宅の入居期間の延長・

住み替え制限の緩和を引き続き福島県へ要請していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２５ページ 

②住居（仮設住宅、借上げ住宅等）の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
東京電力による家賃賠償について、賠償期間の延長、対象の範囲・金額等の周知、入居費用や家賃の立替払いが困難な方に対する支援等を国・東京電力に要求し

ていきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町民の実態に応じた適切な家賃の賠償をするとともに、賠償期間を延長するよう国・東京電力に要求していきます。 

≪取組の現状≫ 
○家賃の賠償については、平成３０年３月３１日まで賠償期間の延長がされています。 

○東京電力では中間指針第四次追補に基づき、従前の住居が借家であった方に対して、移住等または帰還のための住居を確保するための費用を賠償しています。 

①新たに借家に入居するために負担した礼金等の一時金 

②新たな借家と従前の借家との家賃の差額相当分の８年分 

   （賠償金額：①及び②として、一人世帯１６２万円（世帯人数が一人増えるごとに６１万円を加算）） 

○従前住居が借家であった方に対する家賃の賠償と住居確保にかかる費用の賠償との関係について問い合わせが多く寄せられたことから、東京電力に回答を求

め、家賃の賠償を請求している時点においても、現在避難している先の借家を移住先として住居確保にかかる費用の賠償を請求できることで回答＊がありまし

た。 
＊なお、東京電力では、住居確保にかかる費用の賠償を請求することにより、精神的損害の賠償を打ち切ることはなく、避難費用（家賃等）の賠償は避難指示解除後相当期

間まで、もしくは、従前もしくは他所で取得または賃借した住居を生活の本拠とした時点までとしています。ただし、個々の事情があることから、住居確保にかかる費用

の賠償を請求した事実のみでは避難終了とはみなさず、請求者の申告を尊重したうえで判断する方針を示しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○ 平成３０年３月３１日までとされている家賃賠償を町民の実態に応じた適切な時期まで延長を求めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町民の実態に応じた適切な措置を国・東京電力に要求していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町民の実態に応じた適切な措置を国・東京電力に要求していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２５ページ 

②住居（仮設住宅、借上げ住宅等）の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
生活支援課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
旧騎西高校に設置されている一時避難所の解消に向けて、避難者の意見を聞きながら、受入先の確保などの取組を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 

 
― 

≪取組の現状≫ 
○旧騎西高校避難所閉鎖について 

 ・災害救助法に基づく第１次避難所として開設しました旧騎西高校避難所は、平成２６年３月２７日をもって閉鎖しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 

 
― 

≪平成２９年度の計画≫ 

 
― 

≪平成３０年度の計画≫ 

 
― 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２５ページ 

②住居（仮設住宅、借上げ住宅等）の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
生活支援課 

 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
県への要請を通じて、仮設住宅の居住環境の改善に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○応急仮設住宅の住環境整備については、住民要望の度に県へ要請していきます。 

○応急仮設住宅に設置してある、生活に関連する施設の法定点検等を実施していきます。 

○復興公営住宅入居等への誘導を図ります。 

 

≪取組の現状≫ 
○応急仮設住宅の住環境整備については、住民要望の度に県へ要請し、対応していただいています。 

○福島県内の応急仮設住宅４箇所に設置されている合併浄化槽及び１箇所に設置されている受水槽等の生活に関連する施設の法定点検等を毎年実施しています。 

 また、使用にあたって問題等が発生した場合は、入居者に対して注意喚起を実施しています。 

○設置後４年が経過したため、福島県が不具合箇所、外構、スロープ等の点検ヒアリングを行い、修繕等を実施しています。 

○平成２７年４月２０日～４月３０日に県内９応急仮設住宅入居者を対象に「双葉町管理応急仮設住宅入居者意向調査」を実施しました。 

 配布世帯：４０８世帯  提出世帯：２７３世帯  提出率：６６．９％ 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○復興公営住宅入居等への誘導を図ります。 

○応急仮設住宅の住環境整備については、住民要望の度に県へ要請していきます。 

○応急仮設住宅に設置してある、生活に関連する施設の法定点検等を実施していきます。 

○仮設の中で入居者が孤立しないように、入居者の集合化を図っていきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○復興公営住宅入居等への誘導を図るとともに、部分的に応急仮設住宅の集約

化を図っていきます。 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興公営住宅入居等への誘導を図るとともに、部分的に応急仮設住宅の集約

化を図っていきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２５ページ 

②住居（仮設住宅、借上げ住宅等）の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
仮設住宅の住環境を根本的に解決するため、一刻も早く恒久住宅への入居が可能となるように国・県・受入自治体との協議を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
  

自立再建については、施策２３から２７に同じ 

復興公営住宅については、施策５２から５６に同じ 

 

≪取組の現状≫ 
○仮設住宅の住環境を根本的に解決し、恒久住宅への入居を可能とするには、大別して二つの方向に分かれると考えます。 

○一つは、賠償、二重ローン対策、融資、税制優遇策などを元手に自力で住居を再建する方向です。もう一つは、福島県が進めている復興公営住宅に入居すると

いう方向です。 

○この二つの方向のうち、 

・自力再建に係る取組の現状と平成２７年度以降の取組方針については、施策２３から２７に記載しています。 

・復興公営住宅に係る取組の現状と平成２７年度以降の取組方針については、施策５２から５６に記載しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
  

自立再建については、施策２３から２７に同じ 

復興公営住宅については、施策５２から５６に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
○自立再建については、施策２３から２７に同じ 

○復興公営住宅については、施策５２から５６に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
○自立再建については、施策２３から２７に同じ 

○復興公営住宅については、施策５２から５６に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２５ページ 

②住居（仮設住宅、借上げ住宅等）の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
仮設住宅と市街地を結ぶ復興支援バスについて、国・事業者への要請を通じて、運行の継続と運用の改善に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○平成２７年度までは復興支援バス事業が認められており、事業を継続していきます。 

○復興支援バスの今後の運行については、受益者負担のあり方や復興公営住宅への路線拡大について双葉町単独では対応できない面もあり、関係自治体と協議、

調整していきます。 

≪取組の現状≫ 
○各地域において、現在、仮設住宅と市街地を結ぶ復興支援バスが運行されています。 

＊運行主体はバス各事業者が行っています。 

＊いわき市、郡山市、福島市で運行されています。 

○市街地から離れたところに立地している仮設住宅と市街地を結び、仮設住宅の避難者の足として運行されている「復興支援バス」について、運行支援の根拠と

なっている特定被災地域公共交通調査事業が平成２７年度までのため、継続または新規事業を要請したところ、平成２８年度も「復興支援バス」が継続される

ことになりました。 

●復興支援バスは対象が仮設住宅からの輸送の路線であり、復興公営住宅単独の輸送路線は対象外になります。いわき地区の運行に関しては、地元のご理解と加

盟する調査事業（浜通り地区地域公共交通確保維持改善調査事業連絡協議会（双葉町・いわき市・浪江町・大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村・学識経

験者・地元バス事業者））において、補助事業の継続と自立に向けた取組として平成２８年度から有料化の方向で調整が進められています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○復興支援バス事業と同等またはそれ以上の代替事業の検討により、町民の足の確保に努めていきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○復興支援バス事業と同等またはそれ以上の代替事業により、町民の足の確保

に努めていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興支援バス事業と同等またはそれ以上の代替事業により、町民の足の確保

に努めていきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
  １． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２６ページ 

③避難生活における健康被害の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 
 

健康福祉課 

生活支援課（支所関係） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民への定期的・継続的な戸別訪問について、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会や避難先自治体等と連携して、実施していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
（健康福祉課） 

○６５歳未満であっても、これまでに問題行動のあった方や要支援者などについて、家庭訪問を継続し、見守りや支援を行っていきます。 

○仮設住宅、借上げ住宅等に住んでいる高齢者世帯、単独世帯、母子父子家庭等については、これまでと同様に訪問を行い、見守りを続けていきます。訪問を拒

否する方については、電話で聞き取りをするなど状況の把握に努めていきます。 

○健康管理システムを活用し、いわき事務所、郡山支所、埼玉支所との情報の共有を図り、避難先自治体と連携を取りながら支援体制を構築します。 

○民生委員・児童委員が配置されているので、高齢者世帯、単身世帯等の家庭訪問を実施していきます。 

○要支援者については、関係機関と連携会議を実施し、処遇について検討し、適切な支援につないでいきます。 

 

（生活支援課） 

○関係機関と情報を共有し連携して、町民への定期的・継続的な戸別訪問を実施します。 

≪取組の現状≫ 
（健康福祉課） 

○福島県内の仮設住宅及び借上げ住宅等に避難している町民の訪問については、健康福祉課保健師等、社会福祉協議会の生活支援相談員等、民生委員・児童委員

が計画的に実施しています。現在、いわき事務所保健師等７人（うち臨時職員３人）、郡山支所保健師等６人（うち他機関派遣職員５人）、埼玉支所管内につい

ては保健師２人（うち臨時職員１人）が配置されています。 

 その他の県外については、災害特措法により避難先自治体の事業として実施されています。 

○平成２５年度仮設住宅等の訪問相談件数は５，３３５件、平成２６年度は２，０３８件、平成２７年度１月末現在では２，２９１件でした。 

○平成２８年１月末日現在、福島県内に約４，０５４人、県外に２，９１６人と広域に避難生活をしており、一人ひとりの健康状態の把握、生活実態状況の確認

は厳しい現状にあります。 

○県内もいわき市、福島市、郡山市のほか県内各地に分散しており、町民すべてに手を差し伸べることは大変困難な状況です。そこで、避難先自治体に協力を頂

いて健診や訪問をお願いしています。 

○重複訪問を避け、効果的な訪問指導を行うため、健康福祉課・社会福祉協議会・地域包括支援センター等と連携・調整を図り、必要に応じて同行訪問を実施し

ています。 
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○関係機関と情報を共有するため、連絡会及び打合せ会を定期的に開催しています。 

 双葉町保健福祉実務者連絡会 

開催箇所・・・いわき地区：月１回 相馬地区：２か月１回 県北地区：月１回 県中地区：月１回 県南地区：月１回 埼玉地区：月２回 

参集範囲・・・町保健師等、社会福祉協議会職員及び生活支援相談員、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、県保健福祉事務所職員、心のケアセン

ター職員 

そ の 他・・・必要に応じて各方部で関係機関との連携会議を適宜開催しています。 

○平成２７年度は、「子ども健やか訪問事業」（福島県事業）ということで、３件の訪問を実施しました。（意向調査結果の希望者による） 

○健康管理システムは、いわき事務所・郡山支所・埼玉支所で利用ができ、確実な支援体制に役立っています。（施策３７、３８） 

（生活支援課） 

○県内１０応急仮設住宅では、絆支援員（福島県絆づくり応援事業）による「安否確認」を応急仮設住宅設置後から実施しております。 

○生活支援課いわき事務所、郡山支所は町健康福祉課、双葉町社会福祉協議会との情報の共有等を行い、連携を図っています。 

○生活支援課埼玉支所は関東地方に避難している町民に対して随時、戸別訪問を実施し、また、加須市、埼玉県社会福祉士会、町健康福祉課、双葉町社会福祉協

議会と情報の共有等を行い、連携を図っています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
（健康福祉課） 

○６５歳未満であっても、これまでに問題行動のあった方や要支援者などについて、家庭訪問を継続し、見守りや支援を行います。 

○仮設住宅、借上げ住宅等に住んでいる高齢者世帯、単独世帯、母子父子家庭等については、これまでと同様に訪問を行い、見守りを続けます。訪問を拒否する

方については、電話で聞き取りをするなど状況の把握に努めます。 

○健康管理システムを活用し、いわき事務所、郡山支所、埼玉支所との情報の共有を図り、避難先自治体と連携を取りながら支援体制を構築します。 

○民生委員・児童委員が配置されているので、高齢者世帯、単身世帯等の家庭訪問を実施します。 

○要支援者については、関係機関と連携会議を実施し、処遇について検討し、適切な支援に繋ぎます。 

（生活支援課） 

○関係機関と情報を共有し連携し、見守りを行うとともに県外避難者への定期的・継続的な戸別訪問を実施します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
（健康福祉課） 

○平成２８年度と同様、家庭訪問、見守り支援を継続していきます。 

（生活支援課） 

○関係機関と情報を共有し連携し、見守りを行うとともに県外避難者への定期

的・継続的な戸別訪問を実施します。 

≪平成３０年度の計画≫ 

（健康福祉課） 

○平成２９年度と同様、家庭訪問、見守り支援を継続していきます。 

（生活支援課） 

○関係機関と情報を共有し連携し、見守りを行うとともに県外避難者への定期

的・継続的な戸別訪問を実施します。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２６ページ 

③避難生活における健康被害の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民のみなさんが気軽に利用できるように、健康相談・指導、介護予防、孤立防止、心のケア等を目的としたサポートセンターを避難者が多い複数の地域に設置

します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○サポートセンターによる健康支援、生活相談などの事業を行います。 

○生活支援相談員等による介護予防事業を展開していきます。 

○復興公営住宅の建設に伴うサポートセンターの在り方に配慮した事業の展開をしていきます。 

≪取組の現状≫ 
○平成２４年１月にいわき市南台応急仮設住宅内にサポートセンター「ひだまり」を開設し、総合相談、交流サロン（運動、リクリエーション等）を実施してい

ます。開所は土日祝日を除く週５日で、１日約２０数名の利用者があります。サポートセンターの利用状況は、平成２５年度は１４４回３，４３４人、平成２

６年度は１５３回、３，９５８人、平成２７年度は２００回、３，９５６人の参加がありました。 

○平成２６年４月には、郡山市内にサポートセンターを開設し、開所は土日祝日を除く週５日で総合相談を実施しています。 

○県外においては、埼玉県加須市で平成２６年度よりサポートセンターを開設し、総合相談、交流サロン（運動、リクリェーション等）を実施しています。開所

は、土日祝日を除く週５日で、１日２０数名の利用があります。（平成２８年１月末までの利用者 ３，３１９人） 

≪平成２８年度の計画≫ 
○サポートセンター等において介護予防、健康支援、生活相談、心のケア事業の実施、及び利活用の促進を図っていきます。 

○生活支援相談員等による介護予防事業を展開していきます。 

○復興公営住宅の建設に伴うサポートセンターの在り方に配慮した事業を展開します。 

○各地のサポートセンターの特性を踏まえつつ、それらの利活用の促進策を検討します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様、健康支援、生活相談等の事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様、健康支援、生活相談等の事業を実施していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２６ページ 

    ③避難生活における健康被害の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
介護予防のため、健康体操等の施策を引き続き実施していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き、介護予防のために健康教室を開催していきます。 

○より多くの方に参加していただくため、介護予防事業の啓発を行っていきます。 

 

≪取組の現状≫ 
○全国に避難している要支援、要介護認定を受けていない６５歳以上の高齢者に対し、介護予防「健康度評価基本チェックリスト」を実施しました。その結果を

避難先自治体に提供して、介護予防事業への誘導及び訪問等を依頼しました。また、町からも避難先での介護予防教室への参加を呼びかける結果のお知らせを

送付しました。 

○社会福祉協議会に委託している介護予防事業として、次のとおり実施しています。 

【平成２５年度】 

・生きがいデイサービス(加須市旧騎西高校) 参加人数３０１人 

・にこにこサロン(いわき市、白河市、福島市、郡山市、須賀川市、会津若松市、本宮市、つくば市) 参加人数１，０３２人 

【平成２６年度】 

・にこにこサロン(いわき市、南相馬市、白河市、郡山市、福島市、会津若松市、加須市、つくば市) 参加人数１，４６７人 

【平成２７年度】(４月～１月末実績：延べ人数) 

・ひだまりサロン(いわき市、南相馬市) 参加人数２００人 

・社協サロン(郡山市、福島市、白河市、会津若松市) 参加人数６０４人 

・ふれあいネスト(白河市郭内応急仮設住宅集会所) 参加人数５７９人 

・健康運動教室(郡山市卸センター、郡山市富田応急仮設住宅集会所、郡山市せんだん広場) 参加人数１，７０８人  

○いわき市と南相馬市においては、連携を図り避難先での介護予防教室参加も取り組みました。今後さらに避難先市町村での介護予防教室への呼びかけと橋渡し

を行っていきます。 

 

 

 



17 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○健康度評価基本チェックリストを実施、町民の協力体制のもとでの介護予防の仕組みの検討を行います。 

○引き続き、介護予防のために健康教室等を開催します。 

○より多くの方に参加していただくため、介護予防事業の啓発を行います。 

○双葉町社会福祉協議会と連携を図り、町民主体のボランティア活動団体の育成に努め、サービス提供への仕組みづくりを検討します。 

 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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16 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２６ページ 

③避難生活における健康被害の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
避難生活による精神的ストレス等健康被害を抱えている町民のみなさんに対して、避難先自治体等の関係機関と連携して心のケア支援プログラム（周期的な相

談・病院の紹介等）を継続して実施していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○月１回程度実務者連絡会を開催し、関係者間で連携を密にし、ネットワーク構築をしていきます。 

○ケース検討を行い、より適切な関わりに繋げるよう専門職種との連携を図っていきます。 

≪取組の現状≫ 
○保健福祉実務者連絡会等において、精神的・健康リスクを抱えている町民の情報を把握した時点で、電話相談や家庭訪問ができるよう調整を行っています。県

外に避難している町民に対しては、避難先自治体に情報提供をしてケースの情報把握や見守り等ケースにあった対応を依頼しています。 

 いわき地区：１回／月 相馬地区：１回／２か月 県北地区：１回／月 県中地区：１回／月 県南地区：１回／月 埼玉地区：２回／月 

○心のケアセンターと同行訪問をし、必要に応じ継続訪問や専門医療機関への受診勧奨等を慎重に行っています。（うつ・閉じこもり・アルコール依存等） 

○啓発目的で全世帯に「こころ、元気ですか？」（相談窓口ダイヤル掲載）のクリアファイルを配布、ポケットティッシュ「ちゃんと眠れてますか？長く続く不

眠は「うつ」のサインかもしれません。」を作成して家庭訪問で配布及び庁舎内カウンター等に設置したりしました。 

○戸別訪問の実施は、福島県においては応急仮設住宅、借り上げ住宅、戸建て住宅、復興公営住宅への訪問を行っています。埼玉支所においては、加須市を中心

に関東圏内の訪問を必要に応じ実施しています。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○心の健康に関する普及啓発を目的とした広報活動を継続、強化に努めます。 

○月１回程度実務者連絡会を開催し、関係者間で連携を密にし、ネットワーク構築をします。 

○ケース検討を行い、より適切な関わりに繋げるよう専門職種及び機関との連携を強化します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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17 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２６ページ 

③避難生活における健康被害の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
高齢者や障害者に対する緊急時の安否確認を迅速に行うための緊急通報システム体制を活用します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○継続事業として、新規設置も含めて実施を予定しており、民生委員・児童委員、生活支援相談員等と協力しながら進めます。 

 

≪取組の現状≫ 
○継続事業として、新規設置も含めて実施しています。 

民生委員・児童委員、生活支援相談員などの情報により高齢者世帯や一人暮らし高齢者等に対して、緊急時に最寄りの消防署や親近者に通報される緊急通報シ

ステムを設置しています。平成２６年度末６８件、平成２７年度 1月末現在で７４件の設置となっています。 

○今後も引き続き、利活用されるよう民生委員・児童委員等を通じて対応をしています。 

○委託事業者が毎週安否確認の電話連絡を行い、必要に応じて町と連携を図っています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○継続事業として、新規設置も含めて実施を予定しており、民生委員・児童委員、生活支援相談員等と協力しながら進めます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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18 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２６ページ 

    ③避難生活における健康被害の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
保健師等の人材の恒久的な確保を国・県等に要請し、町民のみなさんの健康管理を適切に実施していく体制を構築していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き保健師・看護師の派遣を要請するとともに、新規採用職員を募集し、人材確保に努めていきます。 

○定期的に連絡会を開催し、３か所の保健チームの連携を図り、町民の健康管理の維持に努め、継続した体制で支援事業を展開していきます。 

○生活支援相談員（社会福祉協議会）の増員確保に努めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○平成２７年度の保健チーム体制は以下のとおりです。（平成２７年１１月４日現在） 

   町正規保健師 管理栄養士 町任期付保健師 臨時保健師 臨時看護師 県派遣保健師 県看護協会派遣保健師等 

いわき事務所 ３ １  １ ２   

郡山支所   １   ２ ３ 

埼玉支所 １   １    

○正規職員の応募が無く、発展的な事業の展開が困難であり、県の保健師の派遣を要請しています。 

○平成２６年度は、３事務所保健チームスタッフの情報共有を図るため「保健師等連絡会」及び「保健事業検討部会」を設置しました。連絡会を年４回開催し、

検討部会を１回開催してきました。 

○平成２７年度は、年３回の「保健師等連絡会」と９回の「保健事業検討部会」を計画し、係内の連携を図っております。 

○平成２７年度において生活支援相談員は２１名となり目標数を確保して、訪問活動の充実を図っています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き保健師・看護師の派遣を要請するとともに、新規採用職員を募集し、人材確保に努めます。 

○定期的に連絡会を開催し、３か所の保健チームの連携を図り、町民の健康管理の維持に努め、継続した体制で支援事業を展開します。 

○専門職確保のために、町でできる補助制度（住居や資格取得など）の推進策を検討します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 

  



21 

 

 

19 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２７ページ 

    ④各種支援措置（高速道路の無料化・各種減免措置等）の継続 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
高速：総務課、税：税務課 

医療・介護：健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
高速道路の無料化、医療費負担の減免など各種被災者支援制度の継続について、国に引き続き要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
（総務課） 

○今年度と同様の高速道路の無料化措置の継続を国に引き続き要請していきます。 

避難生活を強いられている状況下においては、本制度は必須です。平成２８年度以降の高速道路無料化の延長、継続について復興庁、国土交通省等に強力に要

望していきます。 

 

（税務課） 

○税の減免について 

・国の減収に対する補てん策（震災復興特別交付税措置等）や他町村の動向を鑑み、減免措置を講じることとします。 

 

（健康福祉課） 

○国民健康保険の医療費の一部負担金の免除について 

・一部負担金の免除については、平成２８年３月１日以降も継続を強く要請します。 

○後期高齢者医療保険の一部負担金及び保険料の減免について 

・一部負担金の免除については、平成２８年３月１日以降も継続を強く要請します。 

・保険料の減免については、平成２８年度以降も継続を強く要請します。 

○国民年金保険料免除について 

・国民年金保険料の特例免除については、平成２７年度以降も継続を強く要請します。 

○介護保険サービス利用料及び保険料の減免について 

・介護保険サービス利用料の免除については、平成２８年３月１日以降も継続を強く要請します。 

・６５歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料の減免については、平成２８年度以降も継続を強く要請します。 
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≪取組の現状≫ 

 （総務課） 

○高速道路の無料化について 

・高速道路は、全国に避難している町民のきずなを維持していくためにも、必要不可欠なものです。 

・平成２７年２月１０日に、高速道路の無料措置が平成２８年３月３１日まで延長されました（双葉町からの避難者は、東北道・加須ＩＣ、常磐道・桜土浦Ｉ

Ｃを入口または出口として取り扱う通行料金も無料となっています）。 

・出口料金所で提示する必要がある「被災証明書」のカードサイズ化を実施しました。（平成２６年７月２５日発行） 

・高速道路の現制度での無料化措置の継続を復興庁、国土交通省に要望しました。（平成２６年７月１６日、１１月２６日） 

・今後の高速道路無料措置の延長について、平成２７年６月２４日・２５日に双葉地方町村会・双葉地方町村議会議長会で、平成２７年１２月１６日には双葉

町・双葉町議会で復興庁・国土交通省等の関係省庁に「帰還できるまで延長する」ことを要望しました。 

 

（税務課） 

○税の減免について 

・町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税については、「平成２７年度東日本大震災等による被災者に対する町税の減免に関する条例」により減免

を実施しています。 

・町民の厳しい現状を鑑みて、平成２６年度からは前年中の所得金額が 1,000万円を超える人には１０分の１の個人町民税の減免を実施しています。 

 

（健康福祉課） 

○国民健康保険の一部負担金の免除について 

・一部負担金（療養費を除く）の全額免除については、国の財政支援の延長により平成２８年２月２９日まで実施となりました。 

○後期高齢者医療保険の一部負担金及び保険料の減免について 

・一部負担金（療養費を除く）の全額免除については、国の財政支援の延長により平成２８年２月２９日まで実施となりました。 

・保険料については、平成２６年福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会で条例が可決され、昨年に引き続き全額免除となっています。 

○国民年金保険料免除について 

・被災時に双葉町に住民票があった者については、転出者であっても国民年金保険料特例免除の申請を行い、平成２８年６月分まで保険料の全額免除を受ける

ことができます。 

○介護保険料サービス利用料及び保険料の減免について 

・介護保険サービス利用料の免除については、国の財政支援の延長により平成２８年２月２９日まで実施となりました。 

・６５歳以上（第１号被保険者）の平成２７年度介護保険料の減免については、町議会定例会において条例が可決され、昨年に引き続き全額免除となっていま

す。 

○平成２６年７月１６・１７日 国民健康保険・後期高齢者医療等医療保険及び介護保険・障害者福祉サービスの免除措置の延長について復興庁、厚生労働省に

継続要望をしました。 

○平成２６年１１月２６日 国民健康保険・後期高齢者医療等医療保険及び介護保険・障害者福祉サービスの免除措置の延長について復興庁、厚生労働省に継続

要望をしました。 

○地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用して、出産祝金、敬老祝金の支給を実施しました。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
（総務課） 

○高速道路の無料化措置の継続を国等へ要請していきます。避難生活を強いられている状況下においては、本制度は必須です。平成２８年度以降の高速道路無料

化の延長、継続について復興庁、国土交通省等に強力に要望していきます。 

（税務課） 

○税の減免について 

・他町村の動向や国の減収に対する補てん策（震災復興特別交付税措置等）などを考慮し、減免措置を講じることとします。 

（健康福祉課） 

○国民健康保険の医療費の一部負担金の免除について 

・一部負担金の免除については、平成２８年３月１日以降も継続を強く要請します。 

○後期高齢者医療保険の一部負担金及び保険料の減免について 

・一部負担金の免除については、平成２８年３月１日以降も継続を強く要請します。 

・保険料の減免については、平成２８年度以降も継続を強く要請します。 

○国民年金保険料免除について 

・国民年金保険料の特例免除については、平成２８年度以降も継続を強く要請します。 

○介護保険サービス利用料及び保険料の減免について 

・介護保険サービス利用料の免除については、平成２８年３月１日以降も継続を強く要請します。 

・６５歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料の減免については、平成２８年度以降も継続を強く要請します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
（総務課） 

○高速道路の無料化措置の継続を国等へ要請していきます。避難生活を強いら

れている状況下においては、本制度は必須です。平成２９年度以降の高速道

路無料化の延長、継続について復興庁、国土交通省等に強力に要望していき

ます。 

（税務課） 

○税の減免について 

・他町村の動向や国の減収に対する補てん策（震災復興特別交付税措置

等）などを考慮し、減免措置を講じることとします。 

（健康福祉課） 

○平成２８年度と同様、事業の継続を要請します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
（総務課） 

○高速道路の無料化措置の継続を国等へ要請していきます。避難生活を強いら

れている状況下においては、本制度は必須です。平成３０年度以降の高速道

路無料化の延長、継続について復興庁、国土交通省等に強力に要望していき

ます。 

（税務課） 

○税の減免について 

・他町村の動向や国の減収に対する補てん策（震災復興特別交付税措置

等）などを考慮し、減免措置を講じることとします。 

（健康福祉課） 

○平成２９年度と同様、事業の継続を要請します。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２７ページ 

  ⑤町からの情報提供 

≪進行管理の主担当課≫ 
 

秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民の避難生活の不安軽減、きずなの維持に資するべく、町からの情報提供の円滑化・充実化に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策９０～９６に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策９０～９６に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策９０～９６に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策９０～９６に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策９０～９６に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２８ページ 

⑥町民のきずなの回復 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民が安心して避難生活を送れるよう、全国各地に避難しバラバラになってしまった町民のきずなを維持・回復させるための取組を積極的に進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【不自由な避難生活の改善に向けた取組】                          ２８ページ 

⑥町民のきずなの回復 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
仮設住宅だけでなく、借上げ住宅等にて避難生活を送っている町民のみなさんも集まれる場の設置について検討を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策８３～８４に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策８３～８４に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策８３～８４に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策８３～８４に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策８３～８４に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３１ページ 

①町民の生活再建に必要な支援 

（ア）住居の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
新たな住居の確保等生活再建が可能となるような賠償基準の見直し・拡充について、双葉郡他町村と連携して国・東京電力に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○住居確保損害に係る賠償の迅速かつ着実な実施を求めていきます。 

○引き続き、町民の被害実態に見合った賠償を国・東京電力に要求していきます。 

≪取組の現状≫ 
○第四次追補に基づき、東京電力で、新たに住居を確保するための費用の賠償の請求受付が開始されています。 

※１：従来の住居が持ち家であった方 

・建物（住宅）について、避難先で住宅取得のために実際に発生した費用と双葉町に所有していた住宅の賠償額の差額が、一定の範囲で賠償されます。 

［賠償上限金額：（従来の住宅の想定新築価格－従来の住宅の時価相当額）×７５％］ 

・土地（宅地）について、事故当時に所有していた双葉町の宅地の価値と、避難先で宅地取得のために実際に発生した費用との差額が、一定の範囲で賠償されます。 

［賠償上限金額：従来の宅地の面積（２５０㎡上限）×３８，０００円/㎡(＊)－従来の宅地の面積（４００㎡上限）×従来の宅地の単価（円/㎡）］ 

＊なお、平成２８年１月２８日に中間指針第四次追補が改定され、「３８，０００円/㎡」から「４１，０００円/㎡」に見直されております。 

※２：従来の住居が借家であった方 

・新たに借家に入居するために負担した礼金等の一時金および新たな借家と従前の借家との家賃の差額相当分の８年分として、一人当たり定額１６２万円（世帯の人数が

一人増えるごとに６１万円加算）が賠償されます。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○住居確保損害に係る賠償の迅速かつ着実な実施を求めていきます。 

○引き続き、町民の被害実態に見合った賠償を国・東京電力に要求していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○住居確保損害に係る賠償の迅速かつ着実な実施を求めていきます。 

○引き続き、町民の被害実態に見合った賠償を国・東京電力に要求していきま

す。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○住居確保損害に係る賠償の迅速かつ着実な実施を求めていきます。 

○引き続き、町民の被害実態に見合った賠償を国・東京電力に要求していきま

す。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３１ページ 

①町民の生活再建に必要な支援 

（ア）住居の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

税務課（税制） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
二重ローン対策、融資制度や税制優遇措置の拡充・継続、新たな支援措置の創設などを国、県に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○新たな住まいの確保に向けた各種支援制度（融資制度、税制優遇、支援金、宅地の供給等）の継続・拡充の要請と、既存の支援制度の情報提供＊を充実してい

きます。 
＊制度の効果的な活用を図るために広報紙等による周知を行うとともに、利用者が利用しやすくするために制度の拡充を申し入れていきます。 

○集会や懇談会等において町民の意見を聞き、新たな支援措置の創設に向けて、国、県、関係機関との協議を行います。 

 

（税務課） 

○避難指示解除準備区域においても帰還困難区域と同じ居住の確保に係る税制優遇措置＊が講じられるよう、引き続き国、県へ要望していきます。 
＊双葉町の避難指示解除準備区域内の住民においても代替資産の取得を決断せざるを得ない実情は帰還困難区域の住民となんら異なることはありません。 

○住居の確保に係る税制優遇措置については、双葉町だけの問題ではないことから、今後とも近隣町村と連携し、要望活動を展開していきます。 

○相続・贈与税対策に関して住民要望があるため、税務署と連携して制度の周知に取り組みます。 

≪取組の現状≫ 
（復興推進課） 

○各種支援制度については、継続して行われています。 

【二重ローン対策】 

・福島県住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業 

東日本大震災で半壊以上被災した住宅にローンが５００万円以上残っている方が、福島県内に住宅を再建等（建築・購入・補修）するため、新たな資金

（５００万円以上）を借り入れる場合、既存の住宅ローンの５年分の利子相当額（上限１４０万円）が補助されます。 

  【融資制度】 

   ・独立行政法人住宅金融支援機構 

平成２３年３月１１日時点で避難指示区域内に住んでいた方が、住宅を建設又は購入される場合、罹災証明書が交付されなくても、避難指示が解除され

ていないことを確認できた場合、災害復興住宅融資を受けられます。 
       建設の場合：１３㎡以上１７５㎡以下・・・被災前の住宅床面積が１７５㎡を超えている場合は被災前の住宅部分の床面積が上限となります。 

       補修の場合：床面積に制限はありません。 
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  【給付金】 

   ・住まいの復興給付金制度（復興庁） 

     ①平成２６年４月１日からの消費税率引き上げ（５％から８％）に伴う負担増加に対応した措置が受けられます。 
再取得住宅の床面積：１７５㎡が上限で、消費税増税分３％が対象（１７５㎡を超える場合は１７５㎡まで） 

給付金額＝床面積×給付単価５，１３０円×住宅持分割合 

     ②今後予定されている更なる消費税率引き上げ（８％から１０％）に伴う負担増加に対応した措置が受けられます。 
       再取得住宅の床面積：１７５㎡が上限で、消費税増税分５％が対象（１７５㎡を超える場合は１７５㎡まで） 

給付金額＝床面積×給付単価８，５５０円×住宅持分割合 

○集会や懇談会において町民の意見を聞き、新たな支援措置の創設に向けて、国、県、関係機関との協議を行います。 

 

 

 

（税務課） 

○帰還困難区域においては、「住民の帰還が長期間困難であると予想される」ことから、代替資産※１の特例措置（税制優遇）が引き続き適用されていますが、避

難指示解除準備区域においては「住民の帰還を目指す区域」として位置づけされ、一定の期間が過ぎると原子力災害に係る代替資産の特例措置が受けられなく

なります。※２ 

 双葉町の避難指示解除準備区域においては、依然として除染やインフラの整備等が進まず、住民が帰還できる環境が整備されていないのが現状です。 

   このような状況を踏まえ、帰還困難区域と同じく避難指示解除準備区域においても代替資産に係る特例措置（不動産取得税、固定資産税等の減免）が講じら

れるよう、国、県に要望し続けています。 
※１ 原子力災害により被災した家屋に代わる家屋（以下「代替家屋」という。）及びその敷地等をいいます。 

    ※２ 避難指示解除準備区域で津波・地震被害を受けたもの（滅失・損壊した家屋）については、東日本大震災に係る代替資産の特例措置を受けることができます。 

・平成２５年７月２３・２４日及び１１月２７・２８日に避難指示解除準備区域内における代替資産特例の適用について、復興庁、総務省等に町独自で要望書

※３を提出しています。 

※３ 国が示した原発被災地に関する代替資産特例（不動産取得税及び固定資産税の減免）の対象区域は居住困難区域（帰還困難区域及び居住制限区域）となっており、避

難指示解除準備区域は対象となっていません。双葉町の避難指示解除準備区域にあっては、当面、帰還は望めないことから当該特例対象区域に含めるよう要望していま

す。要望に対して国からは、避難指示解除準備区域への代替資産特例の適用は「住民の流出を促進しかねない」という課題があり、慎重に検討する必要があるとの回答

を得ています。 

・平成２６年７月１６・１７日に避難指示解除準備区域内における代替資産特例の適用について、復興庁、総務省等に町独自で要望書を提出しています。 

・平成２７年６月２４日、原発被災地に関する代替資産特例の対象区域について避難指示解除準備区域を含めるようまた、相続税・贈与税に関する軽減措置に

ついて復興庁、総務省等に双葉地方町村会が要望書を提出しています。 

〔代替資産に係る特例措置（税制優遇）の状況〕 

・印紙税関係の非課税措置※４       （国）  
※４ 帰還困難区域及び避難指示解除準備区域内にある建屋に代わる家屋（以下「代替家屋」という。）を取得する場合等に、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契

書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が取られています。 

・登録免許税の免除措置※５        （国）  
※５ 帰還困難区域及び避難指示解除準備区域内にある代替家屋及び代替家屋の敷地等の所有権の移転登記等に係る登録免許税が免除されます。 
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・不動産取得税の軽減措置※６       （都道府県）  
※６ 帰還困難区域内にある代替家屋及び代替建屋の敷地等を新たに取得した場合は、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。避難指示解除準備区域内にある代

替家屋及び代替家屋の敷地等を取得した場合は、警戒区域の再編後３か月以内に取得された代替家屋（代替家屋が新築の場合は１年）及びその敷地に限り、代替資産に

係る特例措置を受けることができます。 

・固定資産税（都市計画税）の軽減措置※７（市町村）  
※７ 帰還困難区域内にある代替家屋及び代替建屋の敷地等を新たに取得した場合は、固定資産税（都市計画税）の軽減措置を受けることができます。避難指示解除準備区

域内にある代替家屋及び代替家屋の敷地等を取得した場合は、警戒区域の再編後３か月以内に取得された代替家屋（代替家屋が新築の場合は１年）及びその敷地に限

り、代替資産に係る特例措置を受けることができます。 

・相続税・贈与税に関する要望内容※８ 

※８ 平成２５年度の税制改正により、平成２７年１月１日以降に開始する相続分から基礎控除が引き下げられ相続税の課税対象が拡大されたが、土地・建物等の所有者の高

齢化が進み、相続人となる子等の生活環境も一変していることから、被災者の生活再建を支援するためにも賠償金等に関する相続税・贈与税を軽減するなど税制上の特例措

置の検討を要望しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○二重ローン対策、融資制度や給付金、税制優遇措置について、引き続き国、県に要請していきます。 

○新たな住まいの確保に向けた各種支援制度（融資制度、税制優遇、支援金、宅地の供給等）の継続・拡充の要請と、既存の支援制度の情報提供＊を充実してい

きます。 
＊制度の効果的な活用を図るために広報紙等による周知を行うとともに、利用者が利用しやすくするために制度の拡充を申し入れていきます。 

○集会や懇談会等において町民の意見を聞き、新たな支援措置の創設に向けて、国、県、関係機関との協議を行います。 

 

（税務課） 

○避難指示解除準備区域においても帰還困難区域と同じ居住の確保に係る税制優遇措置＊が講じられるよう、引き続き国、県へ要望していきます。 
＊双葉町の避難指示解除準備区域内の住民においても代替資産の取得を決断せざるを得ない実情は帰還困難区域の住民となんら異なることはありません。 

○住居の確保に係る税制優遇措置及び相続・贈与税の減免については、双葉町だけの問題ではないことから、今後とも近隣町村と連携し、要望活動を展開してい

きます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○二重ローン対策、融資制度や給付金、税制優遇措置について、引き続き国、

県に要請していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○二重ローン対策、融資制度や給付金、税制優遇措置について、引き続き国、

県に要請していきます。 
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25 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３１ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ア）住居の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
住宅・土地取得に係る情報提供・相談窓口の設置などを国・県・関係団体に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も引き続き「住宅再建相談会＊」を開催するよう働きかけるとともに、町民に周知していきます。 

＊「住宅再建相談会」は、被災された方の住宅再建に対する支援を充実するため、地方公共団体・事業者等から構成される各県住宅関係協議会及び住宅金融支援機構が連携

して開催しています。 

≪取組の現状≫ 
○関係機関との連携を取りながら町ホームページや広報紙等を利用して、「住宅再建相談会＊」の開催の周知を図っています。 

○「住宅再建相談会」の開催について町 HPから情報を引き出せるようにしています。 
＊本年度の実績  いわき市：４月 ２回、５月から３月まで毎月開催 

南相馬市: 年５回開催 

＊相談内容 「資金計画」「助成制度等」「住まいの計画」「復興給付金」 

≪平成２８年度の計画≫ 
○今後も引き続き「住宅再建相談会＊」を開催するよう働きかけるとともに、町民に周知していきます。 

＊「住宅再建相談会」は、被災された方の住宅再建に対する支援を充実するため、地方公共団体・事業者等から構成される各県住宅関係協議会及び住宅金融支援機構が連携

して開催しています。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、国・県・関係団体に要請していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、国・県・関係団体に要請していきます。 
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26 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３１ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ア）住居の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
避難者が集中して土地の需要がひっ迫している地域では、宅地の供給を県等に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○避難者が集中して土地の需要がひっ迫している地域において宅地が円滑に取得できるような宅地供給の仕組みづくりを国・県等に引き続き求めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○住宅取得に困難が生じないよう、良好な宅地の供給、税制面の拡充・継続、住宅情報の提供など、住宅取得に向けた支援体制＊を構築するよう国などに働きか

けを行っています。 
＊特に避難者が集中している地域においては、宅地需給がひっ迫していることから、避難者が住宅再建するための優良宅地造成などの用途で民間事業者へ土地が売却された

場合の譲渡所得に係る所得税の減免措置を講ずるなど、良好な宅地供給を促進するための特段の措置を講ずること 

○双葉地方町村会及びいわき市長とともに、平成２６年６月３０日に国などに働きかけを行いました。 

 （要望事項） 地域医療の充実について ／ 宅地供給の促進に向けた税制の優遇措置について ／ いわき市のごみ焼却施設修繕に係る財政支援について 

○この結果、宅地供給の促進に向けた税制の優遇措置については「民間事業者による宅地開発について、良好な居住環境を有する一団地の住宅施設として都市計

画決定を行い、収用適格事業として土地の譲渡所得について 5,000万円の控除が適用される」ことになりました。 

〇平成２７年１２月１６日に要望活動を行い、被災者生活再建支援金の申請期間の延長を復興庁・内閣府に申し入れています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○避難者が集中して土地の需要がひっ迫している地域において宅地が円滑に取得できるような宅地供給の仕組みづくりを国・県等に引き続き求めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、宅地の供給を国・県・関係団体等に要請していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、宅地の供給を国・県・関係団体等に要請していきます。 
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27 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３１ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ア）住居の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
避難先において公営住宅の入居を希望する町民に対して、その入居が可能となるよう、避難先自治体との調整、国・県への制度改正要望などに取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○災害救助法の適用が終了した場合に住民要件等＊による問題が顕在化する懸念があるため、町民の具体的な要望を踏まえながら希望する避難先で公営住宅への

入居や家賃の減免措置が可能となるように国・県・避難先自治体と連携し、制度の改正と充実を要望していきます。 
＊避難先で既存の公営住宅に住むためには、住民要件を条例上定めている自治体があります。 

≪取組の現状≫ 
○公営住宅への入居については、住民意向調査結果＊を見ながら、今後関係機関と調整を進めるとともに、国などに要望する必要があると考えています。 

＊平成２７年１２月に行った住民意向調査では、復興公営住宅ではない公営住宅への入居希望は２件でした。 

 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○災害救助法の適用が終了した場合に住民要件等＊による問題が顕在化する懸念があるため、町民の具体的な要望を踏まえながら希望する避難先で公営住宅への

入居や家賃の減免措置が可能となるように国・県・避難先自治体と連携し、制度の改正と充実を要望していきます。 
＊避難先で既存の公営住宅に住むためには、住民要件を条例上定めている自治体があります。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、避難先自治体との調整、国・県への制度改正要望などに取り組み

ます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、避難先自治体との調整、国・県への制度改正要望などに取り組み

ます。 
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28 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３３ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （イ）事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町と商工会が連携して、避難先で事業再開を希望する事業者に対する支援制度の周知や利用支援、事業者のニーズに応じた支援措置の拡充に関する国等への要請

などに取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き、商工会による事業再開の取組を支援し、町と商工会が連携して避難先で事業再開を希望する事業者に対する支援制度の周知や利用支援を行います。 

○商工会の機能強化を図ります（臨時職員の増員、補助金の増額など）。 

○事業を再開する事業者のニーズに応じた支援措置の拡充を国等に要請します。 

≪取組の現状≫  
○町と商工会が連携し、事業者等を対象に各種支援の実施や情報提供を行っています。 

○商工会による事業再開の取組を町として支援しています。 

（商工会による事業） 

 ・平成２７年度相談実績７６６件（平成２８年１月末現在、巡回相談１６９件・窓口相談５９７件、創業指導０件） 

○福島再開官民合同チームが、平成２７年８月２４日に発足し、事業者を個別訪問し、課題を把握したうえで、支援策を講じることになっています。 

○平成２７年６月１９日に改訂された「避難指示区域における活動」により、帰還困難区域でも復旧・復興に不可欠な事業であって、適当と認められるものにつ

いては、事業の再開又は新たな事業所の開設が可能となりました。（平成２７年１０月２３日に，１事業者の事業再開と、１事業者により新たな事業所が開設

されました。平成２８年１月末現在、１事業者による事業再開の手続きを進めているところです。） 

●震災から長期間が経過し、事業者の事業再開への支援のあり方を検討していく必要があります。 

●「移転先の確保」、「資金繰り」、「雇用の確保」、「後継者問題」、「東京電力原子力損害賠償」など多くの課題を抱えている商工業者を支援していくた

め、商工会ではこれまでの支援継続のほかに「復興専門員」の活用を図っているところです。町としても商工会に対し運営補助事業を通じて支援していきま

す。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町と商工会が連携して避難先で事業再開を希望する事業者に対する支援制度の周知や利用支援を行います。 

○帰還困難区域での復旧・復興に資する事業の再開等に意欲のある事業者を支援していきます。 

○商工会の機能強化を図るため、運営補助事業を通じて支援していきます。 

○事業を再開する事業者のニーズに応じた支援措置の拡充を国等に要請します。 

○福島再開官民合同チームの訪問活動により策定された、原子力災害による被災事業者の自立支援策や、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金＊の

活用を支援していきます。 
＊津波浸水地域及び原子力災害被災地域内での事業者支援 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町と商工会が連携して避難先で事業再開を希望する事業者に対す

る支援制度の周知や利用支援を行います。 

○帰還困難区域での復旧・復興に資する事業の再開等に意欲のある事業者を支

援していきます。 

○商工会の機能強化を図るため、運営補助事業を通じて支援していきます。 

○事業を再開する事業者のニーズに応じた支援措置の拡充を国等に要請しま

す。 

○原子力災害による被災事業者の自立支援策や、津波・原子力災害被災地域雇

用創出企業立地補助金の活用を支援していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町と商工会が連携して避難先で事業再開を希望する事業者に対す

る支援制度の周知や利用支援を行います。 

○（区域再編の場合は修正）帰還困難区域での復旧・復興に資する事業の再開

等に意欲のある事業者を支援していきます。 

○商工会の機能強化を図るため、運営補助事業を通じて支援していきます。 

○事業を再開する事業者のニーズに応じた支援措置の拡充を国等に要請しま

す。 

○（支援策等の終了後の扱いにより修正）原子力災害による被災事業者の自立

支援策や、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の活用を支援

していきます。 
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29 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３３ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （イ）事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
避難先で営農再開を希望する町民に対する、避難先自治体との連携を通じた営農再開支援制度の情報提供や利用支援、初期投資補助等の助成に関する国等への要

請などに取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○営農再開希望者が営農再開に踏み出すことができるよう、支援制度等の要件緩和措置＊を要請していきます。 

＊現行の支援制度には、認定農業者でなければ支援を受けられない等、小規模農業者が支援を受けるための制約も多く、営農再開する際の支援制度が限定されています。 

○営農再開希望者からの情報を基に、避難先での農地確保、補助事業等の情報提供、利用支援を行っていきます。 

≪取組の現状≫ 
○営農再開希望者からの情報を基に、避難先での営農指導、補助事業等の情報提供、利用支援＊を行っています。避難先での農地確保には、関係自治体との連携

が不可欠であるため、その都度関係自治体と連携を図りながら支援を行っています。 
＊平成２６年度より引き続き復興庁からの支援を受け、受入自治体と農家との連絡調整のための支援員を１名埼玉支所へ配置しています。 

＊営農再開実績（平成２８年１月末現在）：１４件（うち県外１０件） 

○避難先での営農再開には農地確保の他、農業機械の整備等が必要ですが、支援制度には福島県内での営農再開者に限定されているものも多く、県外再開者への

支援等要請を行っています。 

 

【一時就農等支援事業補助金】 

・避難先で一時就農するための経費の一部を助成しています。（営農再開初年度１回のみの助成） 

・補助限度額 １００万円／上限（園芸農家等） 

１５０万円／上限（畜産農家） 

・平成２７年度実績（平成２８年１月末現在） ２名 

【経営所得安定対策支援事業交付金】 

・米の生産数量目標に従って生産を行う農業者や戦略作物の生産を行う農業者を支援し、収量や品質の向上、食糧自給率の向上を図っています。 

・平成２７年度実績見込み（平成２８年１月末現在） １０名 
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【青年就農給付金】 

・経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して給付金を給付しています。 

・給付金額 １５０万円／年（最長５年間） 

【農と福祉のシニア能力活用事業補助金】 

・避難先の仮設住宅等に入居者が利用できる農園を設置し、農業経験豊富な高齢者による技術指導の下で、被災者の農作業を通じた心身のケアを支援していま

す。 

・平成２７年度実績（平成２８年１月末現在） １団体 

≪平成２８年度の計画≫ 
○避難先での営農指導、補助事業等の支援情報を提供します。 

○営農再開者からの意見を聴取し、課題点を把握しながら支援策を充実していきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○避難先での営農指導、補助事業等の支援情報を提供します。 

○営農再開者からの意見を聴取し、課題点を把握しながら支援策を充実してい

きます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○避難先での営農指導、補助事業等の支援情報を提供します。 

○営農再開者からの意見を聴取し、課題点を把握しながら支援策を充実してい

きます。 
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30 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３３ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （イ）事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
事業再開した事業者の情報を広く関係者に周知し、顧客獲得等を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き、町と商工会が連携して事業再開した事業者の情報を「広報ふたば」や「町ホームページ」で広く関係者に周知し、顧客獲得や従業員の確保等を支援

します。 

≪取組の現状≫ 
○事業再開された方について「広報ふたば」等で紹介しています。 

○商工会活動について、町ホームページ等への掲載など幅広い周知を検討しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町と商工会が連携して事業再開した事業者の情報を広く関係者に周知していきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町と商工会が連携して事業再開した事業者の情報を広く関係者に

周知していきます。 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町と商工会が連携して事業再開した事業者の情報を広く関係者に

周知していきます。 
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31 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３３ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （イ）事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
県内外を問わず避難先で仕事を得られるように、就職相談・職業訓練等の体制整備を国・県に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○福島県緊急雇用創出基金事業（震災等緊急雇用対応事業）を活用し雇用環境の維持・継続に取り組むとともに、事業の継続を国・県に要望します。 

○引き続き福島広域雇用促進支援協議会事業等において、対象者の要望に沿った就労に係る相談や就労に直結する職業訓練の企画・実施並びに資格取得への支援

に取り組みます。 

○求職中の町民に対して県内外での雇用情報を提供するとともに、全ての避難先において雇用を確保できるような体制整備を国・県に要請していきます。 

≪取組の現状≫ 
○福島県緊急雇用創出基金事業（震災等対応雇用支援事業）を活用して町臨時職員を雇用し、被災者・避難者の生活再建を支援しています。 

  平成２７年度実績：延べ６０名（平成２８年１月末現在） 

○福島広域雇用促進支援協議会事業において雇用につながる就労に係る相談や就労に直結する職業訓練の企画・実施並びに資格取得への支援に取り組んでいま

す。 

・平成２７年度事業（実績は平成２８年１月末時点） 

（１）雇用の確保に係る事業 

①雇用に係る支援制度・研修会事業（実績：６回 ３２４社 ３７７人（うち双葉町０人）） 

②人材獲得セミナー（実績：８回 １５７社１９３人（うち双葉町１人）） 

（２）就職促進に係る事業 

①避難者等職業相談事業（実績：１，０１５人（うち双葉町１人）） 

②資格取得講座開設（建設機械等運転技能講習・介護職員初任者講習ほか）事業（実績：７３回 １，２９３人（うち双葉町１８人）） 

（３）職場体験実習に係る事業ほか（実績：６２人 実習数７７回（うち双葉町０人）） 

（４）地域合同就職面接会（実績：４回 ２０３人（うち双葉町０人）） 

○町ホームページ・広報ふたば等により就職支援情報提供を適時行うとともに、町民が県内外を問わず避難先での雇用の確保を機会あるごとに国・県に対して要

請しています。（現在の事業再開に伴う雇用を支援するメニューは、福島県内のみや津波被災地に限定されるなど被災事業者の実情にマッチしていないことか

ら、県外での支援制度の拡充を要請しています。） 

●平成２７年度で緊急雇用創出基金事業が廃止（一部平成２８年限りで継続）され、その後の活用事業で雇用の確保に取り組んでいくことになります。しかし、

帰還時期がはっきり示されていない当町に当てはめて、地元に戻って安定的な雇用につなげることは現時点で困難であるため、新たな事業スキームの創設を要
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望したいと考えています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○県内外を問わず避難先の事業再開の支援制度の拡充・雇用の確保等を国・県に要請していきます。 

○引き続き福島広域雇用促進支援協議会事業等において、求職者の要望に沿った就労に係る相談や就労に直結する職業訓練の企画・実施並びに資格取得への支援

に取り組みます。 

○被災求職者の安定的な雇用確保に向けた新たな事業スキームの創設を要望していきます。 

○町では、町民の方（平成２３年３月１１日現時点で住民登録のあった方）が就業に向けた資格取得のために専門学校などへ通った場合の受講料等についての支

援を行います。 
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≪平成２９年度の計画≫ 
○県内外を問わず避難先の事業再開の支援制度の拡充・雇用の確保等を国・県

に要請していきます。 

○引き続き福島広域雇用促進支援協議会事業等において、求職者の要望に沿っ

た就労に係る相談や就労に直結する職業訓練の企画・実施並びに資格取得へ

の支援に取り組みます。 

○被災求職者の安定的な雇用確保に向けた新たな事業スキームの創設を要望し

ていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○県内外を問わず避難先の事業再開の支援制度の拡充・雇用の確保等を国・県

に要請していきます。 

○引き続き福島広域雇用促進支援協議会事業等において、求職者の要望に沿っ

た就労に係る相談や就労に直結する職業訓練の企画・実施並びに資格取得へ

の支援に取り組みます。 

○被災求職者の安定的な雇用確保に向けた新たな事業スキームの創設を要望し

ていきます。 
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32 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３５ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
放射線関連検査の全国での受診体制の確立等、検査体制の拡充を国・県等へ要請します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○継続的に検査を進め、受診率の向上を図ります。 

○受検者が年々減少傾向にあるため、広報啓発に努め、経過観察の大切さを周知し健康管理に努めていただくよう取り組みます。 

≪取組の現状≫  
○放射線関連検査に関する実績は次のとおりです。 

【平成２５年度】 ＷＢＣ検査 ３９２名 甲状腺検査 ２４７名 尿検査 ３３８名 

【平成２６年度】 ＷＢＣ検査 ５５１名 甲状腺検査 ３３７名 尿検査 ２８８名 

【平成２７年度】 ＷＢＣ検査 ３３２名 甲状腺検査 ９４名  尿検査 １６９名（申込数） 

○受検者が年々減少傾向にあるため、広報活動を強化し、経過観察の大切さを周知するとともに健康管理に努めていただくよう取り組みを行っています。 

○甲状腺検査については、より受診しやすい環境を整備することを目的に、受診券の発行を廃止し、被災証明等で受診できる体制にしました。 

○ＷＢＣ検査については、平成２５年度から県の移動検診車を活用し、県内の仮設住宅で受検できるよう努めています。なお、平成２７年度は新たに南相馬連絡

所を会場としたＷＢＣ検査を実施し、受検機会の拡充を図りました。 

○県内外において、近隣の医療機関で健康管理のためスムーズに受診できる体制づくりをするとともに、町の総合健診と県民健康診査が同時に受診できるよう体

制整備を図ってきました。（施策３６） 

○現時点では、総合健診を受けていただくことに重点が置かれており、それらが定着し安定したらＷＢＣの移動検診車の同時実施等について検討していきたいと

考えています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○継続的に各種検査を進め、受診率の向上を図ります。 

○受検者が年々減少傾向にあるため、広報啓発に努め、経過観察の大切さを周知し健康管理に努めていただくよう取り組みます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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33 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３５ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
健康手帳の配布等を通じた長期的な健康管理のフォローアップ体制の構築を図ります。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○各種検査結果の健康手帳への綴じ込みを勧めながら、長期的な健康管理のフォローアップ体制を構築していきます。 

○健康手帳の活用法を総合健診の案内や受診時などに周知していきます。 

≪取組の現状≫ 
○健康手帳は、将来起こりうる健康被害との因果関係を明らかにするため、避難状況、健康診査、内部被ばく検査、線量計測定結果等を記録するものです。平成

２５年３月３１日までに配布は終了していますが、継続的なフォローアップ体制を構築していきます。 

○配布時に手帳の活用法を周知していますが、広報紙や、総合健診の案内時にもお知らせをしています。 

○各種の検査結果の送付時に、それらの結果を健康手帳で一括管理するよう周知しております。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○各種検査結果の健康手帳への綴じ込みを勧めながら、長期的な健康管理のフォローアップ体制を構築します。 

○健康手帳の活用法を総合健診の案内や受診時などに周知します。 

○健康手帳での検査結果の一括管理、健康診断結果返却説明会における健康指導を進めつつ、自律した健康管理を促すためのポイント制度等の導入を検討しま

す。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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34 

35 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

   【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３５ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（34）健康調査を補完する放射線医学の専門家による相談会の開催を検討します。 

（35）放射線の理解を深めるための講演会等を開催します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○一時帰宅の際の内部被ばく防止対策など町民の生活の安心につながる事業を実施します。 

≪取組の現状≫ 
○健康調査を補完するため、放射線医学の専門家による講演、相談会を開催しました。 

【平成２５年度】 福島県内１０か所、県外２か所で開催し、１４３名の参加がありました。 

【平成２６年度】 実績はありませんでした。 

【平成２７年度】 役場職員対象に４回開催しました。 

○町民の内部被ばくに関する関心が低下しているため、これまでの講演会のあり方を検証し、より効果的な事業が展開できるよう検討しています。 

○役場職員を対象とした、放射線と健康に関する基礎知識の習得を目的とした研修会を２回開催しました。 

○住民からの放射線に関連する質問に対応するため、役場職員を対象としたリスクコミュニケーション研修会を２回開催しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町民からの要望に応じて放射線に関する勉強会を開催します。 

○内部被ばく防止対策など町民の生活の安心につながる広報啓発に努めます。 

○役場職員のスキルアップを目的とした研修会等を実施します。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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36 

37 

38 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

   【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                    ３５・３６ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（36）県内外を問わない被災者の定期的な健康診断等の実施、子ども・妊婦の医療費免除、子どもの生涯にわたる健康診断の実施等を内容とした「子ども・被災者

生活支援法」の実効ある運用がなされるよう国に要請し、全国どこに避難（居住）していても、原発事故に起因する健康管理への支援が受けられるように取り

組みます。 

（37）原発避難者特例法の徹底を国・関係自治体等に要請し、各避難先での保健・医療・福祉サービスの適切な提供の確保に努めます。 

（38）避難先自治体と連携して避難先における保健・医療・福祉サービスの課題の把握に努め、課題の改善に向けて避難先自治体と調整します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町の総合健診と県民健康診査が同時受診できるよう継続して体制整備を図っていきます。 

○がん検診について３年以上未受診の方や特定健診未受診の方等に対し、健診の重要性について啓発を強化していきます。 

○県内外において、町民の健康管理のためスムーズに受診できる体制の整備（個別受診のための医療機関の増加等）を働きかけていきます。 

○県内各方部及び埼玉県加須市においては、集団健診会場を確保するのがかなり困難な環境ですが、より多くの町民が受診しやすい体制づくりに取り組んでいき

ます。 

○「原発避難者特例法」については、継続的に周知徹底を図り、全国の避難先自治体との連携を密に取り組んでいきます。 

○健康診査を受診しやすくする体制の整備＊に取り組みます。 
＊郡内他町村と連携した受診体制の整備（複数日の設定や交通手段等）、健康診査サービスの充実（実施箇所の増加等） 

○健康管理システムは、いわき事務所と２支所(郡山支所・埼玉支所)でも利用ができ、各種健康診査、内部被ばく検査の他、訪問指導や予防接種実施等の情報を

随時入力していきます。 

○健康管理システムの活用として早期に未受診者の把握を行い、受診勧奨に取り組むとともに、高齢者及び障がい者等、弱者の福祉サービスについても適切なサ

ービスの提供に努めます。さらに、町民が避難先を移動しても、迅速に支援の対応を図っていきます。 

≪取組の現状≫ 
○町の総合健診と県民健康診査が同時に受診できるよう体制整備（避難先の最新情報の提供等）を図っています。 

○県内外において、近隣の医療機関で健康管理のためスムーズに受診できる体制づくりをしました。婦人がん検診は、６５か所で、また、特定健診は、東日本地

域で受入医療機関が増えており、平成２６年度までの実績を踏まえ１，２４８か所で健診ができるようにしました。 

○集団検診である総合健診及び乳がん検診において、仮設住宅から会場までの送迎バスを運行しました。 

○内部被ばく検査状況についても１８歳未満の子どもの検査状況を見ますと、年々減少傾向にあります。これは、平成２３年３月１１日当時１８歳未満の年齢の

方を対象に継続的に実施していますが、進学、就職等で県内や避難先（親元）を離れたため、受検ができなくなったものと思われます。 
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○「原発避難者特例法」については、母子健康手帳交付、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、予防接種事業などが受けられるよう、広報紙、タブレット、ホームペ

ージで周知をしています。また、平成２６年３月、福島県より「原発避難者特例法に基づき実施した保健事業の情報提供依頼書」を送付していただき、全国か

ら各種サービス（乳幼児健診や予防接種）の情報提供があり、町民の現状を徐々に把握することが可能となりました。 

○いわき市内において、平成２５年度から郡内８町村の協定事業の「ちびっ子相談会（２歳児対象）」を実施し、スタッフとして参加しています。また、平成２

６年度には「離乳食教室」を協定事業に追加し、各月１回ずつ開催しましたが、参加者数が少なかったために平成２６年度で終了となりました。 

○県内の総合健診においては、指定している期日・会場での受診が困難な方への対応として、郡内町村が実施する総合健診を受診ができるような体制を整備して

おり、幅広い受診機会の提供に取り組んでいます。 

○いわき地域の総合健診については、平成２６年度は２会場２日で実施しましたが、平成２７年度は３会場３日に増やし土曜日の健診日を１日設定しました。ま

た、乳がん検診については、３会場３日に設定し、受診しやすい環境を整備しました。 

○総合健診及び各種がん検診において、何らかの事情により受診ができなかった県内避難者に対し、福島市、郡山市、いわき市医師会の協力により、「避難者健

診(がん検診)」を実施します。これは、がん検診(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん)の受診機会を拡大するため、避難先で施設健診が受けられる体制を整備

し、疾病の早期発見、早期治療につなげるものです。 

○健康管理システムは、いわき事務所と郡山支所、埼玉支所でも利用ができ、各種健康診査、内部被ばく検査、訪問指導や予防接種実施等の情報を随時入力し、

情報共有を図っています。 

○健康管理システムの活用として、介護保険及び障がい等の福祉情報についても共有化が図れるように検討しています。さらに、町民が避難先を移動しても、的

確、迅速に対応できるよう努めています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町の総合健診と県民健康診査が同時受診できるよう継続して体制整備を図ります。 

○がん検診について３年以上未受診の方や特定健診未受診の方等に対し、健診の重要性について啓発を強化します。 

○県内外において、町民の健康管理のためスムーズに受診できる体制の整備（個別受診のための医療機関の増加等）を働きかけます。 

○県内各方部及び埼玉県加須市においては、集団健診会場を確保するのがかなり困難な環境ですが、より多くの町民が受診しやすい体制づくりに取り組みます。 

○「原発避難者特例法」については、継続的に周知徹底を図り、全国の避難先自治体との連携を密に取り組みます。 

○健康診査を受診しやすくする体制の整備＊に取り組みます。 
＊郡内他町村と連携した受診体制の整備（複数日の設定や交通手段等）、健康診査サービスの充実（実施箇所の増加等） 

○健康管理システムを、いわき事務所と２支所(郡山支所・埼玉支所)に配備し、各種健康診査、内部被ばく検査の他、訪問指導や予防接種実施等の情報を随時入

力します。 

○健康管理システムの活用として早期に未受診者の把握を行い、受診勧奨に取り組むとともに、高齢者及び障がい者等、弱者の福祉サービスについても適切なサ

ービスの提供に努めます。さらに、町民が避難先を移動しても、迅速に支援の対応を図ります。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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39 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３６ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

（ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

生活支援課（支所関係） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民への定期的・継続的な戸別訪問について、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会や避難先自治体等と連携し実施していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策１３に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策１３に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策１３に同じ 

≪平成２９年度の計画≫  
 

施策１３に同じ 

≪平成３０年度の計画≫  
 

施策１３に同じ 
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40 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３６ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

（ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民のみなさんが気軽に利用できるような、健康相談・指導、介護予防、孤立防止、心のケア等を目的としたサポートセンターを避難者が多い複数の地域に設置

します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策１４に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策１４に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策１４に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策１４に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策１４に同じ 
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41 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３６ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

（ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
保健師等の人材の恒久的な確保を国・県等に要請し、町民のみなさんの健康管理を適切に実施していく体制を構築していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策１８に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策１８に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策１８に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策１８に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策１８に同じ 
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42 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫   
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３６ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （ウ）保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
避難者が多い受入自治体に対しては、避難者の集中による支障が生じないよう、医療・介護施設の充実に一層の支援を行うよう、国・県に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○多くの避難住民の受け入れや被災市民も抱えているいわき市は、大変な状況であることを認識し、負担にならないよう国、県への要望活動に取り組んでいきま

す。 

○介護施設については、双葉町内で開所していた社会福祉法人がいわき市内に仮設の特別養護老人ホームの事業再開を検討しており、福島県及びいわき市との連

携を図りながら、介護スタッフの人材確保等も含め、町としての役割に取り組んでいきます。 

≪取組の現状≫ 
○多くの避難住民の受け入れや被災市民も抱えているいわき市は、大変な状況であることを認識し、負担にならないよう国、県への要望活動を継続して行ってい

ます。 

○介護施設については、双葉町内で開所していた社会福祉法人がいわき市内に開設の特別養護老人ホーム事業再開をするために、福島県及びいわき市の指導を受

けながら進めており、町としても支援に取り組んでいます。 

○社会福祉法人の事務局体制の強化、介護スタッフの人材確保について支援に取り組んでいきます。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○特別養護老人ホームの開所及び認知症対応共同生活介護（グループホーム）継続に向けた人材確保の支援に努めます。 

○介護施設サービス等へのニーズの把握に努め、町民からの照会に基づき民間施設の情報提供や活用を進めます。 

○介護施設設備や人材確保に必要な財政確保については、国・県からの情報収集に努め、積極的に進めます。 

 

≪平成２９年度の計画≫  
○特別養護老人ホームの開所に向けた人材確保の支援に努めます。 

≪平成３０年度の計画≫  
○特別養護老人ホームの開所後においても、人材確保の支援に努めます。 
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43 

44 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３８ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （エ）教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(43) 双葉町立の学校（幼稚園、小学校、中学校）の再開については、「双葉町外拠点」（仮の町）における学校の在り方とは切り離し、早期の学校再開に向けて

検討を進めます。 

(44) 学校を設置する際には、より多くの子どもたちを集約できるようにするため、町独自の新たな教育方針・教育提供内容を打ち出していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○双葉町教育ビジョンを策定（更新）します。 
○他にない特色ある学校をＰＲし、園児・児童・生徒の受入に努めます。特に少人数の良さを活かし個々に応じた指導や体験活動の充実に努めます。 
○平成２７年度双葉町教育ビジョンを基本として、各学校でその実現に向けて取り組みます。 

○特に少人数教育、ＩＣＴ教育、国内交流等の実施など、特色ある教育環境を提供します。 

○多くの保護者に町立学校をより深く理解いただけるよう、継続して見学会を実施します。 

○幼稚園においては、３歳児を受け入れます。 

○町立学校を活用して行われる学習会や行事への幅広い参加の周知を実施します。 

○学校教育における、地域にいる人材の活用に努めます。 

○双葉町にあった企業への社会見学についても検討を行います。 

○ＡＬＴを活用して、英語教育の充実を図っていきます。 

○学校教育の充実を目指して、教育長からのメッセージを毎月町のホームページに掲載します。 
 

≪取組の現状≫ 
○平成２６年４月１日、いわき市錦町作鞍地内の民間の建物を借用して開校しました。 

○平成２６年８月にいわき市錦町御宝殿地内に軽量鉄骨造１階建の幼稚園仮設園舎と２階建の小・中学校の仮設校舎が完成し、８月２５日（２学期）より仮設校

舎等の使用を開始しました。平成２８年１月現在、ふたば幼稚園４名、双葉南小学校３名、双葉北小学校７名、双葉中学校１０名計２４名の子どもたちが元気

に通園通学しています。 

○子ども１人１台タブレットを配布しました。また、各教室に反射防止付ホワイトボードやプロジェクターを設置するなど、ＩＣＴ教育環境を整備し、少人数の

良さを活かした教育に取り組んでいます。 

○多くの保護者に町立学校の良さを味わっていただき、より深く理解いただく機会を設定するため、見学会を平成２７年２月より随時実施しています。 

○平成２７年度双葉町教育ビジョンを基本として、各学校でその実現に向けて取り組んでいます。 
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○園児・小学生・中学生がいる保護者に対して、平成２８年度の就学予定についての意向調査を行い、教育委員会定例会にその結果を報告しました。（回収率７

６．８％） 

○特色ある教育環境の提供として、双葉町職員等の活用や標葉せんだん太鼓保存会、読書ボランティアや南台仮設住宅等に避難している町民との交流を通して、

ふるさと双葉の伝統文化の理解と体験に努めてきました。また、公開授業を通して、教職員の質の高い授業づくりの研修を行い、児童生徒の学力の向上に努め

てきました。 

○サポートセンター「ひだまり」やマルマサ商店、ミニストップ、勿来消防署、呉羽病院、町立ふたば幼稚園、双葉町役場いわき事務所、やまたまやでの職場体

験や、㈱クレハいわき事務所の職場見学、日本生命職員による出前授業、ふたさぽ（復興支援員）やスパリゾートハワイアンズダンシングチームへのインタビ

ュー等キャリア教育の充実に努めました。 

○地域にいる人材の活用については、総合学習の中で標葉せんだん太鼓保存会を招き定期的に和太鼓演奏の指導を受けているほか、専門職員から町の歴史・伝

統・文化を学ぶ機会を授業の一部に取り入れています。また、ＪＡふたばの女性部と連携して、だるまの絵付けなどの体験学習を行ってきました。 

○学校教育の充実を目指して、教育長からのメッセージを毎月町のホームページや町の広報誌に掲載しています。 

○ＡＬＴを活用した授業を公開し、外国語活動の充実した取り組みを参観していただきました。（7/13 双葉中学校、10/7 双葉南・北小学校で実施） 

○３歳児受入相談が２件ありました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○人との関わりや体力向上に努めます。 

○事業の実施状況を検証しながら、継続的に取り組みます。 

○他にない特色ある学校をＰＲし、園児・児童・生徒の受入に努めます。特に少人数の良さを活かし個々に応じた指導や体験活動の充実に努めます。特に少人数

教育、ＩＣＴ教育、国内交流等の実施など、特色ある教育環境を提供と発信強化に努めます。ＡＬＴを活用して、英語教育の充実を図っていきます。（２名の

専門教職員を町立学校に配置予定）また、双葉町にあった企業への社会見学についても検討を行います。 
○平成２７年度双葉町教育ビジョン（毎年更新）を基本として、各学校でその実現に向けて取り組みます。 

○幼稚園においては、３歳児を継続して受け入れます。 

○学校教育において、地域にいる人材を活用していきます。 

○学校教育の充実を目指して、教育長からのメッセージを毎月町のホームページに掲載します。町立学校を活用して行われる学習会や行事への幅広い参加の周知

を図ります。また、多くの保護者に町立学校をより深く理解いただけるよう、継続して見学会を実施します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○人との関わりや体力向上に努めます。 

○事業の実施状況を検証しながら、継続的に取り組みます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○人との関わりや体力向上に努めます。 

○事業の実施状況を検証しながら、継続的に取り組みます。 
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45 

46 

47 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                    ３８・３９ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （エ）教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(45) 双葉町立の学校を再開しても、避難先の学校に通う子どもたちへの支援は継続します。 

(46) 原発避難者特例法の徹底を国・関係自治体等に要請し、各避難先で学校教育を継続して受けられるように取り組みます。 

(47) 就学援助措置・就園奨励事業等の教育支援制度の町民への周知と制度拡充・継続を国等へ要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○継続して就学支援を行います。 

○国・関係機関に対して臨時特例交付金の継続の要望活動を継続的に取り組みます。 

○原発避難者特例法については、ホームページにより周知を行います。 

○福島県内の就学支援に関する情報については、双葉町のホームページにより発信して、情報を得られるようにします。 

○就学支援については、すべての家庭に郵送により案内を送付し、避難先での支援が受けられるようにします。 

○心配ごとや困りごとの相談ができるよう、広報紙に連絡先を明記して対応に当たります。 
 

≪取組の現状≫ 
○原発避難者特例法に基づき、被災児童生徒就学支援等事業交付金交付要綱（平成２７年４月９日文部科学大臣裁定）等により、各自治体はそれぞれ避難により

区域外就学をしている被災児童生徒への就学支援を行っています。 

○原発避難者特例法により各自治体が支援すべきところの区域外就学をしている被災児童生徒の就学支援に対し、特にいわき市、埼玉県加須市に避難している児

童生徒等（約３３．８％）については、特例法第６条第３項に基づく特例事務除外の公告を行って、町が就学支援を実施しています。 

※平成２８年１月１日現在 

  児童生徒数 ４７９名（内いわき市 １１７名・加須市 ４５名） 

○文部科学省に対して「被災児童生徒就学支援等事業交付金」の継続支援の要望活動を行いました。 

○原発避難者特例法については、ホームページにより周知を行っています。 

○福島県内の就学支援に関する情報については、双葉町のホームページにより発信して、情報を得られるようにしています。 

○就学支援については、すべての家庭に郵送により案内を送付し、避難先での支援が受けられるようにしています。 

○心配ごとや困りごとの相談ができるよう、広報紙に連絡先を明記して対応に当たっています。 

○地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業による、３歳から１８歳までを対象とした図書カード配布事業を行いました。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○国・関係機関に対して臨時特例交付金の継続の要望活動を継続的に取り組みます。 

○継続して就学支援を行います。 

○原発避難者特例法については、ホームページにより周知を行います。 

○福島県内の就学支援に関する情報については、双葉町のホームページにより発信して、情報を得られるようにします。 

○就学支援については、すべての家庭に郵送により案内を送付し、避難先での支援が受けられるようにします。 

○心配ごとや困りごとの相談ができるよう、広報紙に連絡先を明記して対応に当たります。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○国・関係機関に対して臨時特例交付金の継続の要望活動を継続的に取り組み

ます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○国・関係機関に対して臨時特例交付金の継続の要望活動を継続的に取り組み

ます。 
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48 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３９ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （エ）教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
関係機関との連携を通じて進学情報の提供を行います。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○現在の区域外就学先の学校に情報の提供を行います。 

○進学情報については、福島県教育委員会のホームページ（高校教育課）に掲載されており、その点について双葉中学校のホームページで紹介します。 

○進学情報については、双葉中学校長が入学説明会等に出席し把握しており、電話や来所者の相談に当たります。 

○県外の情報については、必要に応じて当該都道府県と連携して進めます。 

≪取組の現状≫ 
○基本的に、現在の区域外就学先の学校において情報の提供を行っています。 

○進学情報については、福島県教育委員会のホームページ（高校教育課）に掲載されており、その点について双葉町のホームページ及び双葉中学校のホームペー

ジで紹介しています。 

○進学情報については、双葉中学校長が入学説明会等に出席し把握しており、電話や来所者の相談に当たっています。 

●課題としては、県外に区域外就学している子どもの情報把握が困難であることです。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○関係機関と連携して、継続して進学情報の提供に取り組みます。 

○現在の区域外就学先の学校に情報の提供を行います。 

○進学情報については、福島県教育委員会のホームページ（高校教育課）に掲載されており、その点について双葉中学校のホームページで紹介します。 

○進学情報については、双葉中学校長が入学説明会等に出席し把握しており、電話や来所者の相談に当たります。 

○県外の情報については、必要に応じて当該都道府県と連携して進めます。 

○ふたば未来学園高等学校の情報提供に取り組みます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○関係機関と連携して、継続して進学情報の提供に取り組みます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○関係機関と連携して、継続して進学情報の提供に取り組みます。 
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49 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３９ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （エ）教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
子どもたちの学習支援などを行うＮＰＯ法人やボランティア団体と連携を強化します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○子どもたちの学習支援については、関係機関と連携して、いわき市南台仮設住宅集会所での学習支援活動「ふたばっ子南台学習会」と町立小・中学校仮設校舎

での「ふたばっ子錦町学習会」を継続して行い、学力向上を図っていきます。 

○スポーツ振興については、スポーツ事業（関連事業を含む）を「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」と連携して行います。 

≪取組の現状≫ 
○平成２５年１０月８日から、ＮＰＯ法人キッズドアの支援で行っていました「ふたばっ子学習会」は、平成２７年４月１日から(株)学べるコムネットと業務協

定を締結し、「ふたばっ子南台学習会」＊１として南台応急仮設住宅集会所において児童生徒の学習支援を行っています。 
  ＊１：毎週火・木曜日 小学生 16:00～18:00  中学生 18:40～20:40 （登録児童生徒 小学生１１名 中学生３名 平成２８年１月末現在） 

○平成２６年１１月５日からは、双葉町立小・中学校仮設校舎において「ふたばっ子錦町教室」＊２を実施しています。 
  ＊２：毎週月・金曜日 小学生 15:30～16:30（自主学習サポート 14:30～15:30） 

 中学生 16:30～17:30（登録児童生徒 小学生４名  中学生１名 平成２８年１月末現在） 

○ふたばっ子学習会の実施記録を作成しています。 

○スポーツ関係事業については、活動を休止していました「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」が平成２７年度から活動を再開しました。同クラブに町の生涯スポ

ーツ事業等を委託して行っています。 

 ・平成 27 年 7月 12 日（日）       双葉郡スポーツ交流大会（広野町） 野球・バレーボール 

 ・平成 27 年 7月 24 日（金）～26 日（日） ふくしま駅伝双葉町チーム合宿（北塩原村） １３名参加 

 ・平成 27 年 8月 2日（日）        県民スポーツ大会（南相馬市） 壮年ソフトボール・９人制バレーボール 

 ・平成 27 年 9月 19 日（土）       第 9回市町村対抗県軟式野球大会 

 ・平成 27 年 10月 4 日（日）       双葉町民ゴルフ大会（いわき市） ４５名参加 

 ・平成 27 年 10月 17日（土）～      第 2回市町村対抗県ソフトボール大会 

 ・平成 27 年 11月 1 日（日）       双葉町民トレッキング（裏磐梯） ３９名参加 

 ・平成 27 年 11月 15日（日）       第 27回市町村対抗縦断駅伝大会（ふくしま駅伝）（白河市～福島市） 

 ・平成 28 年 1月 23 日（土）       双葉町民パークゴルフ大会 

 ・平成 28 年 2月 6日（土）        双葉町民ボウリング大会 

●学習支援事業については、いわき市のみの実施であり、現状では他地区での開催は希望者が極めて少なく実施が困難な状況にあります。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、関係団体と連携して子どもたちの学習支援及びスポーツ振興に取り組みます。 

○子どもたちの学習支援については、関係機関と連携して、いわき市南台仮設住宅集会所での学習支援活動「ふたばっ子南台学習会」と町立小・中学校仮設校舎

での「ふたばっ子錦町学習会」を継続して行い、学力向上を図っていきます。 

○スポーツ振興については、スポーツ事業（関連事業を含む）を「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」と連携して行います。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、関係団体と連携して子どもたちの学習支援及びスポーツ振興に取

り組みます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、関係団体と連携して子どもたちの学習支援及びスポーツ振興に取

り組みます。 
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50 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３９ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （エ）教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
子どもたちのきずなの維持、学習支援、伝統文化継承、心のケアを目的とした「つどいの場」を提供します（例：集まれ！ふたばっ子）。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○「集まれ！ふたばっ子２０１５」を１泊２日で夏休み中に開催します。 

○「集まれ！ふたばっ子」などの場を活用して、保護者同士の交流の場を設けるとともに、より有意義なひと時となるよう工夫・改善を図ります。 

 

≪取組の現状≫ 
○平成２３年度から「再会の集い」「集まれ！ふたばっ子」「青春の集い」として名称は異なりますが、小・中・高校生を対象に集いの場を提供しています。 

○平成２７年度は、８月１日・２日（土・日）にいわき市スパリゾートハワイアンズにおいて「集まれ！ふたばっ子２０１５」を開催し、小・中・高校生の参加

者は７３名でした。また、今回は、双葉町に関する内容を重点的に取り入れ、小・中・高生及び保護者が協議する場を設け、意義のある集いの場としました。 

●震災から５年が経過し、子どもたちの置かれている状況や保護者の考え方も様々になってきているため、日程・場所・対象者をどのように決定してどんな内容

を実施していくかが、今後の課題です。年々双葉町に対する思いが薄れていくことが懸念されます。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、双葉町の子どもとして育てるため「集いの場」の提供に取り組みます。 

○「集まれ！ふたばっ子２０１６」を夏季（１泊２日を予定）に開催します。 

○「集まれ！ふたばっ子」などの場を活用して、保護者同士の交流の場を設けるとともに、より有意義なひと時となるよう工夫・改善を図ります。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、双葉町の子どもとして育てるため「集いの場」の提供に取り組み

ます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、双葉町の子どもとして育てるため「集いの場」の提供に取り組み

ます。 
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51 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ３９ページ 

  ①町民の生活再建に必要な支援 

   （エ）教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
全国の双葉町の子どもネットワークづくりを進めます（例：連絡先の継続把握・定期的通信）。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○全国に避難している子どもたちの連絡先の把握を継続して行います。 

○南・北小学校・中学校のホームページを活用して各学校の情報を提供します。 

○小・中・高校生を対象とした「集まれ！ふたばっ子２０１５」を開催し、交流し合う場、きずなの場を提供します。 

○今後の課題として、ホームページへの掲載は非常に便利ですが、すべての家庭で見られる環境にはなく、さらに、長期間の区域外就学で、今後、双葉町立学校

を知らない子どもが多くなってくるため、子どもネットワークづくりが重要であり、どのように進めるかの検討を進めます。 

≪取組の現状≫ 
○全国に避難している子どもたちの連絡先の把握を継続して行っています。 

○南・北小学校・中学校のホームページを開設して各学校の情報を提供しています。 

○小・中・高校生を対象とした「集まれ！ふたばっ子２０１５」を開催し、交流し合う場、きずなの場を提供しています。 

●今後の課題として、ホームページへの掲載は非常に便利ですが、すべての家庭で見られる環境にはなく、さらに、長期間の区域外就学で、今後、双葉町立学校

を知らない子どもが多くなってくるため、子どもネットワークづくりが重要であり、どのように進めるかの検討が必要です。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、子どものネットワークづくりを進めます。 

○全国に避難している子どもたちの連絡先の把握を継続して行います。 

○南・北小学校・中学校のホームページを活用して各学校の情報を提供します。 

○小・中・高校生を対象とした「集まれ！ふたばっ子２０１６」を開催し、交流し合う場、きずなの場を提供します。 

○今後の課題として、ホームページへの掲載は非常に便利ですが、すべての家庭で見られる環境にはなく、さらに、長期間の区域外就学で、今後、双葉町立学校

を知らない子どもが多くなってくるため、子どもネットワークづくりが重要であり、どのように進めるかの検討を進めます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、子どものネットワークづくりを進めます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、子どものネットワークづくりを進めます。 
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52 

53 

54 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５３ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅰ）「双葉町外拠点」における復興公営住宅の整備 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(52) 大部分の町民の要望は、一戸建てまたは低層の集合住宅ですが、用地の制約などもあることから、利便性の高い場所における中高層型の集合住宅のニーズ

も含めて、町民のみなさんに情報を提供した上で、改めて住民意向調査を実施して、町民の要望に沿った住宅整備を求めていきます。 

(53) 高齢者が安心して暮らせるようバリアフリー住宅や、介護サービスと住宅の一体整備など高齢者にやさしい住宅を要請していきます。 

(54) 家族と一緒に住みたいという町民の声を踏まえて、間取りや募集方法への配慮を要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町民の希望を踏まえ、復興公営住宅の早期整備を県に求めていくと同時に、いわき市、郡山市、南相馬市、白河市に、福島県が整備する復興公営住宅を「双葉

町外拠点」として、町民のコミュニティの拠点としても機能できるよう、国・県と受入自治体との個別協議を進めていきます。（別添１） 

○いわき市勿来酒井地区については、戸建住宅、長屋建住宅、集合住宅など多様な復興公営住宅の着実かつ早期の整備を求めていきます。（別添２） 

○規模が大きないわき市勿来酒井地区に関しては、一斉入居だけでなく、段階的な整備・入居も含めて早期入居が可能となるような方策について県と協議をして

いきます。 

○いわき市勿来酒井地区については、規模が大きく高齢者も多いと見込まれるため、双葉町社会福祉協議会との連携を図ることとし、高齢者の生活支援・交流・

見守り機能を確保するため協議を進めます。さらに、商業施設の設置も検討していきます。社会福祉協議会、商業の出店希望者と意見交換を密にして、県が策

定する整備計画に利用者の意見を反映するよう努めていきます。 

〇郡立病院の設置も決定しているため、関係機関との調整を進めます。 

○他の地区の復興公営住宅についても、受入自治体等と連携して、必要な高齢者福祉サービスが提供できるように協議を進めます。 

○地域住民や入居する町民と施設の利活用等について協議を具体的に進めていきます。 

○町民との意見交換を通じて、復興公営住宅の活用の方法、管理のあり方について検討を進めていきます。 

○全庁的な体制を挙げて、仮設住宅、借上げ住宅から復興公営住宅等への移行支援の体制を整備していきます。 

○復興公営住宅における新たなコミュニティづくりについて検討を進めます。 

≪取組の現状≫ 
○町民の意向＊を踏まえ、いわき市、郡山市、南相馬市、白河市に福島県が整備する復興公営住宅を「双葉町外拠点」として、町民のコミュニティの拠点として

も機能できるように、国・県・受入自治体と協議を進めた結果、いわき市、郡山市、南相馬市、白河市に双葉町民がまとまって入居できる復興公営住宅を整備

することが決定されています。 
＊平成２７年１２月には４回目の住民意向調査を実施しました。結果が年度末にまとまることから、今後の整備計画を県と調整していきます。 

○上記については、リーフレット配布、町のホームページ等にて随時入居募集情報を提供するとともに、整備されたところから順次入居が始まっており、今後も

整備状況に合わせて入居者の募集が実施されます。 
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・第１期募集   平成２６年 ４月 １日～平成２６年 ５月３０日、郡山市２０戸、いわき市２５戸 

・第２期募集   平成２６年１０月 １日～平成２６年１１月２８日、福島市（５町共通）８戸、郡山市（４町共通）２０戸、いわき市（４町共通）１２戸 

・第３期募集   平成２７年 ４月 １日～平成２７年 ５月２９日、福島市(５町共通)６４戸、郡山市３０戸、いわき市（４町共通）５３戸、白河市３０戸、 

南相馬市４２戸、三春（町２町共通）５戸 

・第４期募集   平成２７年１１月 ４日～平成２８年 １月１２日、郡山市（４町共通）８０戸、いわき市(４町共通)８０戸、二本松市（５町共通）２０戸、 

南相馬市（６町共通）５０戸 

・第４期追加募集 平成２８年 １月２２日～平成２８年 ２月２６日、福島市（５町共通）７０戸 

平成２８年 ２月２９日～平成２８年 ４月２８日、いわき市勿来酒井７２戸/小名浜中原１５戸 

・現在、復興公営住宅に入居が始まっている地区 (福島市 ２団地 / 会津若松市 ２団地 / 郡山市 ７団地 /いわき市 ２団地 ) 

○特に、町ではいわき市勿来酒井地区の復興公営住宅を「双葉町外拠点」の中心として位置づけることとしており、郡立診療所、双葉町社会福祉協議会本部機能

及び高齢者福祉施設、店舗等、集会所等の交流施設、ふれあい農園、お祭り広場等の併設に向けて県や関係団体との協議を進めています。 

○さらに、いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅は、現在１８０戸（うち双葉町優先分１７０戸）を整備する予定であるため、入居者のニーズなども考慮して戸

建住宅、長屋住宅、集合住宅などに加え、ペットが飼える住居などが整備されるよう国・県と協議を進めています 

○国・県・受入自治体との個別協議の結果、高齢者や介護が必要な方、障がいを持つ方が暮らしやすいようバリアフリーやエレベーターの設置が決定されています。 

○いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅における集会所等の交流施設の整備について、県等と具体的な仕様を含めた実施設計や管理運営について協議を実施して

います。 

○また、いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅内には、双葉町社会福祉協議会本部機能及び高齢者福祉施設機能の一部が設置される予定なので、具体的な仕様を

含めて県や関係機関と調整を実施しています。 

○郡立診療所については、いわき市勿来地区の復興公営住宅への設置が認められ、双葉地方広域市町村圏組合が診療所の設置者となり、双葉郡医師会が指定管理

者制度に基づき運営することになりました。 

○住民意向調査における要望を踏まえ、国・県・受入自治体と個別協議をした結果、募集方法の中で親族同士等、複数世帯がまとまって入居できるようグループ

入居方式が採用されています。 

○国・県・受入自治体との個別協議の結果、町民同士のコミュニティが図れるよう町村ごとの入居者枠も決定され、さらに、双葉町以外の町村との共通枠も設け

られました。そのことにより、町民同士のコミュニティに配慮しつつも、他の町村民との入居を希望するニーズにも対応できるようになりました。 

○間取りは２ＬＤＫ、３ＬＤＫを基本として、世帯人数に関わらず希望によって入居が可能となりました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町民の希望を踏まえ、復興公営住宅の早期整備を県に求めていくと同時に、いわき市、郡山市、南相馬市、白河市に、福島県が整備する復興公営住宅を「双葉

町外拠点」として、町民のコミュニティの拠点としても機能できるよう、国・県と受入自治体との個別協議を進めていきます。（別添１） 

○いわき市勿来酒井地区については、戸建住宅、長屋建住宅、集合住宅など多様な復興公営住宅の着実かつ早期の整備を県に求めていきます。 

○規模が大きないわき市勿来酒井地区に関しては、一斉入居だけでなく、段階的な整備・入居も含めて早期入居が可能となるような方策を県に求めていきます。

(別添２) 

○いわき市勿来酒井地区については、規模が大きく高齢者も多いと見込まれるため、双葉町社会福祉協議会との連携を図ることとし、高齢者の生活支援・交流・

見守り機能を確保するため協議を進めていきます。さらに、商業施設の設置も検討しています。社会福祉協議会、商業の出店希望者と意見交換を密にして、県

が策定する整備計画に利用者の意見を反映するよう努めていきます。 

○他の地区の復興公営住宅についても、受入自治体等と連携して、必要な高齢者福祉サービスが提供できるように協議を進めます。 
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○地域住民や入居する町民と施設の利活用等について協議を具体的に進めていきます。 

○町民との意見交換を通じて、復興公営住宅の活用の方法、管理のあり方について検討を進めていきます。 

○全庁的な体制を挙げて、仮設住宅、借上げ住宅から復興公営住宅等への移行支援の体制を整備していきます。 

○復興公営住宅における新たなコミュニティづくりについて形成支援を検討していきます。 

○復興公営住宅の整備の本格化を前提とした取組を行います。 

○現在、入居が開始されているいわき市、郡山市、福島市、会津若松市の復興公営住宅と合わせて、引き続き第 4 期追加募集、第 5 期募集が行われることから、

募集状況をリーフレット、町のホームページ等で周知を図ります。 

○勿来酒井に建設される復興公営住宅に併設される集会所、双葉町社会福祉協議会本部機能及び高齢者福祉施等に係る運用について関係機関と調整を進めます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○復興公営住宅の完成に合わせて入居者の生活支援や環境整備について関係者

と調整を図ります。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興公営住宅に入居した人が新たな生活になじめるよう関係機関との調整を

行います。 
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 「双葉町外拠点」（復興公営住宅整備）の全体構成 別添１ 

○双葉町民が集まって居住できる県営の復興公営住宅が、いわき市、郡山市、南相馬市、白河市に整備されます。 
この復興公営住宅を「双葉町外拠点」として、町民のコミュニティの拠点としても機能できるようにします。 

○特に、いわき市の希望が最も多く、いわき市勿来地区には、役場事務所が所在し、町立幼小中学校も再開されて
いることから、いわき市南部（勿来酒井地区）の復興公営住宅を「双葉町外拠点」の中心とします。 

福島市、加須市、つくば市には、一定の町民が集まっ

ていることから、町民の集い（コミュニティ）の場の

設置を検討する 

※全体構成は、今後の調整により変更となる可能性があります 

全 体 構 成 図  

（鬼越、白坂） 

（八山田、東原、鶴見坦） 

（上町等） 

（勿来酒井等） 

  

県内 
借上住宅 

県内応急 
仮設住宅 

県外 
借上住宅 

(整備中) 
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【完成イメージ】 【整備概要】 

整 備 戸 数 ： １８０戸（予定） 

住 戸 形 態 ： 共同住宅（集合住宅、テラスハウス） 

戸建住宅 

整備見通し ： 平成２９年度後期 

併 設 施 設 ： 双葉郡立診療所 

高齢者等サポート拠点 

集会所 

広場・公園等 

共同店舗用地 
          ※併設施設は調整中のものを含みます。 ※今後の調整、設計により変更となる可能性があります。 

施設エリア 

共同住宅エリア 

戸建住宅エリア 

いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅（双葉町外拠点）の概要 

 

別添２ 

【工程表と進捗状況】 

団地名 
整備 
方法 

戸数 住戸形態 
現在の 
進捗状況 

入居募集 入居時期 
工程表 
種別 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

勿来酒井 県営 

７２ 戸建て 

設計中 

平成２８年２月２９日 

 

平成２８年４月２８日 
平成２９年度後期 

計画 
                

実績 
                

１０８ 

（予定） 
共同住宅 平成２８年６月以降 

計画 
                

実績 
                

 

～ 

設計  

設計 造成工事 建築工事 ◎入居 

設計 造成工事 建築工事 ◎入居 

  

設計  
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５３ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅰ）「双葉町外拠点」における復興公営住宅の整備 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
復興公営住宅の整備にあわせて、その近隣に自宅を再建する町民を対象とした宅地を供給することについても、必要に応じて、協議の中でとりあげていきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策２６に同じ 

≪取組の現状≫  

 
施策２６に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策２６に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策２６に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策２６に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                      ５３ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅰ）「双葉町外拠点」における復興公営住宅の整備 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「コミュニティ拠点」については、公営住宅に入居したい希望を持つ町民の要望数を踏まえて、受入自治体における既存住宅の活用も視野に入れて、希望する町

民が入居できる公的住宅の確保を要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○借上げ住宅制度を利用して引き続き居住できるよう、借上げ住宅制度の延長を国・県に要請します。 
○既存の公営住宅への入居要望がわずかながらある＊ことから、借上げ住宅制度の動向を踏まえながら、既存公営住宅への入居要件の緩和＊などについて受入自

治体等と協議していきます。 
＊避難先で既存の公営住宅に住むためには、住民要件を条例上定めている自治体があります。 

≪取組の現状≫ 
○借上げ住宅制度の延長を国、県に要請しています。（継続） 

○住民意向調査を平成２７年１２月に実施し、要望数の把握に努めています。 

○復興公営住宅の再募集・定期募集などで入居者ニーズへの対応を図っていきます。 

≪平成２８年度の計画≫  
○借上げ住宅制度を利用して引き続き居住できるよう、借上げ住宅制度の延長を国・県に要請します。 
○既存の公営住宅への入居要望の把握に努めると同時に、要望がある場合は、借上げ住宅制度の動向を踏まえながら、既存公営住宅への入居要件＊の緩和などに

ついて受入自治体等と協議していきます。 
＊避難先で既存の公営住宅に住むためには、申込時の住民要件や入居後の住民票の移動要件を条例上定めている自治体があります。 

○借上げ住宅制度・住民意向調査の動向を見据えながら、希望する町民が入居できる公的住宅の確保を要請していきます。 

○復興公営住宅の再募集・定期募集などで入居者ニーズへの対応を図っていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○借上げ住宅制度・住民意向調査の動向を見据えながら、希望する町民が入居

できる公的住宅の確保を要請していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○借上げ住宅制度・住民意向調査の動向を見据えながら、希望する町民が入居

できる公的住宅の確保を要請していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５５ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅱ）「双葉町外拠点」におけるコミュニティ機能の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（57）「双葉町外拠点」及び「コミュニティ拠点」において、町民のきずなの維持・発展の拠点として、拠点の住民及び地域の町民同士がいつでも集まれる場（例

えば、集会所、公園・広場、共同菜園などが考えられます）の設置に取り組みます。こうした町民の集いの場については、町民が主体となった運営方法を検討

します。 

（58）この集いの場を、さまざまな交流イベントや町の祭りの開催場所、歴史・伝統・文化の継承の拠点などに活用し、町民のきずなを維持・発展させていきま

す。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○復興公営住宅に整備する集会所の活用方策を検討していきます。 

○地域住民や入居する町民と施設の利活用等について協議を具体的に進めていきます。 

○復興公営住宅の整備の進捗にあわせて、特に郡山市における役場支所・サポートセンター・町民交流施設の配置のあり方についても検討していきます。 

≪取組の現状≫ 
○復興公営住宅の設置にあたっては、各地区に集会所を設置するよう県に求めています。（継続） 

○いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅には、郡立診療所、社会福祉協議会本部機能と高齢者福祉施設等、店舗等、集会所等の交流施設、ふれあい農園、お祭り

広場等が併設されるため、県との具体的な調整を進めています。 

○施設を活用したソフト事業については、今後の入居者のニーズや町民意向調査結果等を踏まえ検討していくこととしています。 

○郡山市と加須市には役場支所、サポートセンターと町民交流施設が設置されています。 

○平成２７年４月に、いわき市錦町に町民交流施設「ふたぱーく」が開設されました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○復興公営住宅に整備する集会所の機能や規模に関する協議を進めていきます。 

○地域住民や入居する町民と施設の利活用等について協議を具体的に進めていきます。 

○復興公営住宅の完成に合わせて、その他の地区の町民交流施設等の設置のあり方や運営方法についても検討します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○復興公営住宅の完成にに合わせて、町民交流施設等の設置のあり方や運営方

法について検討します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興公営住宅の完成後の運営方法について検討していきます。 
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59 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５５ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅱ）「双葉町外拠点」におけるコミュニティ機能の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」の相互間や全国に離れた町民の結びつきを強化するため、施設の設置に併せて、情報通信基盤の活用を図ります。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○タブレットを活用しながら、各拠点の行事・出来事などを情報発信できるような仕組みを検討していきます。 

≪取組の現状≫ 
○支所間のテレビ会議システムが整備されました(いわき事務所、郡山支所、埼玉支所)。 

○タブレットの利用による双葉町に住んでいた頃のコミュニティの維持や、全国に散らばって避難している町民の現況報告など、情報の伝達手段として有効に活

用してもらう環境の整備に努めています。(継続中) 

●支所間のテレビ会議システムは、大人数の会議には不向きであり、今後も引き続き検討課題とします。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○タブレットを活用しながら、各拠点の行事・出来事などを情報発信できるような仕組みを検討していきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、情報通信の活用方法を検討します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、情報通信の活用方法を検討します。 
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60 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５５ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅱ）「双葉町外拠点」におけるコミュニティ機能の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
規模が大きな「双葉町外拠点」においては、双葉町の歴史・伝統・文化の紹介場所の確保、震災・事故の教訓の展示・研修施設の設置などについて検討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○レスキュー資料や震災・事故の教訓の展示・研修施設の設置については、いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅の町外拠点の整備と合わせて、紹介場所の確保

を検討していきます。 

≪取組の現状≫ 
○国立文化財機構及び福島県被災文化財等救援本部の支援により、歴史民俗資料館の収蔵資料のレスキューがほぼ終了しました。 

○レスキューした資料は、福島県立博物館、福島県文化財センター白河館（まほろん）、旧相馬女子高校、栃木県那須野ヶ原博物館、埼玉県蓮田市文化財展示館

に一時保管及び展示されています。 

○レスキュー資料や震災・事故の教訓の展示・研修施設の設置については、双葉町外拠点の中心として位置づけられているいわき市勿来酒井地区の復興公営住宅

の整備と合わせて、紹介場所の確保を検討しています。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、レスキュー資料や震災・事故の教訓の紹介・展示場所の確保・設置について、いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅の町外拠点の整備と合わせて、

検討・協議を進めます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 

○復興公営住宅の竣工に合わせて、常設の展示場所の確保に取り組みます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○常設展示場所における展示物の維持管理に取り組みます。 
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61 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５５ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅱ）「双葉町外拠点」におけるコミュニティ機能の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
仮で設置されている役場機能の将来的な設置場所については、双葉町への帰還の見通しや「双葉町外拠点」の規模を踏まえて、町民の利便性を勘案しつつ、検討

を進めるとともに、事務所及び支所間の緊密な連携を図れる組織、機能の見直しを図ります。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○帰還に向け復旧・復興業務及び全国の町民へのサービスについて、いわき事務所を拠点として展開します。 

○復興計画の進捗状況及び「双葉町外拠点」の整備状況に合わせて、町民サービスが低下しないよう役場機能及び組織、各課所管事務事業も弾力的に見直しを行

います。 

○職員力を分散させない組織体制及び機能の確立を図ります。 

○職員のスキル及びモチベーション向上のための研修等を充実させます。 

≪取組の現状≫ 
○役場機能 

 ・役場（事務所・支所等）は、住民サービスの提供の場であり、避難生活者の支援や復興に向けた拠点です。 

 ・現体制：いわき事務所、郡山支所（南相馬連絡所 平成２６年６月３０日開所）、埼玉支所（つくば連絡所）を設置 

○職員のスキル及びモチベーション向上のための研修を実施（参加）しています。 

・ふくしま自治研修センター研修会（新規採用職員等） 

・東北地区用地対策連絡会用地職員等中級研修会 

・双葉地方８町村自治体若手職員研修会 

・特定線量下業務特別教育講習会  

・メンタルヘルス研修会（平成２７年１２月に職場での「ストレスチェック」が義務化されます。それを踏まえ、平成２７年度は６月にストレスチェックを実

施し、７月２７・２８日には心理カウンセラーによる個別面談を実施しました。また、平成２８年２月にも個別面談を実施する予定です） 

・平成２７年度に町独自の取組みとして、町職員を対象とした研修会を２回開催することとしました。（平成２７年８月３日には、「転機を自分の生き方・働

き方にどうつなげるか」と題し、全職員を対象として開催しました。また、平成２７年１１月１７日に、「地方公務員制度」と題し、中堅・若手職員を対象

に開催しました。） 

○人事評価制度を導入します。 

 ・人事評価は、職員の能力や仕事ぶりを評価して本人にフィードバックすることによって職員の能力開発、人材育成に結びつけるとともに、「住民サービスの

向上」を目的に導入するものです。人事評価制度については、平成２８年度からの導入に向け、平成２７年度は「職員アンケート」の実施、「人事評価制度

検討委員会（所属課長及び職員組合から推薦を受けた職員をもって組織）の設置」など、人事評価制度構築に向けて準備を進めているところです。 
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●今後の課題として以下の点が挙げられます。 

 ・職員の力を結集できる体制づくり 

 ・縦割りでなく横断的に対応でき、連携が図れる組織体制づくり 

 ・権限と責任のバランスがとれた組織体制づくり 

≪平成２８年度の計画≫ 
○人事評価を実施します。 

○復興計画の進捗状況及び「双葉町外拠点」の整備状況に合わせて、町民サービスが低下しないよう役場機能及び組織、各課所管事務事業も弾力的に見直しを行

います。 

○職員力を分散させない組織体制及び機能の確立を図ります。 

○職員のスキル及びモチベーション向上のための研修等を充実させます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                     ５７、５８ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（62）「双葉町外拠点」における共同店舗・共同事務所の設置の必要性について、事業者の要望を調査し、その上で必要な施設を要請します。 

（67）規模が大きな「双葉町外拠点」においては、その整備と並行して、双葉町の産品の再興、高齢者支援や子育て支援など、住民による住民のための雇用を生み

出す仕組み・方法について、関係機関と連携を図りながら、検討を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○双葉町外拠点となるいわき市勿来酒井地区の復興公営住宅に併設を求めている共同店舗の設置に向け、出店予定者・県・双葉町商工会との協議を加速します。 

○いわき市勿来酒井地区に建設予定のコミュニティ施設（集会所、店舗、広場）を活用した、住民による住民のための雇用を生み出す仕組み・方法について、関

係機関と連携を図りながら、検討を進めます。 

≪取組の現状≫ 
○施設（ハード）の整備だけでなく、中身についても双葉町商工会との調整を図りつつ、町商工会が事業再開有無の調査を実施したところ、当初３店舗の出店希

望がありました。共同店舗への出店について再度関係者と協議を進めています。（平成２８年１月２９日に打合せを実施） 

○調査の結果を踏まえて、いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅に併設する商店の規模等について、国・県など関係機関に要請し、協議を進めています。 

○復興庁支援による「新しい東北＊」の取組によって、マーケティング等の支援が得られるように取り組みました。 
＊被災地は、人口減少・高齢化・産業の空洞化など、今の日本が抱える課題が顕著です。このため、単に従前の状態に復旧するのではなく、復興を契機にこれらの課題を解

決し、我が国や世界のモデルとなる「創造と可能性の地」としての「新しい東北」を創造すべく取り組まれた復興庁の事業。 

○平成２６年度にまとめられた「新しい東北」では、マーケティングの結果、町外拠点施設エリア内に商業施設を整備した場合、単独での継続した企業活動が厳

しいとの報告を受けたため、新たな手法の検討が必要になりました。今後も住民による住民のための雇用を生み出す仕組み・方法について、関係機関と連携を

図りながら、今後協議を進めていきます。 

●いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅周辺の既存商店街との連携・協力・共栄については、検討が必要です。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○復興公営住宅の完成を見据えて商業施設に関わる出店希望者・県・双葉町商工会、中小機構等の関係機関との協議を加速し、施設設計・各種届出等を推進しま

す。 

○施設設置のありかたや運営方法について、町商工会、出店希望者と引き続き協議し、設計や各種届出等に反映していきます。 

○復興公営住宅整備の本格化に合わせて、雇用を生み出す仕組み、方法について関係機関と連携を図りながら検討を進めます。 

○いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅周辺の既存商店街との連携・協力・共栄について、検討していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○復興公営住宅の整備と合わせて商業施設開設のための調整を関係機関と進め

ます。 

○復興公営住宅の竣工に合わせて、これまでの検討に基づいて必要なソフト事

業を実施します。 

○いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅周辺の既存商店街との連携・協力・共

栄について、具体化していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興公営住宅の竣工に合わせて商業施設の運営についての検証を行っていき

ます。 

○復興公営住宅の竣工に合わせて、これまでの検討に基づいて必要なソフト事

業を実施します。 
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63 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５７ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」がある自治体において事業再開を目指す事業者に対して、県・受入自治体・関係団体と連携して、情報提供や支援制度の利用支援などを行いま

す。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き、事業再開を目指す事業者に対して、県・受入自治体・関係団体と連携して、情報提供や支援制度の利用支援などを行います。 

≪取組の現状≫  

○復興公営住宅の整備計画が具体化すると、その近隣で事業再開を目指す事業者が見込まれるため、県・受入自治体・関係団体と連携して情報提供や支援制度の

利用支援などを重点的に行います。 

○避難先でのグループ補助金の活用には、グループを組成することが困難な事業者もいることから、既採択グループに新たなに構成員として加わることが可能と

するなどの柔軟な運用が図られており、引き続き県と連携していきます。 

●整備される復興公営住宅のエリアそれぞれに環境や事業者ニーズ等が違っていることから、事業者のニーズにマッチする支援の提供が課題です。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、事業再開を目指す事業者に対して、県・受入自治体・関係団体と連携して、情報提供や支援制度の利用支援などを行います。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、事業再開を目指す事業者に対して、県・受入自治体・関係団体と

連携して、情報提供や支援制度の利用支援などを行います。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、事業再開を目指す事業者に対して、県・受入自治体・関係団体と

連携して、情報提供や支援制度の利用支援などを行います。 
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64 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５７ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」がある自治体において、農業再開希望者に対して、県・受入自治体・関係団体と連携して営農再開支援制度の情報提供・利用支援を行います。

また、初期投資の助成等について国等への要請に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○復興公営住宅の整備計画が具体化すると、その近隣で営農再開を図られる方も見込まれるため、施策２９に掲げた取組をより重点的に行います。 

≪取組の現状≫ 
○「双葉町外拠点」としているいわき市、郡山市、南相馬市、白河市において営農再開を目指す農業者＊を含めて、施策２９に掲げる営農再開支援制度による支

援を行っています。 
 ＊県内における営農再開者（累計）：いわき市 ２人、郡山市 １人、南相馬市 １人（平成２８年１月末現在） 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○復興公営住宅の整備状況にあわせて、営農再開希望者のニーズに応じた対応を図っていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○復興公営住宅の整備状況にあわせて、営農再開希望者のニーズに応じた対応

を図っていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興公営住宅の整備状況にあわせて、営農再開希望者のニーズに応じた対応

を図っていきます。 

 

  



76 

 

 

65 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５７ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
事業再開した事業者の情報を広く関係者に周知し、顧客獲得等を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策３０に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策３０に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策３０に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策３０に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策３０に同じ 
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66 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５８ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」がある自治体において、県、受入自治体、ハローワーク等関係機関との連携強化を通じて、町民の安定した雇用の確保に努めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○復興公営住宅の整備計画が具体化すると、その近隣で就業を希望される方も見込まれるため、施策３１に掲げた取組をより重点的に行います。 

≪取組の現状≫ 
 

施策３１に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策３１に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策３１に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策３１に同じ 
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67 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５８ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
規模が大きな「双葉町外拠点」においては、その整備と並行して、双葉町の産品の再興、高齢者支援や子育て支援など、住民による住民のための雇用を生み出す

仕組み・方法について、関係機関と連携を図りながら、検討を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策６２へ統合 

≪取組の現状≫ 
 

施策６２に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策６２に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策６２に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策６２に同じ 
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68 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５８ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅲ）「双葉町外拠点」における事業再開支援・雇用の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
規模が大きな「双葉町外拠点」においては、保育・託児サービスの提供など、子育て世代が安心して仕事と育児が両立できる環境の整備についても受入自治体と

協議していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○子育て世代が安心して仕事と育児が両立できる環境の整備については、子育て世代の入居ニーズを踏まえ、住宅周辺の既存施設との役割分担も考慮しながら、

具体的な検討を進めます。 

○復興公営住宅の整備に合わせて整備される集会所を活用した子育てについて語り合える場の設置については、住民意向調査結果から得られた子育て世代の入居

ニーズを踏まえて検討していきます。 

○いわき市勿来酒井地区へ入居を希望する子育て世代のニーズを踏まえながら、学校との役割分担や連携による望ましい環境整備のあり方について検討していき

ます。 

○いわき市勿来酒井地区には広い広場が整備されることから、学校活動への利用や遊び場としての提供などを検討して、広く子どもたちも利用できるような環境

整備を要望していきます。この広場などを通じて、ひとり暮らしの高齢者が多くなる中で、子どもたちと住んでいる人との世代間交流の場として利活用を図る

ことを検討していきます。 

≪取組の現状≫ 
○住民意向調査の結果から、復興公営住宅への子育て世代の入居希望が少ないことが明らかになりました。 

○今後の拠点整備計画を策定するにあたって子育て世代の入居ニーズ、復興公営住宅周辺の既存施設との役割分担についても検討していくこととしています。 

○復興公営住宅の整備に伴う広場や集会所を活用した子育てについて語り合える場の設置については、住民意向調査結果から得られた子育て世代の入居ニーズを

踏まえて今後検討していく予定です。 

●復興公営住宅に入居される方は、高齢者が多いため、環境を整備して子育て世代が定住できる条件整備を目指します。 

●若年層が定住するには、雇用の確保(仕事)、医療機関、商業施設、の充実や保育施設・託児施設の設置などを始めとして教育環境の整備が求められます。復興

公営住宅では住環境は確保できても他の要因が十分でないと定住が進まないため、受入自治体や移転先での周辺住民とのコンセンサスが得られるような取組が

求められています。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○復興公営住宅整備の本格化に合わせ、入居者ニーズを踏まえながら子育て世代が安心して仕事と育児が両立できる環境の整備に努めます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、入居者ニーズを踏まえながら子育て世代が安心して仕事と育児が

両立できる環境の整備に努めます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、入居者ニーズを踏まえながら子育て世代が安心して仕事と育児が

両立できる環境の整備に努めます。 
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69 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５９ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅳ）「双葉町外拠点」における保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」において、町民が安心して保健・医療・福祉サービスの提供を受けられるように、受入自治体と協議を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策３７に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策３７に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策３７に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 

 

施策３７に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 

 

施策３７に同じ 
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70 

71 

72 

73 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ５９ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅳ）「双葉町外拠点」における保健・医療・福祉体制の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（70）規模が大きな「双葉町外拠点」においては、新たな医療・福祉施設の整備の必要性について、県・受入自治体と協議を進めます。 

（71）特に多くの町民の受入をお願いする受入自治体に対しては、「双葉町外拠点」の整備にあわせて、当該自治体における保健・医療・介護施設の充実に一層の

支援を行うよう、国・県に要請していきます。 

（72）双葉町の保健・医療・福祉事業者の再開支援に取り組みます。 

（73）介護サービスと住宅の一体整備など高齢者にやさしい施設整備を要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○いわき市勿来酒井地区に整備される復興公営住宅への郡立診療所の早期整備に向け、双葉地方市町村圏組合との連携を図り、県、いわき市並びに医師会等との

協議を加速します。 

○いわき市勿来酒井地区に整備される復興公営住宅における社会福祉協議会の福祉施設の整備に向けた協議を加速します。 

○特別養護老人ホームについては、福島県及びいわき市との協議を継続しつつ、大きな課題である人材の確保について、国・県へ引き続き支援を求めながら社会

福祉法人による再開を支援しています。 

○今後、地元医療機関や福祉施設との連携も図っていきます。 

≪取組の現状≫ 
○いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅に郡立診療所が設置されることになり、県、いわき市並びに医師会等と早期整備に向け協議を進めています。 

○いわき市勿来酒井地区の復興公営住宅における社会福祉協議会の高齢者等サポート拠点の併設に向けた協議を進めています。 

○特別養護老人ホームせんだんについては、福島県及びいわき市に指導を受け、大きな課題である人材の確保について、国・県へ引き続き支援を求めながら社会

福祉法人による再開を支援しています。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○郡立診療所及び福祉施設の早期整備に向けて、関係機関との協議を加速し進めます。 

○特別養護老人ホームの運営については、人材確保が大きな課題であるので、町民のニーズに応えられるよう社会福祉法人の運営を支援します。 

○いわき市勿来酒井地区に整備される復興公営住宅への郡立診療所の早期整備に向け、双葉地方市町村圏組合との連携を図り、県、いわき市並びに医師会等との

協議を加速し進めます。 

○いわき市勿来酒井地区に整備される復興公営住宅における社会福祉協議会の福祉施設の整備に向けた協議を加速し進めます。 

○特別養護老人ホームについては、福島県及びいわき市との協議を継続しつつ、大きな課題である人材の確保について、国・県へ引き続き支援を求めながら社会

福祉法人による再開を支援します。 

○今後、地元医療機関や福祉施設との連携も図ります。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○郡立診療所、福祉施設、特別養護老人ホームの運営の充実を図ります。 

○郡立診療所の運営については、郡医師会が主体となるので、設置者である双

葉地方広域市町村圏組合と連携を図っていきます。 

○福祉施設の運営については、社会福祉協議会と協議を図っていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○郡立診療所、福祉施設、特別養護老人ホームの運営の充実を図ります。 

○郡立診療所の運営については、郡医師会が主体となるので、設置者である双

葉地方広域市町村圏組合と連携を図っていきます。 

○福祉施設の運営については、社会福祉協議会と協議を図っていきます。 
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74 

75 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ６１ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ⅴ）「双葉町外拠点」における教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(74) 規模が大きな「双葉町外拠点」における学校（幼稚園、小学校、中学校）の整備については、国・県・受入自治体との協議を踏まえて、その必要性につい

て検討します。 

(75) 「双葉町外拠点」に学校を設置する際には、より多くの子どもたちを集約できるようにするため、町独自の新たな教育方針・教育提供内容を打ち出してい

きます。 

≪平成２７年度の計画≫ 

 
施策４３・４４に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策４３・４４に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策４３・４４に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策４３・４４に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策４３・４４に同じ 
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76 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
１． 不自由な避難生活の改善及び町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

 【町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組】                       ６１ページ 

  ②「双葉町外拠点」（仮の町）の整備 

   （ｖ）「双葉町外拠点」における教育環境の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」において学校の設置が難しい場合には、集会施設を活用して、子どもたちの学習支援や双葉町の歴史・伝統・文化の教育機会を設けることを検

討し、町独自の地域教育に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 

 
施策４９に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策４９に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策４９に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策４９に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策４９に同じ 
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77 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
生活支援課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
避難先における自治組織の立ち上げを促進します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○双葉町復興支援員の協力を得て、福島県内外で自治会がない地域における自治会組織の設立、運営についての支援を行い、各自治会が今後自立できるよう指導

を行っていきます。 

○既存の自治会の活動内容に係る広報内容の充実と自治会への加入を促す広報を実施していきます。 

≪取組の現状≫ 
○福島市、郡山市、白河市、会津若松市、いわき市、猪苗代町に１０箇所の応急仮設住宅があり、平成２５年度は各応急仮設住宅に自治会がありましたが、平成

２７年度は１箇所の応急仮設住宅の自治会が解散、１団体が活動休止の状態で、３団体に減りました。 

○１箇所の応急仮設住宅で、自治会の再構築についての住民集会を開催しましたが、リーダー及び協力者の不在が主な原因であり、再構築についての理解は示さ

れませんでした。 

○福島県内（県北・県中・県南・いわき地区）、新潟県柏崎市、宮城県仙台市、茨城県つくば市、埼玉県加須市の借上げ住宅に入居されている住民による自治会

は８団体が活動を行っています。 

○応急仮設住宅及び借上げ住宅自治会の相互の共助、協調、協働による相互間の連絡連携を密にして地域活動を行うことによる、良好な地域社会の維持及び形成

に資することを目的とした「応急仮設住宅及び借上げ住宅自治会連絡協議会」を平成２７年８月２７日に開催しました。 

○自治会の活動と加入を促す広報については、施策９０及び９１において記載しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○福島県内外で自治会がない地域における自治会組織の設立、運営についての支援を行い、各自治会が今後自立できるよう指導を行っていきます。 

○既存の自治会の活動内容に係る広報内容の充実と自治会への加入を促す広報を実施していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○福島県内外で自治会がない地域における自治会組織の設立、運営についての

支援を行い、各自治会が今後自立できるよう指導を行っていきます。 

○既存の自治会の活動内容に係る広報内容の充実と自治会への加入を促す広報

を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○福島県内外で自治会がない地域における自治会組織の設立、運営についての

支援を行い、各自治会が今後自立できるよう指導を行っていきます。 

○既存の自治会の活動内容に係る広報内容の充実と自治会への加入を促す広報

を実施していきます。 
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78 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民有志によるＮＰＯ法人等の設立を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○復興支援員による町内のコミュニティづくりへの支援の一環として、町民有志によるＮＰＯ法人の設立の動きがあった際には、県内支援組織や専門家のあっせ

んなどを行っていきます。 

○その他の支援のあり方については、担当課の整理を行ったうえで対応を検討していきます。 

≪取組の現状≫ 
●町内有志によるＮＰＯ法人等の設立の動きは、現状ではありません。 

●復興支援員が町内のコミュニティづくりの支援をする中で、ＮＰＯ法人等の設立についてのニーズの把握に努めています。しかし、これまで設立のニーズはあ

りません。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○復興支援員による町民のコミュニティづくりへの支援の一環として、ＮＰＯ法人等の設立に関する情報提供や啓発を目的とした講演会・シンポジウムなどの開

催を検討し、町民ニーズを踏まえて実施します。 

○ＮＰＯ法人の活動を支援する中間支援組織「特定非営利活動法人うつくしまＮＰＯネットワーク」などとの連携を検討していきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○コミュニティづくりの担い手となる町民有志によるＮＰＯ法人等の設立支援

や新たな人材発掘・育成を支援する仕組みについて検討します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○コミュニティづくりの担い手となる町民有志によるＮＰＯ法人等の設立支援

や新たな人材発掘・育成を支援する仕組みについて検討します。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
総務課（行政区） 

生活支援課（自治会） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
双葉町当時の地域のきずなの維持を図るため、行政区組織及び自治会組織の在り方について検討を進めます。 

 

≪平成２７年度の計画≫ 
（総務課） 

○被災前の町民のコミュニティ維持のため、行政区総会に参加しやすい環境づくりに努めていきます。 

○そのため、行政区総会助成金及び町民の集い事業を実施します。 

○交流に係る交通費の軽減のため、高速道路の無料化の継続を要望します。 

 

（生活支援課） 

○応急仮設住宅及び借上げ住宅自治会連絡協議会等で自治会役員報償に関する検討を行います。 

 

 

 
 

≪取組の現状≫ 
（総務課） 

○行政区総会に参加しやすい環境づくりに努めています。 

・行政区総会助成金を支給しました。（参加者１人当たり会場までの距離（往復）４０㎞以下：一律 1,000 円、４１㎞以上３９９㎞以下：距離１㎞あたり２５

円、４００㎞以上：一律 10,000円 平成２６年４月１日施行） 

・行政区総会に併せて町民の集い事業（講演会）を実施しました。その際の講師謝金等について、復興庁の予算を活用しました。 

・移動経費を軽減するための高速道路の無料化措置の継続を要望しました。（平成２６年７月１６日、１１月２６日 復興庁、国土交通省） 

・平成２７年２月１０日に高速道路の無料措置が平成２８年３月３１日まで延長されました。 

・今後の高速道路無料措置の延長について、平成２７年６月２４日・２５日に双葉地方町村会・双葉地方町村議会議長会で、平成２７年１２月１６日には双葉

町・双葉町議会で復興庁・国土交通省等の関係省庁に「帰還できるまで延長する」ことを要望しました。 

・平成２７年度においては、１２行政区で総会が開催されています。（平成２８年１月３１日現在） 
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（生活支援課） 

○平成２７年８月２７日に「応急仮設住宅及び借上げ住宅自治会連絡協議会」を開催し、運営補助金及び役員報償等に関する協議を行い、応急仮設住宅及び借上

げ住宅自治会長に意向調査を実施しました。 

 平成２７年１０月２２日に２回目の「応急仮設住宅及び借上げ住宅自治会連絡協議会」を開催し、意向調査結果内容に基づき、平成２８年度の運営補助金に関

し、役員報償を含む均等割、世帯割で補助金を交付する考えを示しました。 

○町民の交流施設を町直営で設置しました。 

・県内拠点：すでに開設している郡山、加須に加えて、町民交流施設「ふたぱーく」（いわき市錦町地内）を平成２７年７月１日に開設。 

町民交流施設「せんだん広場」（郡山市御前南地内）に平成２６年４月１日に開設。 

町民交流施設「ふたば交流広場」（加須市中種足地内）に平成２６年８月１８日に開設。 

≪平成２８年度の計画≫ 
（総務課） 

○町民のコミュニティ維持のため、行政区総会に参加しやすい環境づくりに努めていくとともに、行政区総会の開催に対する助成を継続して実施します。 

○交流に係る交通費の軽減のため、高速道路の無料化の継続を要望します。 

 

（生活支援課） 

○町の自治会でも、借上げ、仮設、自宅再建の別にかかわらず加入できるよう、自治会の名称を変更しています。「応急仮設住宅及び借上げ住宅自治会連絡協議

会」の名称変更を実施します。 

○復興公営住宅の整備状況を踏まえて、自治会組織の見直しを検討します。 

○自治会組織のあり方に関して、組織の見直しを検討することにより、自治会の活性化や自立化を図ります。 

○自治会間の交流を積極的に推進することにより、自治会の活性化や自立化を図ります。 

○自治会運営補助金の利活用を促進するため、制度の周知に努めます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
（総務課） 

○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

 

（生活支援課） 

○復興公営住宅の整備状況を踏まえて、自治会組織の見直しを検討するととも

に自治会間の交流を促進し、自治会の活性化や自立化を図ります。 

≪平成３０年度の計画≫ 
（総務課） 

○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 

 

（生活支援課） 

○復興公営住宅の整備状況を踏まえて、自治会組織の見直しを検討するととも

に自治会間の交流を促進し、自治会の活性化や自立化を図ります。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 
住民生活課(ソフト) 

産業建設課(イベント) 

教育総務課(スポーツ) 

健康福祉課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民主体による交流イベントの企画に対する支援の仕組みを構築します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○県の補助事業や、支援団体の事業などを紹介していきます。また、県外での交流会などの情報を提供していきます。 

○町主体の避難者交流会について、避難者が１００名を超えている７都県での企画、開催を目指していきます。 

 

（産業建設課） 

○「双葉町の祭り・イベント事業補助金」により、ダルマ市等のふるさとの祭りの開催を支援します。 

○平成２６年度に再開した双葉町観光協会と連携して、さらなる商品開発とその普及に努めます。 

○引き続き、伝統ある双葉町ダルマ市、相馬野馬追等の維持発展とともに、名産品復活事業等への支援に取り組んでいきます。 

○ふたばダルマを素材とした「ダルマ提灯」「ダルマろうそく」等を制作・活用し、町民のきずなの維持・発展に努めます。 

 

（教育総務課） 

○体育協会の承認を受けて、双葉郡スポーツ交流大会・県民スポーツ大会・市町村対抗軟式野球大会・市町村対抗ソフトボール大会・市町村対抗縦断駅伝大会に

双葉町チームとして参加できるよう支援するとともに、こうしたスポーツイベントが町民の交流の機会となるよう取り組みます。 

○「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」の活動再開決定を受けて、生涯スポーツ事業等を同法人に委託し連携して行います。 

 

≪取組の現状≫ 
町民主体による交流イベントの企画に対する支援として、以下の仕組みを進めてきました。 

 

（住民生活課） 

○県の補助事業や、支援団体の事業などを紹介しています。また、県外での交流会などの情報を提供しています。 

○県外での避難者交流会にも職員のほかに、復興支援員も参加してその支援の幅を広げています。 

○町主体の避難者交流会については、７月４日、神奈川県で双葉町交流会ふるさとの集いを行いました。（かながわ避難者と共にあゆむ会と共催）２月２０日に

は東京都中野サンプラザで交流会を開催しました。 
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（産業建設課） 

○伝統ある双葉町ダルマ市への集客、相馬野馬追等の保存及び振興発展に取り組んでいます。 

【平成２７年度】 双葉町ダルマ市（双葉町祭り・イベント事業補助金交付 １団体、双葉町観光協会への見学者送迎事業補助） 

相馬野馬追（相馬野馬追祭出場者助成金交付 ６件、相馬野馬追出場者補助金 １団体）（平成２８年１月末現在） 

○双葉町観光協会が、いわき市南台応急仮設住宅での盆踊り会場に、「巨大ダルマ」と「双葉ダルマ提灯」を展示し、来場者をお迎えしました。 

○双葉町観光協会が巨大ダルマを製作し、ダルマ市で５年ぶりにダルマ引き合戦が行われました。 

○双葉町観光協会で製作した「双葉ダルマ提灯」を外部のイベントへ貸出しを始めました。 

○双葉町観光協会が、平成２８年２月２０日に開催された「双葉町民交流会 in 東京」に、「双葉ダルマ提灯」を展示し、双葉ダルマをモチーフにしたノベルティ

を配布しました。 

 

（教育総務課） 

○町体育協会臨時総会（平成２７年２月１５日開催）において、「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」への事業委託の事業計画についての審議を行いました。 

○平成２７年度から「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」が活動を再開しました。生涯スポーツ事業等を同クラブに委託し事業を行っています。（№４９に実施の

事業を記載） 

≪平成２８年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○県の補助事業や、支援団体の事業などを紹介していきます。また、県外での交流会などの情報を提供していきます。 

○町主体の避難者交流会を企画するほか、県外での避難者交流会に職員派遣し、復興支援員とも連携して支援の幅を広げていきます。 

 

（産業建設課） 

○引き続き、伝統ある双葉町ダルマ市の開催、相馬野馬追保存及び振興発展への支援とともに、双葉町観光協会の取組む事業への支援を行っていきます。 

○「双葉町の祭り・イベント事業補助金」により、ダルマ市等のふるさとの祭りの開催を支援していきます。 

○ふたばダルマを素材とした「ダルマ提灯」等を制作・活用し、町民のきずなの維持・発展に努めます。 

○双葉町観光協会で製作した「双葉ダルマ提灯」や「巨大ダルマ」などを、他のイベントで活用するなどして「双葉町＝ダルマ」というイメージを形成していき

ます。 

○双葉町観光協会で製作している「双葉ダルマ提灯」などを活用した、参加型の取組（トートバックの製作など）を行い、親子連れの集客を図ります。 

●ダルマ市の催事で、双葉町芸術文化団体連絡協議会主催の芸能発表会と、教育委員会主催の民俗芸能発表会が行われているところですが、引き続き、主催者と

の調整・連携が課題です。 

 

（教育総務課） 

○継続的に支援及び連携を行うとともに、町民からの意見を拝聴しながら実施します。 

○「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」への委託・同法人との連携を通じて、多くの町民が参加可能なスポーツ事業を検討して実施します。 

○体育協会の承認を受けて、市町村対抗軟式野球大会・市町村対抗縦断駅伝大会・市町村対抗ソフトボール大会に双葉町チームとして参加できるよう支援すると

ともに、こうしたスポーツイベントが町民の交流の機会となるよう、引き続き取り組みます。 
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（健康福祉課） 

○高齢者を敬い、コミュニケーションの場づくりとして敬老会を再開します。 

○就学前の幼児を持つ母親を対象に子育てへの不安・悩みなどの解消とコミュニケーションの場づくりとしてママサロンを開催します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○県の補助事業や、支援団体の事業などを紹介していきます。また、県外での

交流会などの情報を提供していきます。 

○県外での避難者交流会に職員派遣のほかに、復興支援員とも連携して支援の

幅を広げていきます。 

 

（産業建設課） 

○引き続き、伝統ある双葉町ダルマ市の開催、相馬野馬追保存及び振興発展へ

の支援とともに、双葉町観光協会の取組む事業への支援を行っていきます。 

○「双葉町の祭り・イベント事業補助金」により、ダルマ市等のふるさとの祭

りの開催を支援します 

○「双葉ダルマ提灯」を活用して、町民のきずなの維持・発展に努めます。 

 

（教育総務課） 

○継続的に支援及び連携を行うとともに、町民からの意見を拝聴しながら実施

します。 

○「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」への委託・同法人との連携を通じて、多

くの町民が参加可能なスポーツ事業を検討して実施します。 

 

（健康福祉課） 

○平成２８年度の評価により敬老会及びママサロンの開催継続を検討します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○県の補助事業や、支援団体の事業などを紹介していきます。また、県外での

交流会などの情報を提供していきます。 

○県外での避難者交流会に職員派遣のほかに、復興支援員とも連携して支援の

幅を広げていきます。 

 

（産業建設課） 

○引き続き、伝統ある双葉町ダルマ市の開催、相馬野馬追保存及び振興発展へ

の支援とともに、双葉町観光協会の取組む事業への支援を行っていきます。 

○「双葉町の祭り・イベント事業補助金」により、ダルマ市等のふるさとの祭

りの開催を支援します 

（勿来酒井地区での復興公営住宅が完成した場合、住宅敷地内での開催を検討

していきます） 

○「双葉ダルマ提灯」を活用して、町民のきずなの維持・発展に努めます。 

 

（教育総務課） 

○継続的に支援及び連携を行うとともに、町民からの意見を拝聴しながら町民

との協働・連携の取組を実施します。 

○「ＮＰＯ法人双葉ふれあいクラブ」への委託・同法人との連携を通じて、多

くの町民が参加可能なスポーツ事業を検討して実施します。 

 

（健康福祉課） 

○平成２９年度の評価により敬老会及びママサロンの開催継続を検討します。 
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81 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
各地で開催される交流イベントの情報提供を行います。 

 

≪平成２７年度の計画≫ 
○広報ツールを活用して、県内外に住む町民に対するイベントの開催情報を提供します。 

○交流イベントについては、双葉町民だけでなく受入自治体の住民との交流の様子など幅広い情報を収集するとともに、町民に対して参加促進を呼びかけます。 

○今後も復興支援員などが直接交流イベントに参加し、イベントの様子をフェイスブックなどのソーシャルメディアや「ふたばのわ」などの紙媒体も活用して迅

速に紹介します。 

○仮設住宅の集会所を活用したイベントに、仮設住宅以外の方も参加できるように、町からの情報提供を充実します。 

 

≪取組の現状≫ 
○交流イベント開催の情報提供：町ホームページ（随時掲載）、メールマガジン（水・金の週２回）、タブレット端末（平成２６年９月から配付開始、配布台数は

平成２８年１月末で１，９０２台配布済）、ＦＭいわき（毎週土曜日１２時１５分～１２時３０分「双葉町情報ＦＭいわき発」（平成２６年４月から放送開始、

ＦＭ聴や町公式ユーチューブチャンネルで全国へ配信））にて情報提供を行っています。 

※タブレット端末の導入に伴い、デジタルフォトフレームは、平成２６年９月末で配信終了 
○交流イベント開催の様子の情報提供： 

（電子媒体）町ホームページにおいて、ソーシャルメディア（フェイスブック、ツイッター、ユーチューブ）を活用し、交流イベントの様子をお知らせしてい

ます。 

（紙ベース）広報ふたば、コミュニティ情報紙「ふたばのわ」を月１回発行し、町民相互のコミュニティ情報を発信しています。 

○仮設住宅の集会所等でのイベントに、借上げ住宅や持ち家に住む町民も参加しやすくなるように、町ホームページ、メールマガジン、タブレット端末、ＦＭい

わきでの双葉町情報番組を活用して、情報提供を行っています。 

○交流イベントについては、復興支援員が中心となって直接現地に出向き、交流の様子を記事にまとめて、フェイスブックに投稿しています。本年度は、９人の

復興支援員が活動しており、このうち２人が加須市に配属となり、県外（主に関東圏）の交流イベントに関する情報収集の充実を図っています。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を反映した広報活動を実施します。 

○広報ツールを活用して、県内外に住む町民に対するイベントの開催情報を提供します。 

○交流イベントについては、双葉町民だけでなく受入自治体の住民との交流の様子など幅広い情報を収集するとともに、町民に対して参加促進を呼びかけます。 

○今後も復興支援員などが直接交流イベントに参加し、イベントの様子をフェイスブックなどのソーシャルメディアや「ふたばのわ」などの紙媒体も活用して迅

速に紹介します。 

○町民交流施設等を活用したイベントに、仮設住宅以外の方も参加できるように、町からの情報提供を充実します。 

 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を反映した広報活動を実施します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を反映した広報活動を実施します。 
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82 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
高速道路の無料化の継続を国に要請し、町民の交流に係る費用の軽減を目指します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策１９に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策１９に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策１９に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策１９に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策１９に同じ 
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83 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
生活支援課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
県内外の町民・民間団体による町民の交流拠点の設置を支援します。 

 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町民の交流拠点の設置を継続的に行います。 

○交流拠点を活用した、テーマ別（趣味ごと、年齢ごと等）の集いの企画等やサロン、カフェ等の運営への支援を実施します。 

○町民交流施設の利活用について、町民、復興支援員等とともに検討し、コミュニティ支援等を行います。また、新たな地域での町民交流施設の設置を検討しま

す。 

 

 

≪取組の現状≫ 
（県内） 

 ○平成２８年１月末現在の町民交流施設「せんだん広場」（郡山市）の利用状況は、利用者数（延べ人数）１，８７３人、イベント回数（延べ回数）１６６回

で、イベントや町民による自主的な活動や交流の場として利用されています。 

  ※主なイベント：民謡教室、編み物教室、将棋サークル等 

○平成２７年７月１日に町民や地域の方々との交流を図る拠点として、福島県いわき市錦町地内に町民交流施設「ふたぱーく」を開設しました。 

 平成２８年１月末現在の町民交流施設「ふたぱーく」（いわき市）の利用状況は、利用者数（延べ人数）５４４人、イベント回数（延べ回数）４８回で、イベ

ントや町民による自主的な活動や交流の場として利用されています。 

 ※主な手芸教室、健康体操等 

（県外） 

○平成２８年１月末現在の町民交流施設「ふたば交流広場」（加須市）の利用状況は、利用者数（延べ人数）１，７１９人、イベント回数（延べ回数）１２７回

で、イベントや町民による自主的な活動や交流の場として利用されています。 

  ※主なイベント：子供交流勉強会、子供陶芸教室、パソコン教室等 

●町民交流施設の利用者も年々増えつつある一方、いずれの開設場所も交通機関の利便性が悪く、利用スペースも狭いといった課題を抱えていますが、利用者と

共に知恵を絞りながら、少しでも満足していただける運営を目指します。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○町民の交流拠点の設置を継続的に行います。 

○町民交流施設の利活用について、町民、復興支援員等とともに検討し、コミュニティ支援等を行います。 

○町民交流施設の利用者等の意見を集約しながら、施設の利活用等の見直しを行います。 

○交流拠点を活用した、テーマ別（趣味ごと、年齢ごと等）の集いやサロン、カフェ等の運営への支援を実施します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 
 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
 

 

  



98 

 

 

84 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
復興公営住宅等の整備にあわせて、地域の町民同士がいつでも集まれる場の設置に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○復興公営住宅に併設する集会所の機能の充実を県等に要請していきます。 

○特に、いわき市南部（勿来地区）については、町民全体のコミュニティの拠点となるよう、多様な機能を持った集会施設を要望していきます。それ以外の地区

についても、復興公営住宅に併設される集会所が、その地域に住む町民の交流の場となるよう、運営の在り方を、県・受入自治体・関係町村と協議をしていき

ます。そのうち、郡山市については、小規模の復興公営住宅が分散して整備されるため、交流拠点の在り方について、他の町とも連携して検討を進めます。 

≪取組の現状≫ 
 

施策５２から５４に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策５２から５４に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策５２から５４に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策５２から５４に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
復興支援員制度を活用して、避難先でのコミュニティづくりを担う人材の確保・育成を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○総務省の復興支援員制度を活用し、引き続き双葉町復興支援員を福島県内外へ１０名配置します。 

○双葉町復興支援員が仮設住宅自治会や借上げ自治会の定例会等を訪問し、自治会の事務局機能強化、自治会員がやってみたいことの実現等に向けて、活動して

いきます。 

○併せて、町民同士の交流機会を確保する手法や自治会・交流施設の設立等についての支援方法を検討していきます。 

○町が整備する交流施設の活用方法を検討していきます。 

○避難先でのコミュニティづくりのために、仲介役となる人材の確保・育成について、地元のＮＰＯ団体等と連携しながら検討していきます。 

○ＳＮＳ（フェイスブック）のグループを活用し、若手の協議会等の設立を検討していきます。 

○復興支援員制度の期間は、概ね１年以上最長５年とされていることから、事業の継続を国へ要望していきます。 
 

≪取組の現状≫ 
○平成２５年８月から総務省の復興支援員制度を活用し、双葉町復興支援員を福島県内外へ９名配置＊しています。（※１名募集中） 

＊配置先 ふたぱーく（いわき市）：広報担当３名、コミュニティ担当２名、郡山支所：コミュニティ担当２名、双葉町復興支援員埼玉事務所（埼玉県加須市）：コミュニテ

ィ担当２名 

○双葉町復興支援員が仮設住宅自治会や借上げ自治会の定例会等を訪問し、自治会の事務局機能強化、自治会員がやってみたいことの実現等に向けて活動してい

ます。また、やってみたいことの実現に向けて、外部支援団体等を紹介しています。 

 ・白河市や埼玉県加須市では町民の要望を復興支援員が支援し、「男の料理教室」などを開催しました。 

 ・県北ふたば会や県中地区自治会の要望を支援し、他自治会（県南双樹会など）との交流会を開催しました。 

○町民同士の交流機会を確保する手法や自治会・交流施設の設立等についての支援を実施しています。 

 ・東京都では「東京都で町民グループを立ち上げたい」という町民の要望を復興支援員が支援し、平成２７年９月に「東京ふれあい双葉会」を設立しました。 

○避難先でのコミュニティづくりのために、仲介役となる人材の確保・育成について、地元のＮＰＯ団体等と連携しながら検討しています。 

○若手の協議会等の設立については、双葉町の復興の担い手となる若者の発掘・育成を実施しています。 

 ・これまで復興支援員主催で、町について話す「ふたばしゃべり場」、町の今を知る「ふたば×いわきスタディツアー」、町に関わる「ぐるぐるユニット」を開

催し、若手のキーパーソンとの交流を図り、若者による企画推進協議会の設立を進めています。 

●復興支援員制度は平成３２年度末まで継続することが決まりましたが、復興支援員の活動を持続可能にする仕組み作りが課題です。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、復興支援員制度を活用し、避難先でのコミュニティづくりを担う人材の確保・育成を進めます。 

○総務省の復興支援員制度を活用し、引き続き双葉町復興支援員を福島県内外へ８名配置します。 

○双葉町復興支援員が仮設住宅自治会や借上げ自治会の定例会等を訪問し、自治会の事務局機能強化、自治会員がやってみたいことの実現等に向けて、活動して

いきます。 

○復興支援員制度を活用し、町民同士の交流機会を確保する手法や自治会・交流施設の設立等についての支援方法を検討していきます。 

○町が整備する交流施設の活用方法を検討していきます。 

○避難先でのコミュニティづくりのために、仲介役となる人材の確保・育成について、地元のＮＰＯ団体等と連携しながら検討していきます。 

○ＳＮＳ（フェイスブック）のグループを活用し、若手の協議会等の設立を検討していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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86 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
コミュニティ支援に関する各種助成制度などをデータベース化し、紹介できる仕組みを構築します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○コミュニティ支援に関する各種助成制度については、担当所管課を通じて関係団体等へ紹介するよう取り組んでいきます。 

○復興庁が運営するホームページ「復旧・復興支援制度情報」を町公式ホームページと連携（リンク）させ、情報提供の充実を図っていきます。 

≪取組の現状≫ 
○コミュニティ支援に関する各種助成制度については、担当所管課（住民生活課、教育総務課など）を通じて関係団体等へ紹介するよう取り組んでいます。 

○復興庁が運営するホームページ「復旧・復興支援制度情報」を町公式ホームページと連携（リンク）させ、情報提供の充実を図っています。 

●各種助成制度を一覧に整理し紹介できる仕組みについては、各種助成制度の申請受付が直前にならないと通知がなく、また申請受付期間が短いため、年度当初

に一覧で整理することは困難です。そのため、情報提供の充実が課題です。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○コミュニティ支援に関する各種助成制度については、担当所管課を通じて関係団体等へ紹介するよう取り組んでいきます。 

○復興庁が運営するホームページ「復旧・復興支援制度情報」を町公式ホームページと連携（リンク）させ、情報提供の充実を図っていきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○各種助成制度の積極的な情報提供を継続します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○各種助成制度の積極的な情報提供を継続します。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

２． 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６７ページ 

  ①町民の交流機会の確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
コミュニティ関連の補助制度の維持・拡充を国・県等に要請し、町民の自立的なコミュニティ・きずなの維持のための活動費用の確保に努めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○コミュニティ関連の補助制度については、町民の意向を確認しながら担当所管課と連携し、関係団体等の町民の自立的なコミュニティ・きずなの維持のための

活動費用の財源となる福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業等の拡充について国・県等へ要請し、予算の確保に努めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○コミュニティ関連の補助制度については、担当所管課と連携し、関係団体等の町民の自立的なコミュニティ・きずなの維持のための活動費用の財源となる福島

原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業等の拡充について国・県等へ要請し、予算の確保に努めています。 

○福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業を活用してコミュニティ・きずな維持のための事業を実施しています。 

・町民のきずな維持のために町民へタブレット端末（ICTきずな支援システム）を配布しました。（平成２６年９月から配布開始） 

・小学生、中学生、高校生が再会し、きずなを維持するために「集まれふたばっ子」を開催しました。（平成２７年８月） 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○コミュニティ関連の補助制度については、町民の意向を確認しながら担当所管課と連携し、関係団体等の町民の自立的なコミュニティ・きずなの維持のための

活動費用の財源となる福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業等の拡充について国・県等へ要請し、予算の確保に努めていきます。 

○新たな交付金制度等の活用については、町民の意向を確認しながら担当所管課と連携し、予算の確保に努めていきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町民の意向を確認しながら、必要な活動費用の確保に努めます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町民の意向を確認しながら、必要な活動費用の確保に努めます。 
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88 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６８ページ 

②町民同士が連絡を取り合うことができる仕組みの構築 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
電話帳の作成について、町民のニーズを調査し、その必要性を検討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○状況の変化を踏まえて、ニーズに応じた対応をしていきます。 

○個人連絡先の情報提供は、これまで同様、個人情報保護の観点から、町民からの照会を受け、町で相手先へ提供確認したうえでお知らせしていきます。 

 

≪取組の現状≫ 
○アンケートの結果を踏まえ議会とも相談した上で、平成２６年度において当該事業の見合わせの結論に至りました。なお、個人連絡先の情報提供は、これまで

同様、個人情報保護の観点から、町民からの照会を受け、町で相手先へ提供確認したうえでお知らせしています。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○個人連絡先の情報提供は、これまで同様、個人情報保護の観点から、町民からの照会を受け、町で相手先へ提供確認したうえでお知らせしていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○個人連絡先の情報提供は、これまで同様、個人情報保護の観点から、町民か

らの照会を受け、町で相手先へ提供確認したうえでお知らせしていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○個人連絡先の情報提供は、これまで同様、個人情報保護の観点から、町民か

らの照会を受け、町で相手先へ提供確認したうえでお知らせしていきます。 
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89 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６８ページ 

  ②町民同士が連絡を取り合うことができる仕組みの構築 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民同士が気軽に連絡が取れるような情報端末（タブレット端末等）の活用の検討を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策９６に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策９６に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策９６に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策９６に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策９６に同じ 
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90 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６９ページ 

  ③町からの情報提供の円滑化・充実化 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町の情報や町民の活動状況など町民のみなさんが知りたい情報をより多く提供できるよう広報紙等を充実させます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も広報ふたば、町ホームページ、タブレット情報端末の掲載記事については、担当所管課の協力を得ながら、記事の充実と迅速な広報を目指します。 

○紙ベースでの広報には時間を要することから、広報ふたばと町ホームページでの記事掲載とを併用しながら、迅速かつ確実な広報を行っていきます。 

○復興支援員の取材によるコミュニティ情報紙「つなげよう つながろう ふたばのわ」を継続して発行し、企画も含め紙面の充実を図ります。（毎月１回１５日発行） 

○インターネットが使えない人や苦手な人に配慮し、広報紙などの紙媒体の情報提供を充実します。 

○地域コミュニティＦＭ放送（ＦＭいわき）を活用した情報発信を継続して行い、全国に避難している町民が視聴できるように、「双葉町公式ユーチューブチャ

ンネル」とタブレット端末での発信を行います。 

≪取組の現状≫ 
○町からの情報発信の手段として、広報ふたば、コミュニティ情報紙「ふたばのわ」の発行、町ホームページやタブレット端末（平成２６年９月から配付開始、

配布台数は平成２８年１月末で１，９０２台配布済）等を活用しています。※タブレット端末の導入に伴い、デジタルフォトフレームは、平成２６年９月末で

配信終了 

○町の復興に向けた重要課題への取組状況、交流イベントなどの記事を掲載し、それぞれの広報媒体の特性を活かした情報提供を行っています。 

・広報ふたば（災害版）の発行（毎月１回１日、３，１００部発行、２６～３２ページ、全国に避難する町民各世帯へ配付） 

  （主な掲載記事） ・町長メッセージ（町の復興に向けた取組状況、中間貯蔵施設への町の対応、国、その他行政経過を紹介）、教育長メッセージ 

・町の復興への取組（要望活動、双葉町復興町民委員会、原子力損害賠償など）  ・議会行政報告 

・町の行事や話題・各行政区総会や交流会・避難先交流イベントの紹介   

・行政情報  ・「ふるさと絆通信」で町民の生活の様子や復興への思いなどを紹介 

           ・平成２６年１月号から出生、死亡記事の掲載を再開、栄養と生活習慣病 など 

・平成２４年１月号から小学６年生１名ずつ夢と将来の希望を掲載 

・平成２４年２月号から「双葉の風だより」として町民の方より寄稿文を掲載。 

・平成２６年５月号から「今月のベストスマイル」として町民の方の笑顔の写真を掲載 

・コミュニティ情報紙「ふたばのわ」の発行（毎月１回１５日、３，１００部発行、８ページ、全国に避難する町民各世帯へ配付）※復興支援員の取材による 

  （主な掲載記事） 町民の主体的な活動などを紹介することで、双葉町の繋がりを深め、より多くの方のコミュニティ参加を支援します。 

・各自治会や町民グループの活動（自治会の交流会や伝統芸能保存） 

           ・スマイルフォト  
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・放射線モニタリング情報 

・後世に残したい双葉町 

・町ホームページの充実（主に、復興の取組状況や行政情報、交流イベント情報などを随時掲載。平成２５年８月に町ホームページをリニューアル） 

（主な掲載内容） ・「町長の部屋」（町長メッセージ（毎月１回掲載）、町長の活動状況（随時掲載））  ・「震災/原子力災害関連情報」 

 ・「新着/更新情報」  ・「イベント情報」  ・「大切なお知らせ」 

 ・「よく使われる情報」（くらし・手続き、子育て・福祉、震災・災害、その他）  ・町の話題 

・「ソーシャルメディア」（フェイスブック、ツイッター、ユーチューブ）による情報の提供 

・メールマガジンの送信（携帯サイト）  など 

・タブレット端末（平成２８年１月末日現在の配付台数 １，９０２台） 

 （主な機能）「きずなシステム」 ・ひめくり  ・広報ふたば  ・まちの話題  ・町からのお知らせ  ・きずな談話室 

・インターネット（町ホームページ、ユーチューブチャンネル、議会ライブ中継、フェイスブックページ、ふたば広域ライブカメラなど） 

・コミュニティ広場（イベント・交流情報広場、自治会・町民グループ広場、婦人学級広場、趣味広場、ふるさと広場、自由広場） その

他マップ、カメラ、動画のアプリなどを搭載 

・FM いわきを通じた放送 

・平成 26 年４月５日から毎週土曜日、１２時１５分から１５分間、町民の声や役場からのイベント、お知らせ等を放送している（平成 2８

年 1 月現在、９６回放送） 

○定期的発送は厳選したものに限ることや重要な情報は別便とするなどの工夫をすることにより、複数の資料送付による混乱や重要情報の見落としを防ぐよう配

慮していきます。 

○紙媒体での広報は、年代を問わず有効な広報手段となることから、今後も町民の意見を踏まえて、広報紙面の充実を図っていきます。 

○町ホームページについては、手軽に情報提供ができる電子媒体としての特性を活かし、「町長の部屋」などの記事内容の充実と、迅速な広報を目指します。 

○タブレット端末については、電子媒体の特性である双方向でのコミュニケーション機能を活用し、機器の利用促進と町民相互の交流の確保を図ります。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を反映した広報活動を実施するとともに、内容の充実を図ります。 

○今後も広報ふたば、町ホームページ、タブレット情報端末の掲載記事については、担当所管課及び復興支援員の協力を得ながら、記事の充実と迅速な広報を目

指します。 

○紙ベースでの広報には時間を要することから、広報ふたばと町ホームページでの記事掲載とを併用しながら、迅速かつ確実な広報を行っていきます。 

○広報誌「広報ふたば」、復興支援員の取材によるコミュニティ情報紙「つなげよう つながろう ふたばのわ」を継続して発行し、企画も含め紙面の充実を図ります。

（毎月１回１５日発行） 

○インターネットが使えない人や苦手な人に配慮し、広報紙などの紙媒体の情報提供を充実します。 

○地域コミュニティＦＭ放送（ＦＭいわき）を活用した情報発信を継続して行い、全国に避難している町民が視聴できるように、「双葉町公式ユーチューブチャ

ンネル」とタブレット端末での情報発信を行います。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を反映した広報活動を実施するとともに、内容の充実

を図ります。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を反映した広報活動を実施するとともに、内容の充実

を図ります。 
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91 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６９ページ 

  ③町からの情報提供の円滑化・充実化 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「広報ふたば」において町民のみなさんの避難先での活動状況等を取材して掲載します（ふるさと絆通信）。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も町民の意見を踏まえて、「ふるさと絆通信」の記事内容の充実を図ります。 

○「ふるさと絆通信」の増刊号の発行を、引き続き検討します。 

○「ふるさと絆通信」のほか、「ふたばのわ」でもいろいろなグループ活動や婦人学級など様々な取組を取材して掲載していきます。 

≪取組の現状≫ 
○広報ふたばにおいて、「ふるさと絆通信」のコーナーを設け、町民が避難された時の状況や避難先での現在の活動の様子、復興への思いなどを紹介＊していま

す。 
＊平成２５年５月号から毎月連載（町民の方５人を紹介）し、平成２６年５月号～平成２８年１月号まで １０５人を掲載しました。 

＊５人のうち、行政区長や自治会長１人、若者１人、事業再開者１人を掲載しています。 

○「ふるさと絆通信」の連載により、町民同士のきずなの維持・発展につなげています。 

○特に、ホームページとは違って紙ベースでの情報提供となることから、誰でも読むことができるという特性を活かしながら、さらに記事内容の充実を図ってい

ます。 

○「ふるさと絆通信」の増刊号の発行については、発行時期も含め検討しています。 

○「ふるさと絆通信」のほか、「ふたばのわ」でもいろいろなグループ活動や婦人学級など様々な取組を取材して掲載しています。 

※自治会活動、行政区総会報告については相手方より寄稿文、写真等を送付いただき掲載しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町民の意見を踏まえて、「ふるさと絆通信」などの記事内容の充実を図ります。 

○「ふるさと絆通信」のほか、「ふたばのわ」でもいろいろなグループ活動や婦人学級など様々な取組を取材して掲載していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町民の意見を踏まえて、「ふるさと絆通信」などの記事内容の充実を図りま

す。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町民の意見を踏まえて、「ふるさと絆通信」などの記事内容の充実を図りま

す。 
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92 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６９ページ 

  ③町からの情報提供の円滑化・充実化 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民のみなさんが求める情報を迅速に提供するため、町のホームページを活用します。そのため、ホームページの構成なども分かりやすいものとなるように適時

見直しを進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○より見やすく、親しみやすく、分かりやすいホームページ構成とするため、今後も町民の意見を踏まえながら、内容の充実と迅速な情報提供を図ります。 

≪取組の現状≫ 
○町では東日本大震災発生直後に災害版臨時サイトを開設して以来、震災・原子力災害関連の情報提供に努め、平成２５年８月３０日には、サイトのデザイン及

びページ構成をリニューアルしました。新サイトは、情報を発信する側、見る側がこれまで以上に利用しやすく、見やすいサイト構成にすることを基本とし、

情報を探すすべての方がトップページから必要な情報に容易にたどり着くことができるサイトを構築しました。また、今回のリニューアルに合わせ、ソーシャ

ルメディア（フェイスブック、ツイッター、ユーチューブ）を導入し、情報提供の充実を図っています。 

○より見やすく、親しみやすく、分かりやすいホームページ構成とするため、今後も町民の意見を踏まえながら、内容の充実と迅速な情報提供を図っていきま

す。 

 ※（利用実績・月平均）ホームページリニューアル前 約１６，８００件 

              〃   リニューアル後 約２５，０００件 

タブレット配付後      約２９，０００件 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえてホームページの内容の充実を図ります。 

○より見やすく、親しみやすく、分かりやすいホームページ構成とするため、今後も町民の意見を踏まえながら、内容の充実と迅速な情報提供を図ります。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえてホームページの内容の充実を図ります。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえてホームページの内容の充実を図ります。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６９ページ 

  ③町からの情報提供の円滑化・充実化 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町のホームページの高度情報化（動画などの映像配信等）を図ります。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も町長からのメッセージ、議会本会議の生中継、町行事、交流会イベントなどの様子を動画配信していきます。 

○交流イベントの取材にあたっては、復興支援員を活用します。 

○動画配信の提供後の利用者の反応を見ながら、動画配信の対象範囲の拡大や、配信頻度を増やしていくことにも取り組んでいきます。 

≪取組の現状≫ 
○「双葉町公式ユーチューブチャンネル」で動画配信を行っています。 

○これは、情報提供の円滑化と充実化を図るとともに、町民のきずな及びコミュニティを維持・発展していくことを目的に、動画配信を行っているものです。 

・双葉町の復旧・復興の取組等の行政情報 

・町民の生活支援・コミュニティ支援に関する情報 

・その他緊急情報及び必要とされる情報 

（動画配信の取組） 

・双葉町ダルマ市、双葉町成人式、双葉駅伝チーム応援メッセージなど各種行事・イベント 

・双葉町情報、ＦＭいわき発 

・双葉町議会定例会（町長の行政報告、一般質問等） 

※復興支援員が交流イベント、町行事の取材を行っています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえホームページ（動画配信）の内容の充実を図ります。 

○今後も町長からのメッセージ、議会本会議の生中継、町行事、交流会イベントなどの様子を動画配信していきます。 

○交流イベントの取材にあたっては、復興支援員を活用します。 

○動画配信の提供後の利用者の反応を見ながら、動画配信の対象範囲の拡大や、配信頻度を増やしていくことにも取り組んでいきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえホームページ（動画配信）の内容の充実を図

ります。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえホームページ（動画配信）の内容の充実を図

ります。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６９ページ 

  ③町からの情報提供の円滑化・充実化 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
ＷＥＢカメラによる町内の映像をホームページにおいて提供します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も継続して町内の映像をホームページにおいて提供していきます。 

≪取組の現状≫ 
○町ホームページで町内の映像を提供しています。 

 

（ＷＥＢカメラについて） 

・「ふたば広域ライブカメラ」が、双葉町内に１６箇所設置されています。（事業主体：双葉地方広域市町村圏組合） 

  （設置箇所）長塚第二分団屯所前、高万迫、前田橋付近、駅西側付近、鴻草信号機交差点付近、新山第一分団屯所前、中田公民館付近、 

        羽鳥公民館付近、長塚二公民館付近、渋川公民館付近、寺松公民館付近、下長塚公民館付近、郡山公民館付近、 

        前田反町付近、郡山谷地付近、蓬田地区交差点付近 

・「ふたば広域ライブカメラ」は、高速ネットワークを利用したカメラ映像・センサ情報の収集により、「ふるさとのいま」をリアルタイムに避難住民に届ける

ことで、「いつでも故郷が見える」安心感を提供しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○今後も継続して町内の映像をホームページにおいて提供していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町内の映像を提供していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町内の映像を提供していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６９ページ 

  ③町からの情報提供の円滑化・充実化 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
ソーシャルメディアを活用して町民と町との間で双方向のコミュニケーションを可能とする仕組みを構築します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も復興支援員を活用し、ソーシャルメディアの適正な運用を図りながら、迅速かつ適切な情報の提供を行います。 

○フェイスブックについては、交流イベントなど情報発信を積極的に行っていきます。また、内容の充実を図りながら「いいね」を獲得していきます。 

≪取組の現状≫ 
○平成２５年８月の町ホームページのリニューアルに合わせ、ソーシャルメディア（フェイスブック、ツイッター、ユーチューブ）を活用しています。ソーシャ

ルメディアの特性を活かして、迅速な広報を行っています。 

 

（フェイスブック取組事例）「双葉町公式フェイスブックページ」 

・「いいね」２９７人（平成２６年２月２８日現在）→８５７人（平成２８年１月末現在）※５６０人増 

・（最近の取組） 

  町長メッセージ、交流サロンの情報、 

  地域コミュニティにおけるイベント情報： 

  広報紙：ふたばのわ【最新号】の紹介、など 

 

（ツイッター取組事例）「双葉町公式ツイッター」 

情報提供の円滑化と充実化を図るとともに、町民の絆及びコミュニティを維持、発展していくことを目的に様々な情報を発信します。 

・交流イベント、町行事などのお知らせを提供しています。（町公式ホームページ、フェイスブックと連動） 

・フォロワー ９２人（平成２６年２月２８日現在）→２９６人（平成２８年１月末日現在）※２０４人増 

 

（ユーチューブ取組事例）「双葉町公式ユーチューブチャンネル」 

・チャンネル登録 １８人    視聴回数  １，６６２件（平成２６年２月２８日現在） 

 →チャンネル登録 ３５８人  視聴回数 ８３，４６０件（平成２８年１月末日現在）※３４０人増、８１，７９８件増 

・「動画配信」（施策９３）の項目に同じ 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえソーシャルメディアの内容の充実を図ります。 

○今後も復興支援員を活用し、ソーシャルメディアの適正な運用・活用を図りながら、迅速かつ適切な情報の提供を行います。 

○フェイスブックについては、交流イベントなど情報発信を積極的に行っていきます。また、内容の充実を図りながら「いいね」を獲得していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえソーシャルメディアの内容の充実を図りま

す。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえソーシャルメディアの内容の充実を図りま

す。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ６９ページ 

  ③町からの情報提供の円滑化・充実化 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町の情報を簡単かつ迅速に取得できるような情報端末（タブレット端末等）の活用の検討を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○平成２６年度に導入したタブレット端末の利用者への運用サポート＊を実施します。 

○特に、高齢者等への講習会＊などを充実させ、多くの町民が活用できるように推進します。 
＊コールセンターの設置、事業者による交流集会（講習を含む）などを実施します。 

○タブレット端末の活用を図るため、各課横断の検討チーム（ＩＣＴきずな支援システム庁内検討プロジェクトチーム）会議を開催します。 

○利用状況調査を含めた普及活動を行います。 

≪取組の現状≫ 
○ＩＣＴきずな支援システム導入事業（タブレット情報端末の貸与） 

・（事業目的）ＩＣＴ(情報通信技術）を活用し、円滑かつ充実した情報提供に資するとともに、町民と町及び町民同士の双方向のコミュニケーションを可能と

する仕組みを構築すること、また、情報通信端末操作に係る問い合わせ対応のため、コールセンターを設置するなどして、きめ細やかなサポート

を行うための体制の整備し、継続的な端末利用促進を図ることを目的としています。 

・（対 象 者）双葉町民である全ての世帯のうち貸与を希望する世帯（平成２３年３月１１日以降に転出された世帯も該当。原則避難先１世帯につき１台） 

・（システム名称）ＩＣＴきずな支援システム 

・（事業経過）事業者：株式会社ＮＴＴドコモ（平成２７年４月１日再契約） ＊使い易さ、機能等を聞取りし、システム構築に反映 

・（配付状況） 平成２８年１月末日現在 １，９０２台 配布済 

・（主な機能）「きずなシステム」 ・ひめくり  ・広報ふたば  ・まちの話題  ・町からのお知らせ  ・きずな談話室 

・インターネット（町ホームページ、ユーチューブチャンネル、議会ライブ中継、フェイスブックページ、ふたば広域ライブカメラなど） 

・コミュニティ広場（イベント・交流情報広場、自治会・町民グループ広場、婦人学級広場、趣味広場、ふるさと広場、自由広場）  

「その他マップ、カメラ、動画のアプリ」など 
○特に、高齢者など端末の操作に不慣れな方への利用促進が重要な課題です。このため自治会定例会や生活学級、交流サロンなどを活用した操作サポート講習会

などの定期的開催や、タブレット端末を活用したコミュニティ集会・交流会などを企画するなど、町民のみなさんの交流機会の創出を図っています。 

・町民へのタブレットコミュニティ集会＊ 第一弾：平成２７年５月２９日～６月２９日（２２回：福島県内１３回、福島県外９回）１７９人参加 
＊第二弾：平成２７年１２月１０日～１２月２８日（１３回：福島県内９回、福島県外４回） 

  ＊システムの機能と主なアプリ機能（マップ、カメラ、動画など）の紹介 

  ＊デモンストレーション テーマ「タブレットを利用して旅行プランを立ててみよう」 

・個別相談会：電源の入れ方から各種アプリの使い方など操作に関する説明 
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○財政負担については、導入経費として情報端末の費用、システム開発経費、さらに運用上のシステム保守費用と通信料の財源措置として「福島原子力災害避難

区域等帰還・再生加速事業」を活用しています。 

○町民からの要望に応え、コミュニティ広場のボタン配置や枠組みのカスタマイズ、日めくりに町民の写真と一言メッセージを新たに掲載し、利用率の向上を図

りました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○タブレット端末の貸与期間が平成２９年８月３１日までとなっていることから、今後の財政措置等を踏まえ、情報提供のあり方を検討します。 

○平成２６年度に導入したタブレット端末の利用者への運用サポート＊を実施します。 

○特に、高齢者等への講習会＊などを充実させ、多くの町民が活用できるように推進します。 
＊コールセンターの設置、事業者による交流集会（講習を含む）などを実施します。 

○利用状況調査を含めた普及活動を行います。 
 ・タブレット講習会については、自治会や町民グループと相談し、体操や趣味のテーマと組み合わせた講演会を開催します。 

 
 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、利用者への運用サポートを実施します。 

○利用状況調査を含めた普及活動を行います。 

○タブレット端末の貸与期間が平成２９年８月３１日までとなっていることか

ら、検討結果を踏まえて情報提供を行います。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○タブレット端末の貸与期間が平成２９年８月３１日までとなっていることか

ら、状況に応じて情報提供の方法を検討していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７１ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
清戸廹横穴をはじめ双葉町に所在する文化財の保存・管理を行います。有形文化財の被害状況を調査し、保存、移設、修繕を行います。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○「清戸廹横穴保存委員会」（文化庁・県文化財課が委員となっている）を開催して保存について検討を行います。 

○温湿度測定を継続して行い、環境の変化による壁画への影響について調査を実施します。 

○町指定文化財の被害状況と放射線量の調査を実施し、現況の確認、安全な保管場所への移動について所有者と随時協議を行い、レスキューの方法等を検討しま

す。 

○個人・団体等の所有している文化財等については、随時レスキューを実施していますが、作業人員が不足し組織的な活動ができない状況にあるため、「文化財

調査委員会」で今後の文化財の保存等に関して検討していきます。 

○今後、県文化財センター白河館に新たな仮設収蔵施設が設置される計画であり、旧相馬女子高校に一時保管されている資料の移動、整理、修復及びデータベー

ス化に向けて取り組んでいきます。 

≪取組の現状≫ 
○国立文化財機構及び福島県被災文化財等救援本部の支援により、歴史民俗資料館の収蔵資料のレスキューはほぼ終了しました。現在は、随時個人等の文化財レ

スキューを行い、古文書等資料の整理保存作業を行っています。 

○平成２５年６月１日に筑波大学と覚書を交わし、震災経験の記憶・記録を残す目的のため、筑波大学において、震災関係の文書・記録資料等を保全及び調査研

究を行っています。 

○資料は、福島県立博物館、旧相馬女子高校の一時保管所及び県文化財センター白河館（まほろん）等仮設収蔵施設に保管しました。 

○「清戸廹横穴保存委員会」（文化庁・県文化財課が委員となっている）を平成２８年２月に開催して保存について検討を行います。 

○温湿度測定を継続して行い、環境の変化による壁画への影響について調査を実施しています。 

○町指定文化財の被害状況と放射線量の調査を実施し、現況の確認、安全な保管場所への移動について所有者と随時協議を行い、レスキューの方法等を検討して

います。６月に寺内前阿弥陀堂から阿弥陀如来像をレスキューしました。盗難等の不安が少なく、また、比較的線量の低い歴史民俗資料館に一時保管していま

す。 

○平成２６年８月以降にレスキューし歴史民俗資料館に一時保管していた個人（３名）所蔵資料の持ち出しを行い、９月５日・６日の両日ふたパークにおいて、

筑波大学と共同で県内外のボランティア約４０名の協力を得て、古文書等の除塵、防虫処理、データカード記入、封筒詰め等の整理作業を行いました。１２月

１２日にも同様の整理作業を行いました。 

○個人・団体等の所有している文化財等については、随時レスキューを実施しています。作業人員が不足しているため組織的な活動ができない状況にあります

が、ホームページや広報で周知し、情報を収集してレスキューしていきます。（町文化財調査委員会 平成２７年１２月１６日開催） 



116 

 

○今後、県文化財センター白河館に新たな仮設収蔵施設が増設される計画であり、旧相馬女子高校に一時保管されている資料の移動、整理、修復を行う予定で

す。また、平成２４年度から２６年度に搬入・保管した資料のデータベース化の作業を行っています。（平成２８年２月完了予定） 

○中間貯蔵施設建設予定地内に所在する文化財等は、３５遺跡、神社・堂宇６件を確認しております。教育委員会では、「中間貯蔵施設建設予定地内に関する埋

蔵文化財等保護・保存の基本方針」（平成２７年２月）を策定しました。これを基本として、原因者及び関係機関と協議を行い、適切に保護・保存を進めてい

ます。 

○レスキューした町指定文化財及び歴史民俗資料館収蔵資料について、ホームページ及びタブレットで公開するための作業を進めています。 

○平成２８年２月に、常磐道（仮称）双葉インターチェンジに係る埋蔵文化財の試掘調査を実施しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○清戸廹横穴など、引き続き、文化財の保存・管理を進めます。また、町ＨＰ、タブレットによる公開について検討を行います。 

○「清戸廹横穴保存委員会」（専門の大学教授・文化庁・県文化財課が委員となっている）を開催して保存について、引き続き検討を行います。 

○温湿度測定を継続して行い、環境の変化による壁画への影響について調査を実施します。 

○町指定文化財の被害状況と放射線量の調査を実施し、現況の確認、安全な保管場所への移動について所有者と随時協議を行い、レスキューの方法等を検討しま

す。 

○個人・団体等の所有している文化財等については、随時レスキューを実施していますが、作業人員が不足し組織的な活動ができない状況にあるため、「文化財

調査委員会」で今後の文化財の保存等に関して検討していきます。 

○今後、県文化財センター白河館に新たな仮設収蔵施設が設置される計画であり、旧相馬女子高校に一時保管されている資料の移動、整理、修復及びデータベー

ス化を引き続き取り組んでいきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、文化財の保存・管理を進めます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、文化財の保存・管理を進めます。 
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98 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７１ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

（産業建設課） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
神楽等の伝統文化の記録（映像化等）を行います。 

≪平成２７年度の計画≫ 
（教育総務課） 

○データベース化する文化資源についての対象、収集と記録化の方法、実施体制等について検証するため、検証組織の設置をどのようにするか、文化財調査委員

会を活用することも視野に入れて検討していきます。 

○引き続き、芸能団体のイベント等の出演機会に撮影を行い、記録していない団体の芸能については、順次ビデオ撮影を行っていきます。 

○引き続き、文化財・美術品等の調査を行います。 

○双葉町史や伝統文化の映像について、今後どのようにしていくのかを検討します。 

○既存のビデオ・写真等資料の掘り起こしを行い、ＤＶＤなどのメディアに再保存・デジタル化したものは、町のホームページ等で公開していきます。 

○今後、文化財の保存・継承業務の推進のため、文化財関係の職員の確保を検討し、支援員配置の増員を国に要請していきます。 

（産業建設課） 

○引き続き、商工会において震災後をメインとした写真集の編纂の企画があれば支援を行います。 

≪取組の現状≫ 
（教育総務課） 

○全国の町民がふるさとの歴史・伝統・文化にふれあえる機会を確保するため、広く発信できる資源の整理を実施してきました。 

○神楽等の無形文化財については、芸能団体のイベント等の出演機会にデジタルカメラで順次撮影を行い、記録保存を行ってきました。 

 平成２７年１１月１日南相馬市のイオンモールで開催された「ふるさとの祭り２０１５」に参加した町内芸能２団体＊の静止画の撮影を行いました。 
＊前沢女宝財踊り・新山の神楽 

○撮影した動画は、「双葉町公式ユーチューブチャンネル」で公開しています。 

○震災前の双葉町の風景・生活などの記録を収集・デジタル化して記録する狙いから、既に一部の職員・町民から震災前の双葉町の風景・生活などのデジタルデ

ータの提供を受けていますが、今後、ホームページ及び広報等で周知し資料の提供を呼び掛けます。 

○震災前の双葉町の風景・生活などの写真・デジタルデータを双葉町商工会の「復興写真集」に提供しました。 

○その他、既存のビデオテープのＤＶＤ化、写真等の収集を継続して行っています。 

○写真・映像の撮影等は、復興支援員とタイアップして活動しています。 

○学校・鴻草コミュニティセンター・鴻草薬師堂・個人の文化財・美術品等の調査を行いました。 

●今後は、整理された双葉町の歴史・伝統・文化資源をデータベース化や記録誌、記録映像等に体系化し、全国の町民に広く発信することを検討しています。 
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●既存の記録誌として「双葉町史」があり、伝統文化の映像とあわせて、今後どのようにしていくのかを検討していく必要があります。 

（産業建設課） 

○双葉町商工会が平成２６年度に製作した写真パネルの一部を、平成２７年１０月１０日に開催された「ふたばワールド２０１５ｉｎならは」の双葉町ブースで

展示しました。併せて双葉町観光協会が製作した、平成２７年の相馬野馬追の記録映像を放映しました。 

○双葉町観光協会で、今年の相馬野馬追の記録映像を制作し、町公式ホームページなどＷＥＢ上で視聴できるようにしました。 

○平成２７年１０月２４日、２５日の両日に開催された「こおりやま農林水産業フェスタ」において、双葉町観光協会が製作した平成２７年の相馬野馬追の記録

映像を放映しました。  

≪平成２８年度の計画≫ 
（教育総務課） 

○ＤＶＤ等のメディアに再保存することも含めて、継続して取り組みます。 

○引き続き、データベース化を図ります。 

○引き続き、収集・デジタル化公開活用に取り組みます。 

○引き続き、伝統文化・文化財関係の記録誌・記録映像の作成に取り組みます。 

○広く発信し、全国の町民がふれあえる機会を確保します。 

○データベース化する文化資源についての対象、収集と記録化の方法、実施体制等について検証するため、検証組織の設置をどのようにするか、文化財調査委員

会を活用することも視野に入れて検討していきます。 

○引き続き、芸能団体のイベント等の出演機会に撮影を行い、記録していない団体の芸能については、順次ビデオ撮影を行っていきます。 

○引き続き、文化財・美術品等の調査を行います。 

○双葉町史や伝統文化の映像について、今後どのようにしていくのかを検討します。 

●既存のビデオ・写真等資料の掘り起こしを行い、ＤＶＤなどのメディアに再保存・デジタル化したものは、町のホームページ等での公開を検討します。 

●今後は、整理された双葉町の歴史・伝統・文化資源をデータベース化や記録誌、記録映像等に体系化し、全国の町民に広く情報発信することを検討していま

す。 

（産業建設課） 

○町民交流の場となるイベント会場において、双葉町商工会が製作した写真パネルの展示や、双葉町観光協会で製作した相馬野馬追の記録映像を放映していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
（教育総務課） 

○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

 

（産業建設課） 

○町民交流の場となるイベント会場において、双葉町商工会が製作した写真パ

ネルの展示や、双葉町観光協会で製作した相馬野馬追の記録映像を放映して

いきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
（教育総務課） 

○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 

 

（産業建設課） 

○町民交流の場となるイベント会場において、双葉町商工会が製作した写真パ

ネルの展示や、双葉町観光協会で製作した相馬野馬追の記録映像を放映して

いきます。 
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99 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７１ページ 

④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

（復興推進課） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
ダルマ市等のふるさとの祭りの開催を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○「双葉町の祭り・イベント事業補助金」によりダルマ市等のふるさとの祭りの開催を支援します。 

○ダルマ市開催時の送迎バスの運行支援や公共交通の案内等による交通手段の確保に取り組みます。 

○相馬野馬追の出場者への助成を引き続き行います。 

≪取組の現状≫ 
（産業建設課） 

○町民のきずなの維持・発展に向け積極的な活動を展開している「夢ふたば人」に対しては、引き続き「みらいを描く市町村等支援事業助成金」を活用した支援

を行っています。 

○双葉町観光協会による南台ダルマ市見学者送迎事業により、送迎バス運行による交通手段の確保に取り組みました。 

○双葉町観光協会で巨大ダルマを製作し、ダルマ市で５年ぶりにダルマ引き合戦が行われました。 

○相馬野馬追出場者への助成を前年に引き続き行いました。 

平成２７年度実績：相馬野馬追祭出場者助成金交付 ６件 

○今年の相馬野馬追には、旧領主である相馬家の相馬陽胤公が標葉郷から出場され、標葉郷騎馬会に対し、その出場に対する補助を行いました。 

（以下，復興推進課） 

○双葉町民が主となり組織する実行委員会等の団体が開催するダルマ市等のふるさとの祭りを支援するため、双葉町の祭り・イベント事業補助金交付要綱を見直

し、活動強化を図っています。 

 ・平成２６年４月１日要綱改正（補助対象経費等の見直し） 

○町民のきずなの維持・発展に向け積極的な活動を展開している「夢ふたば人」に対しては電源地域振興・原子力事故影響回復市町村等支援事業助成金を活用し

て支援を充実させました。また、宝くじ社会貢献広報事業（一般コミュニティ助成事業）を活用して、やぐら、ステージセット、テント等を購入しました。 

○イベント時の送迎バス運行支援等による交通手段の確保に取り組みました。 

・平成２７年１月、いわき市南台仮設広場で開催されたダルマ市への送迎バス（県内や加須市、つくば市のルート）運行を、双葉町観光協会への委託事業によ

り実施しました。 

○町民の誰もが分かり県内外にも有名になっている“ふたばダルマ”を素材とした「ダルマ提灯」「ダルマろうそく」等の制作に取り組んでいます。 

○相馬野馬追出場者への助成を前年に引き続き行いました。 

平成２６年度実績：相馬野馬追祭出場者助成金交付 ３件 
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○みらいを描く市町村等支援事業を活用して、「だるま市」「盆踊り」の支援を充実させました。また、宝くじ社会貢献広報事業（一般コミュニティ助成事業）を

活用して、楢葉せんだん太鼓保存会に対し、太鼓の修理、購入のため補助金を交付しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
（産業建設課） 

○引き続き、ダルマ市等の伝統祭りの継承を支援するとともに、町民の交流機会を創出していきます。 

（双葉町観光協会への見学者送迎事業補助：施策８０に関連） 

○相馬野馬追への出場者の支援と助成を引き続き行っていきます。 

※平成２８年度には、相馬野馬追保存会により、相馬野馬追祭会場において、双葉町・大熊町による相馬流れ山踊りが公開事業として披露されます。 

 

（以下，復興推進課） 

○引き続き、ダルマ市等のふるさとの祭りの開催を支援します。 

○「双葉町の祭り・イベント事業補助金」によりダルマ市等のふるさとの祭りの開催を支援します。 

○ダルマ市開催時の送迎バスの運行支援や公共交通の案内等による交通手段の確保に取り組みます。 

○相馬野馬追の出場者への助成を引き続き行います。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、ダルマ市等の伝統祭りの継承を支援するとともに、町民の交流機

会を創出していきます。 

○相馬野馬追への出場者の支援と助成を引き続き行っていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、ダルマ市等の伝統祭りの継承を支援するとともに、町民の交流機

会を創出していきます。 

（勿来酒井地区での復興公営住宅が完成した場合、住宅敷地内での開催を

検討していきます） 

○相馬野馬追への出場者の支援と助成を引き続き行っていきます。 
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102 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７１ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

（産業建設課） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(100) 町民と学識者等により記録すべき歴史・伝統・文化を検証し、データベース化を検討します。 

(101) 震災前の双葉町の風景・生活などの記録を収集・デジタル化して記録します。デジタル化したものは、町のホームページ等への掲載を検討します。 

(102) 双葉町の歴史・伝統・文化が継承できるように記録誌・記録映像の作成に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
施策９８に同じ 

 

≪取組の現状≫ 
施策９８に同じ 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
施策９８に同じ 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
施策９８に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
施策９８に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７２ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
子ども・若い世代を含めて、双葉町の歴史・伝統・文化にふれあい、継承するためのイベント（祭り）や教室等の開催を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○引き続き、生活学級・婦人学級の開催を実施・支援します。 

○生活学級において、双葉町の歴史・伝統・文化を学ぶ機会を設けます。 

○引き続き、盆踊りへの補助金の交付を行います。 
 

≪取組の現状≫ 
○コミュニティを図る場として、各避難地域において生涯学習事業（生活学級・婦人学級）を実施しました。 

○平成２７年度は、福島県内７箇所（福島市、郡山市、会津若松市、白河市、南相馬市、いわき市、いわき市南台）、茨城県つくば市、埼玉県加須市において生

活学級（郷土文化教室）（ふたばの昔ばなし紙芝居制作・ふたばの思い出描写）を開催しました。 

○生活学級は、平成２８年１月末で３０回開催し、延べ１５９人の町民が参加しました。 

○福島県内７箇所（福島市、郡山市、会津若松市、白河市、南相馬市、いわき市、いわき市南台）、茨城県つくば市、埼玉県加須市、宮城県仙台市においてふた

さぽ（復興支援員）と連携して婦人学級を開催しています。平成２８年１月末で１０１回開催し１，３８０名が参加しました。（震災前は地区単位の婦人学

級） 

○いわき市、郡山市において、町民作品展覧会を開催し、町民の交流の場を提供しました。（平成２７年１０月２１日・２２日 郡山市ビッグアイ、１０月２４

日・２５日 勿来体育館） 

○各応急仮設住宅や借上げ住宅の自治会等が実施する夏祭りや盆踊り事業等へ補助金を交付しました。盆踊り事業は、６つの自治会等で開催されました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、イベント（祭り）や教室等の開催を支援します。 

○引き続き、生活学級・婦人学級の開催を実施・支援します。 

○生活学級において、双葉町の歴史・伝統・文化を学ぶ機会を設けます。 

○引き続き、盆踊りへの補助金の交付を行います。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、イベント（祭り）や教室等の開催を支援します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、イベント（祭り）や教室等の開催を支援します。 
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104 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７２ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
伝統芸能の継承者への活動支援を行います。（交通費の助成、場所の確保等） 

≪平成２７年度の計画≫ 
○遠隔地からの参加者が多く、継続して出演機会を確保するために、各種支援を行うとともに、避難先との文化交流を積極的に進めていきます。 

○平成２６年度で国・県の補助事業（地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業補助金）が終了するため、伝統芸能を維持継承するための練習やイベント出演に

係る旅費等の経費について国に要望します。 

≪取組の現状≫ 
○県内外のイベントで、標葉せんだん太鼓の演奏や「相馬流山踊り」「ふたば音頭」の出演機会を提供しています。 

○ふるさとのまつり２０１５には、新山の神楽・前沢の女宝財踊りが出演しました。 

○伝統芸能の継承者への活動支援について、県の補助事業（地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業補助金（継続事業））の周知を図るとともに、各団体の出

演等に支援＊を行いました。 
＊ふるさとの祭２０１５、双葉町ダルマ市、勿来地区総合芸能祭等のイベント等への出演の際、旅費等の支援を実施 

●後継者の育成が今後の大きな課題となっています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、出演機会を確保するために、伝統芸能の継承者への各種支援に取り組みます。 

○県の補助事業（地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業補助金）の周知と支援を行います。 

○遠隔地からの参加者が多く、継続して出演機会を確保するために、各種支援を行うとともに、避難先との文化交流を積極的に進めていきます。 

○伝統芸能を維持継承するための練習やイベント出演に係る旅費等の経費について国に要望します。 

○平成２８年度は輪番制で、双葉・大熊両町が相馬野馬追祭で相馬流山踊りを披露することとなっています。伝統芸能の保存継承を行うため、「双葉町相馬流山

踊り保存会（仮称）」の設立を進めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、出演機会を確保するために、伝統芸能の継承者への各種支援に取

り組みます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、出演機会を確保するために、伝統芸能の継承者への各種支援に取

り組みます。 
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105 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７２ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
子どもたち等が双葉町の歴史・伝統・文化を学ぶ場の確保を検討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○学校や若い人が集うイベントなどを活用した、若い世代への歴史・伝統・文化を継承する仕組みを構築していきます。 

○特に、学校の再開を契機に、双葉町教育ビジョンに記載されている伝統文化の継承等を盛り込んで、平成２７年度のカリキュラムを策定し、実施します。 

○さらに、町立学校に通わない子どもたちも含めて双葉町出身の子どもたちがふるさと双葉町の歴史・伝統・文化を体系的に学べる副読本（教材）の作成を検討

します。 

≪取組の現状≫ 
○学校の再開を契機に、双葉町教育ビジョンに記載されている伝統文化の継承等についての平成２７年度のカリキュラムを策定しました。これにより、総合学習

の中で、標葉せんだん太鼓保存会を招き定期的に和太鼓演奏の指導を受けています。また、外部講師を招いて町の歴史・伝統・文化を学ぶために授業の一部に

取り入れています。 

○「集まれ！ふたばっ子２０１５」に山田芸能保存会に出演してもらい「山田のじゃんがら念仏踊り」を多くの子どもたちに体験してもらいました。 

○伝統芸能のＤＶＤ及び写真データを町立小・中学校に提供しました。 

○双葉中学校の生徒が「平成２８年ふたばのカレンダー」を制作しました。ＮＨＫのニュースで全国放送され、多数の問い合わせがあり、教育委員会で２００部

増刷して希望者に実費で販売を行いました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、歴史、伝統、文化を学ぶ場を確保します。 

○学校や若い人が集うイベントなどを活用した、若い世代への歴史・伝統・文化を継承する仕組みを構築していきます。 

○特に、学校の再開を契機に、双葉町教育ビジョンに記載されている伝統文化の継承等を盛り込んで、平成２８年度のカリキュラムを策定し、実施します。 

○さらに、町立学校に通わない子どもたちも含めて双葉町出身の子どもたちがふるさと双葉町の歴史・伝統・文化を体系的に学べる副読本（教材）の作成を検討

します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、歴史、伝統、文化を学ぶ場を確保します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、歴史、伝統、文化を学ぶ場を確保します。 
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106 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７２ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
定期的な双葉町芸能祭を開催します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町民作品展覧会を、勿来地区文化展に合わせていわき地区で開催する予定です。 

○町総合美術展を郡山市で開催し、町民のみなさんに作品披露の機会と交流の場を提供します。 

○その他、以下の活動を予定しています。 

・第２８回総合美術展・双葉町民作品展覧会  平成２７年１０月（予定）   郡山市民プラザビッグアイ 

・第２６回芸能発表会            平成２８年１月（予定）    いわき市南台応急仮設住宅ダルマ市特設会場 

・平成２７年度勿来地区市民文化祭・双葉町民作品展覧会  平成２７年１０月（予定）  勿来体育館 

・勿来地区総合芸能祭             平成２７年１１月（予定）     勿来体育館  

 

 

 

≪取組の現状≫ 
○平成２４年度から芸術文化団体連絡協議会主催で総合美術展を開催しています。 

○平成２５年度から、勿来地区文化展、芸能祭にも参加し、いわき市の皆さんとの交流を深めています。 

○平成２７年度においても、町民作品展覧会を勿来地区文化展に合わせていわき地区で開催するとともに、町総合美術展を郡山市で開催し、町民のみなさんに作

品披露の機会と交流の場を提供しました。 

・第２８回総合美術展・双葉町民作品展覧会  平成２７年１０月２０日・２１日  郡山市民プラザビッグアイで開催 来場者２３０名 

・第２６回芸能発表会・民俗芸能発表会    平成２８年１月１０日       いわき市南台応急仮設住宅ダルマ市特設会場 

・平成２７年度勿来地区市民文化展・双葉町民作品展覧会  平成２７年１０月２４日・２５日  勿来体育館 来場者５６２名 

・勿来地区総合芸能祭   平成２７年１１月８日       勿来体育館 町からコーラスふたば・ＪＡふたば大正琴・せんだん広場民謡同好会 ３団体出演 

●芸術文化団体連絡協議会の存続及び強化を図るため、旅費・補助金等を増額して事業を推進していますが、会員の不足、役員の避難による分散により、一部の

役員が負担増となっており、今後、協議会の運営と事業の実施が困難となることが予測されます。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、双葉町総合美術展・双葉町民作品展覧会・芸能発表会を開催します。 

○町民作品展覧会を、勿来地区文化展に合わせていわき地区で開催する予定です。 

○町総合美術展を郡山市で開催し、町民のみなさんに作品披露の機会と交流の場を提供します。 

○その他、以下の活動を予定しています。 

・第２９回総合美術展・双葉町民作品展覧会  平成２８年１０月２０・２１日   郡山市民プラザビッグアイ 

・第２７回芸能発表会            平成２９年１月１０日    いわき市南台応急仮設住宅ダルマ市特設会場 

・平成２８年度勿来地区市民文化祭・双葉町民作品展覧会  平成２８年１０月２４日  勿来体育館 

・勿来地区総合芸能祭             平成２８年１１月８日     勿来体育館  

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、双葉町総合美術展・双葉町民作品展覧会・芸能発表会を開催しま

す。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、双葉町総合美術展・双葉町民作品展覧会・芸能発表会を開催しま

す。 
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107 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７２ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
交流会、集会等の各種イベントへの出演機会を確保します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
施策１０４と１０６に同じ 

 
 

≪取組の現状≫ 
 

施策１０４と１０６に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策１０４と１０６に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策１０４と１０６に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策１０４と１０６に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７２ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
双葉町の歴史・伝統・文化の映像記録等を広く発信し、全国の町民がふるさとの歴史・伝統・文化にふれあえる機会を確保します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
施策９８に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策９８に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策９８に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策９８に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策９８に同じ 
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109 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７２ページ 

  ④双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
文化の伝承等に関する各種助成について、民間財団、国、県の補助制度を活用した支援を検討するとともに、当該補助制度の継続を国等に要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○文化の伝承への支援を継続します。 

○伝統芸能を維持継承するための練習やイベント出演に係る旅費等の補助について、継続して国に要望していきます。 

≪取組の現状≫ 
○伝統芸能の伝承等について、民間財団、国、県の補助制度を活用した支援を行ってきました。 

○これまでの「地域のきずなを結ぶ民俗芸能支援事業補助金」の支援実績 

  平成２５年度  郡山無形文化財保存会（神楽）旅費・山田芸能保存会（じゃんがら念仏踊り）旅費・前沢婦人会芸能保存会（女宝財踊り）太鼓新調 

          浜野はまなす会（神楽）獅子頭新調 

  平成２６年度  山田芸能保存会（じゃんがら念仏踊り）旅費・前沢婦人会芸能保存会（女宝財踊り）旅費・浜野はまなす会（神楽）長胴太鼓、篠笛新調 

          新山芸能保存会（神楽）締太鼓、座り台、大拍子太鼓、台、篠笛 

  平成２７年度  山田芸能保存会（じゃんがら念仏踊り）旅費・前沢婦人会芸能保存会（女宝財踊り）旅費 

●平成２７年度で県の補助事業が終了するため、伝統芸能を維持継承するための練習やイベント出演に係る旅費等経費の助成について国・県に要望しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、文化の伝承への支援を行います。 

○伝統芸能を維持継承するための練習やイベント出演に係る旅費等の補助について、継続して県に要望していきます。 

○県の補助事業（地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業補助金）の周知と支援を行います。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、文化の伝承への支援を行います。 

○伝統芸能を維持継承するための練習やイベント出演に係る旅費等の補助につ

いて、継続して県に要望していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、文化の伝承への支援を行います。 

○伝統芸能を維持継承するための練習やイベント出演に係る旅費等の補助につ

いて、継続して県に要望していきます。 
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112 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７３ページ 

  ⑤避難先住民との交流の促進 

≪進行管理の主担当課≫ 
生活支援課 

（秘書広報課） 

（住民生活課） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（110）避難先の自治体や支援団体等と連携して双葉町民と避難先住民との交流会等の開催を促進していきます。 

（111）避難先のイベント（祭りや催事等）への双葉町民の積極的な参加を促します。 

（112）町民の自治組織等が避難先において地域住民と交流する機会の創出を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○地域交流イベント等の参加については各自治会の考え方を尊重し、町としての情報発信を強化していきます。 

≪取組の現状≫ 
（生活支援課） 

○福島県内外の各自治会では、避難先の地域交流イベント等への参加を行っており、今後とも各自治会の考え方を尊重し、町としては情報発信及び参加費等の補

助を行っています。 

○町民同士の交流機会として、日本赤十字福島県支部主催の避難地域住民交流会が震災以降継続して開催されておます。 

 実施日：平成２７年１０月８日（木） 実施場所：飯坂温泉 ホテル聚楽  参加人数：７９名 

（秘書広報課） 

○各地で開催される各種交流イベントの情報提供については、施策８１において記載しています。 

（住民生活課） 

○県外の避難先で開催される各種交流イベントの情報提供については、施策８０において記載しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○地域交流イベント等の参加については各自治会の考え方を尊重し、町としては情報発信及び参加費等の補助を行っていきます。 

○国・県、財団法人等の各種助成制度を周知することにより、避難先住民との交流を促進します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 
 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 

 

 

  



131 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７３ページ 

  ⑤避難先住民との交流の促進 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
復興支援員制度を活用して、双葉町民と地域住民を結び付ける新たなコミュニティづくりを担う人材の確保・育成を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○平成２５年８月から総務省の復興支援員制度を活用し、引き続き双葉町復興支援員を福島県内外へ１０名配置します。 

○町が整備する町民交流施設が地域住民との交流の場となるように活用方法を検討していきます。 

○避難先でのコミュニティづくりのために、仲介役となる人材の確保・育成について、地元のＮＰＯ団体等と連携しながら検討していきます。 

○双葉町復興支援員が地元のＮＰＯ等のイベントに参加し、避難先住民との交流方法を検討していきます。 

○白河市で開催されている情報連携会を他の地域でも開催することを検討していきます。 

 

 

≪取組の現状≫ 
○平成２５年８月から総務省の復興支援員制度を活用し、双葉町復興支援員を福島県内外へ９名配置しています。（１名募集中） 

○現在、双葉町復興支援員が自治会の定例会等を訪問し、自治会の事務局機能強化、自治会員がやってみたいことの実現等に向けて、活動しています。 

○併せて、町民同士の交流機会を確保する手法や自治会・交流施設の設立等についての支援方法を検討しています。 

 ・いわき地区では、平成２７年９月４日にいわき市民団体「勿来ひと・まち未来会議」の協力により勿来地区のまち歩きイベント「くぼたんけん」が開催さ

れ、町民４名がいわき市民と交流しました。 

○避難先でのコミュニティづくりのために、仲介役となる人材の確保・育成について、地元のＮＰＯ団体等と連携しながら検討しています。 

○双葉町復興支援員が地元のＮＰＯ等のイベントに参加し、避難先住民の声をヒアリングしています。ヒアリング結果を基に、今後の避難先住民との交流方法を

検討しています。 

 ・いわき地区では、これまでサポート支援が不充分だった町民ニーズを把握するため、「町民コミュニティの見える化」を進めています。 

 ・また、いわき地区では平成２７年９月２６日に将棋イベントを開催し、避難先住民との交流を促進しています。 

 ・県北地域では、避難先・避難元の社会福祉協議会と連携した避難者支援について検討する情報連絡会「県北支援ネットワーク」にこれまで８回（平成２８年

１月末現在）参加しています。 

○復興支援員の主催により、住民が抱える問題の解決の糸口を見つけていくために情報を共有する場として、白河市の仮設住宅・借上げ住宅自治会及び地域の関

係者を集めた情報連携会を今年度は５回（平成２８年１月末現在）開催しています。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○継続して復興支援員制度を活用し、町民と地域住民を結び付ける新たなコミュニティづくりを連携して支援してきます。 

○平成２５年８月から総務省の復興支援員制度を活用し、引き続き双葉町復興支援員を福島県内外へ８名配置します。 

○町が整備する町民交流施設が地域住民との交流の場となるように活用方法を検討していきます。 

○避難先でのコミュニティづくりのために、仲介役となる人材の確保・育成について、地元のＮＰＯ団体等と連携しながら検討していきます。 

○双葉町復興支援員が地元のＮＰＯ等のイベントに参加し、避難先住民との交流方法を検討していきます。 

○白河市で開催されている情報連携会を他の地域でも開催することを検討していきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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114 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７４ページ 

  ⑥震災・事故の教訓の記録と伝承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
震災と原発事故の記録誌の編纂に向けた体制整備を行います。町民の協力を得て震災時及びそれ以降の体験記録を継続的に収集します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○震災と原発事故の記録誌の編纂に向けた体制整備に向けて、町民の被災体験の収集など震災・事故の記録を収集するため、聞き取り調査の方法等を含めた実施

体制（プロジェクトチーム編成、自治会の協力・ＮＰＯ法人等）を構築していきます。 

○震災・避難（避難所の記録）について、筑波大学と共同で記録保全を継続して行います。 

○避難所に全国から寄せられた支援や慰問、震災に関わるチラシや文書等の整理と写真撮影を行い、デジタルデータ化の作業を継続して行います。 

 その際、全庁的な実施体制の確立の検討、専従職員の配置、外部機関への委託の検討などが必要です。 

≪取組の現状≫ 
 ○記録誌編纂に向け、体制を含めた検討をしています。 

○震災・避難（避難所の記録）について、平成２４年度から筑波大学と覚書を交わし共同で記録保全を行っています。 

○避難所に全国から寄せられた支援や慰問、震災に関わるチラシや文書等の整理と写真撮影を行い、デジタルデータ化の作業を行っています。平成２７年４月に

この成果を筑波大学が「福島県双葉町の東日本大震災関係資料を将来へ残す」というタイトルで大学のホームページに掲載して公表しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○震災と原発事故の記録誌の編纂に向けた体制整備に向けて、町民の被災体験の収集など震災・事故の記録を収集するため、聞き取り調査の方法等を含めた実施

体制（プロジェクトチーム編成（関係課等）、自治会の協力・ＮＰＯ等）を構築していきます。 

○震災・避難（避難所の記録）について、筑波大学と共同で記録保全を継続して行います。 

○避難所に全国から寄せられた支援や慰問、震災に関わるチラシや文書等の整理と写真撮影を行い、デジタルデータ化の作業を筑波大学と連携し継続して行いま

す。 

○町はこれまでアーカイブセンターの整備について国・県に要望してきており、展示内容等は検討しています。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施していきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７４ページ 

  ⑥震災・事故の教訓の記録と伝承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
学校・教育機関と連携し、震災と原発事故の教訓を学ぶ場の確保に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町立学校と連携して教科等に反映できるカリキュラムをもとに、子どもたちの学ぶ場を確保します。 

≪取組の現状≫ 
○いわき市に開校した町立学校で、避難訓練を実施（４月１０日・１２月１日）し、震災の経験を活かした身を守る活動に努めてきました。 

○平成２７年６月１９日には、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの職員４名を招き、放射線の性質を学んだり、放射性物質から身を守るための講話を聴いたり

するなどの学習を行いました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、震災と原発事故の教訓を学ぶ場の確保に取り組みます。 

○町立学校と連携して教科等に反映できるカリキュラムをもとに、子どもたちの学ぶ場を確保します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、震災と原発事故の教訓を学ぶ場の確保に取り組みます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、震災と原発事故の教訓を学ぶ場の確保に取り組みます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７４ページ 

  ⑥震災・事故の教訓の記録と伝承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」において、この震災・事故の教訓の展示施設・研修施設の設置を検討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策６０に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策６０に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策６０に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策６０に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策６０に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７４ページ 

  ⑥震災・事故の教訓の記録と伝承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
教育総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
この事故の経験・教訓を全国に発信する「語り部」の人材育成を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町では、ふたばの昔話の復刻版を作成し、各世帯に配布しましたが、生活学級等でふたばの昔話を伝承する語り部の育成を検討します。 

○語り部活動の仕組みづくりの組織と人材の掘り起しと育成等についての検討を進めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○語り部の人材育成について、他自治体の先行例を調査し検討しています。 

○生活学級の中で、「ふたばの昔話」「続ふたばの昔話」を活用した紙芝居作り、その動画記録を作成しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町内各種団体へ語り部育成を働きかけます。 

○学校において、県のサポートティーチャーⅠ（読書）事業を活用して紙芝居の読み聞かせの実施について検討します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町内各種団体へ語り部育成を働きかけます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町内各種団体へ語り部育成を働きかけます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７４ページ 

  ⑥震災・事故の教訓の記録と伝承 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
避難生活の現状や復興へ向けた取組を積極的に広報します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も町の復興に向けた重要課題の取組状況を町民に提供できるよう、担当所管課から記事提供＊の協力を得ながら、適時適切に広報していきます。 

＊今後想定される特集テーマ 

復興公営住宅、中間貯蔵施設、復興に関する計画の策定、原子力損害賠償など 

○町民参加型等による記事内容の充実に取り組みます。 

○避難先自治体に対する国からの財政支援について、国が広報することを町としても要望していきます。 

○避難先住民との交流（奉仕活動など）の情報提供に取り組みます。 

○復興ロゴマークを広報媒体に活用し、町民への周知を図るとともに全国にも広く発信していきます。 

 

 

 

≪取組の現状≫ 
○避難生活の現状については、広報ふたば「ふるさと絆通信」において町民の避難された時の状況や避難先での現在の活動の様子、復興への思いなどをお話しし

ていただいた記事を掲載しています。（毎月連載し、町民の方を５人ずつ紹介。平成２６年５月号～平成２８年１月号まで １０５人を掲載） 

○復興へ向けた取組について、これまでに主な記事として、町立幼稚園・小・中学校入園、入学式、行政区長会、集まれふたばっ子２０１５、マイナンバー制度

の説明などの特集記事を掲載しています。 

○広報ふたばに町長メッセージ、教育長メッセージを掲載し、町の復興に向けた取組状況、国その他行政経過をお知らせしています。 

○双葉町を風化させない取組については、平成２７年１２月２６日にマスコミ（テレビ、新聞）を双葉町内に案内し、町の現状を報道していただきました。今後

も双葉町内の現状をマスコミに案内し、取材する機会を提供していきます。 

○避難先自治体に対する国からの財政支援について、国が広報することを町としても引き続き要望しています。 

○復興に向け全力で取り組む町民と町の想いをのせたシンボルマーク（復興ロゴマーク）を作成し、平成２６年３月１１日に公表しました。復興ロゴマークを活

用して、缶バッジ、携帯ストラップ、復興旗などを製作し町民に配布したほか、町ホームページや印刷物などに使用し復興への気運を高めています。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえて広報内容の充実を図ります。 

○今後も町の復興に向けた重要課題の取組状況を町民に提供できるよう、担当所管課から記事提供＊の協力を得ながら、適時適切に広報していきます。 
＊今後想定される特集テーマ 

 テーマ：復興公営住宅、双葉町復興まちづくり計画（第二次）の策定など 

復興公営住宅、中間貯蔵施設、復興に関する計画の策定、原子力損害賠償など 

○町民参加型等による記事内容の充実に取り組みます。 

○避難先自治体に対する国からの財政支援について、国が広報することを町としても要望していきます。 

○避難先住民との交流（奉仕活動など）の情報提供に取り組みます。 

○復興ロゴマークを広報媒体に活用し、町民への周知を図るとともに全国にも広く発信していきます。 

○双葉町の震災の記録を風化させないよう、マスコミ（テレビ、新聞）を双葉町内に案内し、町の現状を報道していただくなど、取材する機会を提供していきま

す。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえて広報内容の充実を図ります。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえて広報内容の充実を図ります。 

  



139 

 

 

119 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
２．町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 【町民のきずなの維持・発展に向けた取組】                         ７４ページ 

  ⑦町民のきずなを維持する拠点としての「双葉町外拠点」の整備 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
「双葉町外拠点」は、復興公営住宅に住む町民だけの生活拠点としてだけでなく、「双葉町外拠点」に住まない町民を含めた、双葉町民全体のコミュニティ拠点

としての機能が発揮できるよう、地域の町民同士がいつでも集まれる場の設置に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策５７～６１に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策５７～６１に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策５７～６１に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策５７～６１に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策５７～６１に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７８ページ 

①一時帰宅の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

（産業建設課） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
放射線による影響を最小限にすることに配慮しつつ、ふるさとをより身近に感じられるように、一時帰宅の実施回数の増加などに取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○一時帰宅制度の開始から連携を密にして取り組んでいますが、帰還困難区域を抱える周辺町村と連携しながら、町民のみなさんのニーズを踏まえ、一時帰宅さ

れる町民のみなさんの安全確保と利便性向上を、さらに高いバランスで実現できるよう取り組んでいきます。 

○町民のみなさんの一時帰宅時の際に休憩施設としてご利用いただけるよう、町内の既存の公共施設の復旧整備の方法について検討していきます（産業建設

課）。 

≪取組の現状≫ 
（住民生活課） 

○被ばく線量の状況により、年々回数を増やしながら一時帰宅を実施してきました。帰還困難区域を抱える４町と国（内閣府 原子力被災者生活支援チーム）と

の協議・要望の中で、住民の安全確保と利便性向上を、さらに高いバランスで実現できるよう取り組み、平成２７年１０月より年間３０回を上限として、立ち

入り日を自由に設定して一時帰宅を実施できるようになりました。（ただし、水・木曜日やバス立ち入り日を除く） 

○バスでの一時帰宅についても、平成２６年度より引き続き概ね月１回程度の実施ができるよう改善しました。 

○楢葉町と協定を締結し、一時帰宅時のお子様の預かり保育を実施しており、一時帰宅を実施しやすい環境づくりに取り組んでいます。 
＊預かり保育の実施場所は、いわき明星大学の敷地内にある楢葉町の委託先である「あおぞらこども園」です。 

○避難指示解除準備区域内（両竹・浜野地区）の本格除染の実施に伴い、除染請負業者のご配慮で現場事務所（中野地区）の一角に休憩施設「双葉町ふれあい広

場」が設置されました。これまで両竹・浜野地区の方のみの利用でしたが、１１月２日より全ての町民の皆さまにご利用いただけることとなりました。 

（産業建設課） 

○一時帰宅時の休憩施設として町コミュニティセンターの一部を整備することとしており、平成２７年度は給水のための「さく井」工事及び空調機器の点検等を

実施しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○帰還困難区域を抱える周辺町村と連携しながら、町民のみなさんのニーズを踏まえ、町民のみなさんの安全確保と利便性向上を、さらに高いバランスで実現で

きるよう取り組んでいきます。 

（産業建設課） 

○平成２７年度に引き続き、現在、住民の一時帰宅の際の休憩施設として利用できる「双葉町ふれあい広場」に加えて、町コミュニティセンターの機能回復を行

い、平成２８年秋ごろの使用開始を目指します。 
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≪平成２９年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○帰還困難区域を抱える周辺町村と連携しながら、町民のみなさんのニーズを

踏まえ、町民のみなさんの安全確保と利便性向上を、さらに高いバランスで

実現できるよう取り組んでいきます。 

（産業建設課） 

○一時帰宅時の休憩施設として、町コミュニティセンターの維持、管理を継続

します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○帰還困難区域を抱える周辺町村と連携しながら、町民のみなさんのニーズを

踏まえ、町民のみなさんの安全確保と利便性向上を、さらに高いバランスで

実現できるよう取り組んでいきます。 

（産業建設課） 

○一時帰宅時の休憩施設として、町コミュニティセンターの維持、管理を継続

します。 
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121 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７８ページ 

①一時帰宅の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
国道６号の通過が可能となるよう国と協議していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町民のみなさんの特別通過交通制度へのご要望に応じて、速やかに通行証を発行できるように工夫していきます。 

○避難指示継続中の地域であるため、防犯・防災（防火）対策について、交通規制及び警備の充実が図られるよう、引き続き国や関係機関に求めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○特別通過交通制度＊（被災１２市町村が対象）を利用することで、国道６号、国道２８８号（一部大熊町の町道等を利用）、県道３５号、県道３６号の通行が

可能です。国・県・警察機関・消防機関・周辺自治体と協議を重ね、平成２６年９月１５日より国道６号における通行証確認を省略することとなり、併せて通

行可能時間の制限をなくしました。このことにより、これまで特別通過交通制度を利用できなかった市町村の方々も通行が可能となり、実質的に震災前の国道

６号の役目を取り戻しました。 

○平成２７年１０月１日現在、国道１１４号（浪江ＩＣ～国道６号までの区間）、国道２８８号（旧中屋敷ゲート～県道３５号野上橋ゲートの区間）、県道３６号

（旧大菅ゲート～国道６号までの区間）が特別通過交通制度により通行証がなくても通過できるようになっております。詳細は町公式ホームページで公開して

います。 

○防犯・防災（防火）の観点から、自動二輪・軽車両・歩行者の通行を規制するよう国に要望し、関係機関の協力を得ながら対応がとられています。 
＊特別通過交通制度とは、被災地域の復旧・復興に資するため、一定の要件に該当する方があらかじめ指定された帰還困難区域内の道路（特別幹線ルート）を特別に通行でき

る制度です。平成２７年１０月１日現在で通行証が必要な経路は、国道２８８号（双葉町内路線）代替経路区間（大熊町秋葉台北ゲート～スポーツセンター前ゲート）のみ

です。通行可能時間帯は、午前５時～最終入域１９時までとなっております。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町民のみなさんの特別通過交通制度へのご要望に応じて、速やかに通行証を発行できるように工夫していきます。 

○避難指示継続中の地域であるため、防犯・防災（防火）対策について、交通規制及び警備の充実が図られるよう、引き続き国や関係機関に求めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町民のみなさんの特別通過交通制度へのご要望に応じて、速やかに通行証を

発行できるように工夫していきます。 

○避難指示継続中の地域であるため、防犯・防災（防火）対策について、交通規

制及び警備の充実が図られるよう、引き続き国や関係機関に求めていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町民のみなさんの特別通過交通制度へのご要望に応じて、速やかに通行証を

発行できるように工夫していきます。 

○避難指示継続中の地域であるため、防犯・防災（防火）対策について、交通規

制及び警備の充実が図られるよう、引き続き国や関係機関に求めていきます。 
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122 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７８ページ 

①一時帰宅の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
一時帰宅をより快適に行うことができるように、仮設トイレの維持・管理を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○仮設トイレの適切な維持管理に努めます。 

 

≪取組の現状≫ 
○一時帰宅時に使用できる仮設トイレについては、平成２８年１月末現在、双葉駅南側駐車場、双葉郵便局近傍、広町駐車場、青年婦人会館、双葉海浜公園駐車

場、両竹公民館、細谷公民館、羽鳥公民館、石熊公民館の町内９か所１７基設置しております。ご年配の方やお身体の不自由な方でも利用しやすいよう洋式便

座タイプを一部採用しました。衛生面への配慮から簡易水洗式を採用し、事業者への委託事業により適切な維持管理に努めています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○仮設トイレの適切な維持管理に努めます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○仮設トイレの適切な維持管理に努めます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○仮設トイレの適切な維持管理に努めます。 
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123 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７８ページ 

①一時帰宅の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
一時帰宅が安全にできるように、道路等のインフラの応急復旧を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も定期的に巡回し、一時帰宅者の安全確保に努めます。 

○アスファルト舗装等による応急復旧工事などの補修工事を実施します。 

≪取組の現状≫ 
○町内一円の町道等の現況を定期的に巡回＊するとともに、一時帰宅時の連絡により随時巡回し、被災危険箇所のバリケードの点検、状況の確認を行っていま

す。 
＊巡回点検：毎月２～３回、なお、台風豪雨等の場合は、その都度実施しています。また、応急補修工事は年３～４回実施しています。 

○定期巡回及び町民の一時立入時の情報をもとに随時巡回を実施し、砕石による陥没箇所の穴埋め、段差摺り付けなどの応急補修工事に加え、より本格的に復旧

するためアスファルト舗装による段差摺り付け、舗装補修を行うほか、下水道マンホール蓋の路面突出の解消、道路排水側溝の土砂除去、倒木の処理、路肩の

除草作業＊、業者依頼工事の測量調査を行い、一時帰宅者等の安全確保に努めています。 
＊除草作業は、業者等に委託するとともに現場状況により、その都度対応しています。 

○緊急時の現状下、速やかな事業の採択と執行で住民ニーズに対する的確な対応が可能となるよう、事務手続の簡素化等、制度面の緩和措置等を要望していま

す。 

●応急補修工事等、これら事業実施に必要な財源の確保については、「福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業」等を基本としますが、発注方法、施工個

所、数量、金額の確定、緊急性がある事態に対応できないなどの制度上の課題があります。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○今後も定期的に道路の巡回・点検を実施し、一時帰宅者の安全確保に努めます。 

○アスファルト舗装等による応急復旧工事などの補修工事を実施します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○今後も定期的に巡回し、一時帰宅者の安全確保に努めます。 

○アスファルト舗装等による応急復旧工事などの補修工事を実施します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○今後も定期的に巡回し、一時帰宅者の安全確保に努めます。 

○アスファルト舗装等による応急復旧工事などの補修工事を実施します。 
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124 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７８ページ 

①一時帰宅の改善 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
事故情報や警報等を迅速に伝達する仕組みの構築を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○平成２６年度事業で整備した「双葉町防犯・防災総合システム」によって、いわき事務所から双葉町内の各屋外子局（スピーカー）を通じて、双葉町内に滞在

している方々へ緊急情報、防災情報を音声放送によりに伝達していきます。 

○防災システムの音声情報のほか、住民一時帰宅の皆さまには、内閣府からのトランシーバ、携帯主要３キャリアでの緊急速報メール、関係機関の広報車両など

複数のツールを活用し、緊急時の防災にかかわる情報伝達に努めます。 

≪取組の現状≫ 
○緊急速報メール（携帯電話主要３キャリア）・広報車両など、現地パトロール隊や双葉警察署、オフサイトセンターと連携を図り対応中です。万が一の事故や

災害に備え、町独自のパトロール隊や国委託事業者による巡回車両が巡回・待機業務にあたっており、緊急時には中継基地貸出しのトランシーバや広報車両に

よる呼びかけ、緊急速報メール配信を実施できる環境を整えました。 

○上記に加えて、平成２６年度事業で「双葉町防犯・防災総合システム」を整備し、現在利用できない防災行政無線の代替として、スピーカーを７箇所２８基設

置し、緊急時の防災放送を実施しています。 

○通行者が視覚的に情報を得る手段として、国の事業で電子掲示板が国道６号沿いに設置されました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○平成２６年度事業で整備した「双葉町防犯・防災総合システム」によって、いわき事務所から双葉町内の各屋外子局（スピーカー）を通じて、双葉町内に滞在

している方々へ緊急情報、防災情報を音声放送によりに伝達していきます。 

○防災システムの音声情報のほか、住民一時帰宅の皆さまには、内閣府からのトランシーバ、携帯主要３キャリアでの緊急情報メール、関係機関の広報車両など

複数のツールを活用し、緊急時の防災にかかわる情報伝達に努めます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施して行きます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施して行きます。 
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125 

126 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７８ページ 

②墓参への支援 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（125）墓地の優先的な除染や、墓地周辺の道路の復旧を進めます。 

（126）墓地の除草や保全を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○除草については、東京電力に対して共同墓地、寺院墓地、個人墓地、神社・遺跡、個人宅への通路等、定期的（年３回程度）な除草の実施を引き続き求めてい

きます。 

≪取組の現状≫ 
○墓地除染は、平成２５年度環境省直轄事業「モデル除染」で町内の４０箇所（共同墓地・寺院墓地）を行いました。また、平成２５年度事業により「町内共同

墓地環境整備事業」を実施し、８２４基の保全整備を実施してきました。 

○除草については、東京電力により共同墓地、寺院墓地、個人墓地、神社・遺跡、個人宅への通路等、定期的（年３回程度）な除草が引き続き実施されていま

す。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○除草については、東京電力に対して共同墓地、寺院墓地、個人墓地、神社・遺跡、個人宅への通路等、定期的（年３回程度）な除草の実施を引き続き求めてい

きます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○除草については、東京電力に対して共同墓地、寺院墓地、個人墓地、神社・

遺跡、個人宅への通路等、定期的（年３回程度）な除草の実施を引き続き求

めていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○除草については、東京電力に対して共同墓地、寺院墓地、個人墓地、神社・

遺跡、個人宅への通路等、定期的（年３回程度）な除草の実施を引き続き求

めていきます。 
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127 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７８ページ 

 ②墓参への支援 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
新たな墓地の整備について、地域住民のみなさんの意向を踏まえながら、検討していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○新たな共同墓地の整備については、町内全域にわたっての配慮・検討が必要であり、双葉町復興まちづくり長期ビジョン等を踏まえて、整備可能な箇所を庁内

で検討するとともに、場合によっては各種調査も進めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○新たな墓地の整備については、津波被災地域復旧・復興事業計画を踏まえ、地域住民の意見を聴きながら検討しています。 

○平成２６年度、両竹・浜野地区の世帯を対象に実施した「津波被災地域住民意向調査」で墓地に関する意向を確認したところ、回答があった５７世帯のうち

「墓地の再建が必要」とした世帯が３６世帯あり、墓地再建に関するニーズが確認されました。 

○両竹地区の墓地は元通り残っており、墓地をそのまま残したい意向も強いことから、この墓地を活かしていくことが考えられます。 

○一方で、浜野地区や高線量の地区で、中間貯蔵施設エリア内に存在する墓地の検討など、町全体の課題として「共同墓地」（町内の別の場所）の整備を進めて

いく必要もあり、新たな共同墓地を移転先の選択肢とする検討も進めていかなければと考えています。 

○住民意向調査で全町民に共同墓地の需要について調査し、その結果を踏まえ、墓参についての利便性や線量の低い場所を考慮し、議会とも協議した上で場所や

規模を検討します。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○新たな墓地整備は必要不可欠の課題であり、平成２７年度に実施した住民意向調査の結果を踏まえ、具体的な整備に向けて整備予定箇所の除染や整備内容の検

討を進めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度の検討結果に基づいて、新たな墓地の整備に着手します。 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度の取組を継続して、新たな墓地の整備を進めていきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７９ページ 

    ③ふるさとの荒廃の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

税務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
倒壊建物の撤去や危険建物の応急修理・除却、屋根の保全、危険物の除去、除草などについて、国等との協議を行い、その実施を要求していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○津波被災地域における半壊以上の被災家屋等の物件について、環境省による「建物解体」を当該年度内で実施します。 

○津波被災地域は、環境省による倒壊建物等の解体撤去を実施し、除染のスムーズな執行に対応していきます。 

○現在の双葉町は、環境大臣から汚染廃棄物対策地域「警戒区域・計画的避難区域」（福島県内の１１市町村）として指定されているため、全ての廃棄物につい

ては、対策地域廃棄物として処理責任を国が担うことから、今後、国が処理計画＊を立て処理を実施することになっています。 

＊国が立てる「処理計画」は、避難指示解除準備区域及び居住制限区域を対象としています。帰還困難区域については、廃棄物処理に従事する作業者の安全確

保等の点に鑑み、これらの地域における今後の線量低減の見通しを見極めつつ、処理方針を検討することとされています。 

○帰還困難区域における廃棄物処理については、処理方針等の課題もあるため国と十分に協議し進めていきます。 

 

≪取組の現状≫ 
（住民生活課） 

○帰還困難区域（町全体の９６％）は手つかずの状態です。避難指示解除準備区域（町全体の４％）の両竹、中浜、中野地区については、平成２６年１１月から

環境省が直轄実施する「災害廃棄物収集」「被災車両収集」「被災家屋解体」「家屋等基礎撤去」「除染」が行われていることから、双葉町復興の足掛かりとなる

ものと考えています。 

○津波がれき撤去・集約整理（集積処理施設の整備と搬入、遺留品の確認）については、撤去・整理時に慎重に作業を行い「思い出の品」として返還できるよう

休憩施設「双葉町ふれあい広場」脇に常設展示しております。 

○環境省では、避難指示解除準備区域の災害廃棄物を仮置きするため、中野地区のご理解・ご協力を受け廃棄物仮置場を建設し、供用開始しています。 

○廃棄物仮置場の一部供用開始を受け、津波被災地域（両竹、中浜、中野）に点在する津波がれきの収集・運搬等が始まり、現地で重機等により選別した後、中

野地区に設置した廃棄物仮置場へ運搬し適正に保管されています。 

 ○国との協議が整ったことにより、平成２７年１１月１日から町内全域（帰還困難区域・避難指示解除準備区域）６５箇所のごみステーションへの持ち込みによ

る「家庭内の片付けごみ」回収が開始されました。ごみ回収にあたっては、仮置場の確保が重要課題となっており、前田地内のご理解・ご協力を受け、廃棄物

仮置場を建設中です。なお、早期のごみ回収に着手する必要があることから、仮置場の一部供用を開始しております。 

 ○国に対しては帰還困難区域における廃棄物処理方針を早期に示すよう求めるとともに、特に粗大ごみ・家電製品・雑草・剪定枝・稲わら等の生活ごみやガソリ

ン・灯油・ガスボンベ等発火爆発の危険性のあるモノ等について、今後、新たな仮置場の設置や危険物の処理処分を順次環境省と協議を進めています。 
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（税務課） 

 ○平成２７年９月から１１月にかけ家屋被害認定調査を実施しました。損壊程度を認定したうえで、り災証明を発行しました。 

調査棟数７５棟 （全壊 １４棟、大規模半壊 １７棟、半壊４１棟、一部損壊 ３棟） 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○町民ニーズの強い、帰還困難区域における片付けゴミの処分等については、処理方針等の課題もあるため国と十分に協議し進めていきます。 

 町内全域を対象とした「家庭内の片付けごみ」回収の継続実施が決定しました。引き続き粗大ごみ・家電製品等の回収については、国と十分に協議を進め早期

の回収が可能となるよう取り組んでいきます。 

○津波被災地域における半壊以上の被災家屋等の物件について、環境省による「建物解体」を当該年度内で実施します。 

○津波被災地域は、環境省による倒壊建物等の解体撤去を実施し、除染のスムーズな執行に対応していきます。 

○現在の双葉町は、環境大臣から汚染廃棄物対策地域「警戒区域・計画的避難区域」（福島県内の１１市町村）として指定されているため、全ての廃棄物につい

ては、対策地域廃棄物として処理責任を国が担うことから、今後、国が処理計画＊を立て処理を実施することになっています。 
＊国が立てる「処理計画」は、避難指示解除準備区域及び居住制限区域を対象としています。帰還困難区域については、廃棄物処理に従事する作業者の安全確保等の点に鑑

み、これらの地域における今後の線量低減の見通しを見極めつつ、処理方針を検討することとされています。 

○帰還困難区域における燃料系の廃棄物処理については、処理方針等の課題もあるため国と十分に協議し進めていきます。 

 灯油・ガスボンベの回収について、具体的な回収方法が国から示されてきたことから、年度前半に住民周知が出来るよう取り組んでいきます。 

 

（税務課） 

○家屋被害認定調査を行い、損壊程度を認定したうえでり災証明を発行していきます。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○平成２８年度と同様に事業を実施して行きます。 

 

（税務課） 

○家屋被害認定調査を行い、損壊程度を認定したうえでり災証明を発行してい

きます。 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
（住民生活課） 

○平成２９年度と同様に事業を実施して行きます。 

 

（税務課） 

○家屋被害認定調査を行い、損壊程度を認定したうえでり災証明を発行してい

きます。 
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129 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７９ページ 

    ③ふるさとの荒廃の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
国等に対して防犯・防火対策の徹底を要求していくとともに、町としての取組についても検討を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○双葉地方広域市町村圏組合消防本部による既存の防火水槽の点検を継続して実施します。 

○ 双葉地方広域市町村圏組合消防本部の設置した仮設防火水槽２箇所８基と町で設置した仮設防火水槽７箇所２８基を維持管理していきます。 

○引き続き、夜間対応を含めた警備事業者による２４時間３６５日の防犯・防災パトロールを実施していきます。 

○一時帰宅実施時には、町内出身者を雇用した町臨時職員により、きめ細やかな対応を心掛けていきます。 

 

≪取組の現状≫ 
○双葉地方広域市町村圏組合消防本部による既存の防火水槽の点検を実施しています。 

○平成２６年度事業で、市街地の長塚地区に４箇所１６基（１６０ｔ）、新山地区に３箇所１２基（１２０ｔ）の組立式防火水槽を設置しました。 

 ※既に双葉地方広域市町村圏組合消防本部が設置した２箇所８基（８０ｔ）と合わせ、９箇所に３６０ｔの水利を確保し火災等への対応に備えております。 

○平成２６年度事業で整備した「双葉町防犯・防災総合システム」を運用し、国道６号沿いの町内主要交差点付近８箇所に１４基の車番認識機能付きの防犯カメ

ラを設置し、双葉警察署との連携を深め、犯罪の抑止に努めています。 

○双葉町防犯・防災総合システムは、犯罪抑止効果向上を期待して、双葉町内の国道６号沿い主要交差点付近に設置した車番認識機能付きの防犯カメラにより撮

影した情報をデータセンターに蓄積し、警察機関からの情報開示依頼を受けて犯罪捜査のために情報提供協力を行うものです（詳細は１２４に記載）。 

○双葉町防犯・防災パトロール事業については、業務委託した警備事業者により双葉町内の防犯・防災のために、３６５日２４時間体制で警備にあたっていま

す。 
※実施内容：事業開始当初は、巡回員２名ひと組による車両２台体制の巡回業務を日中のみ実施しておりましたが、国道６号の自由通行再開やインフラ復旧作業の加速化によ

り双葉町内への入域人口が増加しているため、防犯体制強化の目的で平成 27 年１月６日より、夜間（18：00～翌 8：00）の巡回員２名ひと組による車両２台体制の巡回業務

を追加いたしました。 

○町民のみなさんの一時帰宅実施時には、町内出身者を雇用した町臨時職員によるパトロールも併せて実施しており、町民のみなさんの安全確保等について、双

葉町民同士によるきめ細やかな対応を心掛けています。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○広域消防本部による既存の防火水槽の点検を継続して実施します。 

○市街地に新たな仮設防火水槽を設置するように検討していきます。 

○引き続き、夜間対応を含めた警備事業者による２４時間３６５日の防犯・防災パトロールを実施していきます。 

○一時帰宅実施時には、町臨時職員により、きめ細やかな対応を心掛けていきます。 

○避難指示解除準備区域内の町境にバリケードを設置します。当該バリケードは日中は解放し夜間は閉め切りとして、防犯対策を実施します。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○平成２８年度と同様に事業を実施して行きます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○平成２９年度と同様に事業を実施して行きます。 
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130 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７９ページ 

 ③ふるさとの荒廃の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
不在地主の発生や、相続の発生に伴う所有権の複雑化等の問題について、国・県・住民と協議して対応の方向性を検討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後の復興事業の進捗に合わせて関係機関と調整を進めます。 

≪取組の現状≫ 
○地権者個々及び家族間の問題であり、行政が関与していくことは困難な面があります。 

○今後の課題として以下の点が挙げられます。 

 ・避難生活の長期化による不在地主の増加 

 ・復旧・復興事業の支障となることを危惧 

○現在、不在地主については大きな問題となっていませんが、今後、住民帰還後のまちづくりを進めていく中で、不在地主の同意取り付けに時間がかかれば事業

に支障をきたすことは必至であり、また、空き家として長期間放置されれば防火・防犯上の問題も出てきます。問題点や課題を整理しながら、どのような対策

が可能か、関係機関との連携も含め検討しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○今後の復興事業の進捗に合わせて関係機関と調整を進めます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○今後の復興事業の進捗に合わせて関係機関と調整を進めます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○今後の復興事業の進捗に合わせて関係機関と調整を進めます。 
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131 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７９ページ 

③ふるさとの荒廃の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町内のインフラ等の被害状況調査を実施します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○避難指示解除準備区域内の町道等の災害査定に向けて、被害箇所の測量設計を実施し査定実施の準備をします。 

○避難指示解除準備区域内の下水道管の被害調査を実施します。 

○帰還困難区域の重要度の高い町道については、除染終了後、災害査定に向けて被害箇所の測量設計を実施し査定実施の準備をします。 

○上水道施設について、事業主体である双葉地方水道企業団と復旧に向けた協議を進めます。 

○下水道施設について、復旧時期及び計画を検討していきます。 

≪取組の現状≫ 
○帰還困難区域内の町道、河川等の公共土木施設については、以前より依頼していた、ふくしま市町村支援機構で平成２５年１２月に現地の被害調査を実施しま

した。 

○避難指示解除準備区域内の公共土木施設については、民間コンサルタントに被害調査委託を発注し、平成２６年３月に委託業務が完了しました。 

○ＪＲ常磐線を跨ぐ深谷跨線人道橋について、災害査定を受検し災害復旧事業に認められました。 

○農地農業用施設の被害調査については、農林水産省事業の福島農業基盤復旧再生計画調査で町が要望した箇所を国が災害復旧調査設計業務を行っており、平成

２５年度には沢入第１ため池外１か所の調査設計業務を行い、平成２６年度には北斗迫ため池外１９箇所のため池、幹線水路の被害調査設計を実施しました。 

 平成２７年度は、農道入江線、石熊上江外３用水路、山田廹外３ため池(鶴巻、矢ノ目沢第一、稲荷廹)の被害状況調査を実施しています。 

○平成２７年１２月１６日に、復興庁や国土交通省等に対して、インフラ（社会資本等）施設の早期復旧・整備について次の事項に係る要望活動＊を行いまし

た。 
＊常磐自動車道の４車線化の早期整備、国道６号の全線４車線化及び国道２８８号の拡幅、整備が決定した（仮称）双葉インターチェンジからのアクセス道路となる県道井

手・長塚線の早期整備のための支援、上下水道施設の早期復旧のための支援制度の充実等。 

○被災した国道２８８号については、道路管理者である県において災害復旧工事に着手しており、平成２７年度内に完了する予定です。 

また、県道の災害復旧工事の完了見通しは次のとおりとなっています。 

・平成２８年度完了予定＝「いわき・浪江線」、「長塚・請戸・浪江線」、「井手・長塚線」 

・平成３０年度完了予定＝「広野・小高線」 

○上水道施設の被害状況調査等について、事業主体である双葉地方水道企業団が調査に着手しています。 

○下水道管路調査については、避難指示解除準備区域内と県道下の一次調査を実施中です。 

●避難指示解除準備区域内の町道等の災害復旧は、他事業(町内復興拠点整備、復興祈念公園等) との調整が必要となります。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○帰還困難区域を含めた災害査定の準備を進めます。 

○避難指示解除準備区域内の町道等の災害箇所は、他事業(町内復興拠点整備、復興祈念公園等) との連携・調整を図りながら復旧を進めます。 

○町道等の災害査定に向けて、引き続き被害箇所の測量設計を実施し査定実施の準備をします。 

○帰還困難区域の重要度の高い町道については、除染終了後、災害査定に向けて被害箇所の測量設計を実施し査定実施の準備をします。 

○避難指示解除準備区域内の下水道管の被害調査を実施します。 

○上水道施設について、事業主体である双葉地方水道企業団と復旧に向けた協議を進めます。 

○下水道施設について、復旧時期及び計画を検討していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンを受けて、インフラ復旧を実施していきま

す。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンを受けて、インフラ復旧を実施していきま

す。 
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132 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７９ページ 

③ふるさとの荒廃の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
農業施設（ため池、水路等）の管理・保全を実施します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○ため池、農業施設は、国・県のため池の放射線測定結果や復興計画等の進捗に合わせ、施設の管理保全を行います。 

○ため池や水路の管理に必要な通路の確保に努めます。 

○平成２６年度に要望した「福島調査事業」により、避難指示解除準備区域の農地の津波被災調査と、ため池、用水・排水路の調査を行う予定です。 
 

≪取組の現状≫ 
○町内６８箇所のため池のうち、大きなため池９箇所の管理通路の草刈業務委託を発注しました。台風等の降雨に備え、二次災害防止のため、取水栓を開放して

水位を下げたり、ゴミの除去を実施したり、台風や大雨の後も巡回により水位や堤体の状況確認を行ったりして管理しています。 

○用水路については、人家周辺は、枯葉や枯れ枝等のゴミで水路が閉塞し、大雨時に家屋へ浸水するのを防止するため、道路パトロールと同時にゴミの除去を実

施して管理しています。 

○東北農政局では、平成２５年度に要望した福島農業基盤復旧再生計画調査事業により、ため池１９箇所の被害状況調査を実施しました。また用水路についても

羽鳥や下条・請戸川土地改良区が管理する水路被災調査を実施しています。次年度以降の調査箇所についても東北農政局に要望していきます。 

○農道入江線、石熊上江外３用水路、山田廹外３ため池(鶴巻、矢ノ目沢第一、稲荷廹)の被害状況調査を実施しています。 

●今後、農業施設の被災箇所の修繕にあたっては、営農再開が前提となります。まずは、避難指示解除準備区域での営農再開への取組として、復興組合の設立を

目指し、復興組合による農地の保全管理と試験栽培などの取組みを進めていく必要があります。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○復興計画等の進捗に合わせ、施設の管理保全を行います。 

○復興組合の設立を目指し、復興組合などによる農地の保全管理や、福島県による試験栽培などの取り組みへ参加する農業者などを支援していきます。 

○荒廃した農地での火災延焼防止のため、緩衝帯となる防火帯整備事業を行います。 

○ため池、農業施設は、国・県のため池の放射線測定結果や復興計画等の進捗に合わせ、施設の管理保全を行います。 

○ため池の管理に必要な通路の確保に努めます。 

○平成２６年度に要望した「福島調査事業」により、避難指示解除準備区域の農地の津波被災調査と、ため池、取水堰・排水路の調査を行う予定です。 
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≪平成２９年度の計画≫ 
○復興計画等の進捗に合わせ、施設の管理保全を行います。 

○復興組合などによる農地の保全管理と試験栽培などの取り組みを支援してい

きます。 

○荒廃した農地での火災延焼防止のため、緩衝帯となる防火帯整備事業を行い

ます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○復興計画等の進捗に合わせ、施設の管理保全を行います。 

○復興組合などによる農地の保全管理と試験栽培などの取り組みを支援してい

きます。 

○荒廃した農地での火災延焼防止のため、緩衝帯となる防火帯整備事業を行い

ます。 
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133 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ７９ページ 

③ふるさとの荒廃の防止 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
野生鳥獣（牛、猪豚等）の駆除等の対策を実施します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○国、県とも継続事業として、捕獲事業の実施を予定しています。 

○帰還困難区域については、箱ワナ個数の増設を国に要望していくとともに、箱ワナ以外の効果的な捕獲策について国へ検討を求めていきます。 

≪取組の現状≫ 
○イノシシの捕獲については、帰還困難区域は平成２６年度に引き続き国から委託を受けた（一財）自然環境研究センターが、平成２７年８月１日から箱ワナを

１０基設置し、平成２８年１月末現在８３頭を捕獲処分しました。避難指示解除準備区域は、福島県営農再開支援事業により福島県から受託した（一財）自然

環境研究センターが平成２７年５月２３日から箱ワナ５基を設置し、平成２８年１月末現在９頭を捕獲処分しました。 

○一方で、平成２５年度末頃からイノシシやハクビシン、そして外来種であるアライグマにより家屋のサッシ戸やガラスが壊され、住家や物置へ侵入し、住宅へ

の進入路や住宅敷地、家屋内を荒らす被害も発生しています。 

○次年度以降の事業の継続と箱ワナの増設を国、県へ要望していきます。 

○農地の荒廃を起因とする野生動物からの住宅等の被害防止のための補助事業（資材購入費補助）を創設しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、有害鳥獣の駆除と住宅等の被害防止のための事業を継続していきます。 

○国、県とも継続事業として、捕獲事業の実施を予定しています。 

○帰還困難区域については、箱ワナ個数の増設を国に要望していくとともに、箱ワナ以外の効果的な捕獲策について国へ検討を求めていきます。 

○農地の荒廃を起因とする野生動物からの住宅等の被害防止のため、平成２７年度に創設した補助事業（資材購入費補助）について、効果等を踏まえ見直しを行

いながら継続していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、有害鳥獣の駆除と住宅等の被害防止のための事業を継続していき

ます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、有害鳥獣の駆除と住宅等の被害防止のための事業を継続していき

ます。 
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134 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組】                  ８０ページ 

④町民のきずなの維持 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
 全国各地に避難しバラバラになってしまった町民のきずなを維持・回復させることで、ふるさと双葉町への思いをつなぎ、将来の町の復興を担う人材を確保しま

す。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策７７～１１８に同じ 
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135 

136 

137 

138 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８２ページ 

①帰還条件の達成に向けた取組 

（ア）放射線量の低減 

≪進行管理の主担当課≫ 
 

産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（135）今後の除染の進め方について国と協議していきます。 

（136）避難指示解除準備区域から優先して除染の実施を要求します。 

（137）帰還困難区域では除染モデル事業の実施を国と協議していきます。 

（138）田畑・森林を含めて双葉町全域の除染が効率的・効果的に行われるよう除染技術の開発を国等に要求します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○避難指示解除準備区域内の除染作業の早期完了を目指していきます。 

○帰還困難区域内の復興拠点、重要な施設・地区の除染を国に要求していきます。 

○実施されたモデル除染事業等の結果を検証しながら、双葉町全域の除染が効率的・効果的に行われるよう除染技術の開発を国等に要求していきます。 

≪取組の現状≫ 
○平成２５年度に帰還困難区域内でモデル除染＊を実施した結果、空間線量について除染直後では５１～６６％程度の低減が見られました。さらに環境省におい

て平成２６年に実施した１回目の追跡調査によれば、除染前に比べ６６～７３％程度、平成２７年に実施した２回目の追跡調査では、除染前に比べ６９～  

７７％の低減が見られました。 
＊モデル除染は、双葉厚生病院一帯、ふたば幼稚園、双葉町農村広場で実施しました。 

○平成２６年度から帰還困難区域において拠点除染＊を実施しています。 
＊拠点除染は、役場、双葉中学校、町コミュニティセンター、携帯電話基地局、県道、国道、町道等の一部で実施済みです。今後は、双葉駅周辺町道の一部の除染が実施さ

れます｡ 

○平成２６年７月に環境省が策定した特別地域内除染実施計画に基づき、避難指示解除準備区域約２００ｈａの除染を実施中です。平成２７年度中の完了を予定

しています。 

○国に対しては、除染の推進に関して次の内容について要望しています。 
①政府・与党への要望活動（平成２６年７月１６・１７日） 

・国直轄による帰還困難区域の先行除染を町と十分協議して実施すること。 

・帰還困難区域のうち町内復興拠点が構想される地域については、本格的な除染を先行して実施すること。 

②復興大臣への要望活動（平成２６年１１月２６日） 

・復興拠点の整備には、道路・上水道等のインフラ復旧が不可欠であることから、帰還困難区域であっても道路の優先的な除染を行い、早期に復旧工事が可能となるように措 

置すること。 
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③自由民主党福島県議会議員会ふくしま復興本部への要望活動（平成２７年４月１６日） 

・「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」の早期実現のため、町内の帰還困難区域の除染を早期に実施すること。 

④復興大臣への要望活動（平成２７年６月２９日） 

    ・町内復興拠点の早期整備に向け、帰還困難区域の除染を早期に実施すること。 

   ⑤環境大臣・復興大臣等への要望活動（平成２７年１２月１６日） 

・双葉駅周辺の「町内復興拠点」について、面的除染を優先的に実施すること。 

・（仮称）双葉インターチェンジ建設予定地、水道管埋設町道、町内共同墓地候補地についても優先的に除染を実施すること。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○帰還困難区域内の復興拠点、重要な施設・地区の除染に着手するとともに、その区域拡大を国に要求していきます。 

○実施されたモデル除染事業等の結果を検証しながら、双葉町全域の除染が効率的・効果的に行われるよう除染技術の開発を国等に要求していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンに基づき、帰還困難区域の除染区域拡大を

国に要求していきます。 

○実施されたモデル除染事業等の結果を検証しながら、双葉町全域の除染が効

率的・効果的に行われるよう除染技術の開発を国等に要求していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンに基づき、町内の除染区域拡大を国に要求

していきます。 

○実施されたモデル除染事業等の結果を検証しながら、双葉町全域の除染が効

率的・効果的に行われるよう除染技術の開発を国等に要求していきます。 
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139 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８２ページ 

    ①帰還条件の達成に向けた取組 

     （ア）放射線量の低減 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
住民生活課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町内の放射性物質や放射線量の状況を継続的にモニタリングして、町民に公表していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町独自の「環境放射線モニタリング事業」を継続して実施し、その結果を福島県のインターネットサイト上の福島県放射線測定マップに市町村独自測定データ

として登録し、随時公表していきます。 
 

≪取組の現状≫ 
○平成２４年度から町独自の「環境放射線モニタリング事業」を実施し、その結果を福島県のインターネットサイト上の福島県放射線測定マップに市町村独自測

定データとして登録し、随時公表しています。（町公式ホームページの放射線モニタリング情報中「福島県内市町村独自調査測定マップ」から確認できます） 

○平成２７年度は、定点モニタリングとして下記を実施してきました。 

① 町内全体定点放射線量当量率測定      １㎢毎６２メッシュ１６０箇所 

② 住宅地定点放射線量当量率測定       100ｍメッシュ２１８箇所 

③ 町内主要地域土壌中放射能濃度測定     ２５箇所 

④ 町内主要地域土壌中放射性プルトニウム測定 １３箇所 

≪平成２８年度の計画≫ 

○町独自の「環境放射線モニタリング事業」の委託・測定結果の公開を継続するとともに、測定回数及び測定地点の追加を検討します。 
○町内の放射線の環境影響を継続して監視します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○委託測定業務・公開を継続して実施します。 

○町内の放射線の環境影響を継続して監視します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○委託測定業務・公開を継続して実施します。 

○町内の放射線の環境影響を継続して監視します。 
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141 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８３ページ 

 ①帰還条件の達成に向けた取組 

  （イ）福島第一原子力発電所の廃炉措置の安全確保 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(140) 福島第一原子力発電所の廃炉措置の安全確保の徹底を国・東京電力に要求していきます。また、廃炉作業中の災害・事故への危機管理体制の構築を要求し

ていきます。 

(141) 複数の避難道路の確保を国・県に要請していきます。 

(142) 福島県及び周辺町村と連携して、廃炉措置の監視を行います。 

(143) 廃炉措置の進捗状況の幅広い情報公開を東京電力に要求していきます。 

 

≪平成２７年度の計画≫ 
○原子力発電所の廃炉作業については、町への帰還を判断する大前提となることから、引き続き、新たな安全協定に基づき「福島県原子力発電所の廃炉に関する

安全監視協議会」において、取組状況の検証及び現地調査等により、東京電力に対し安全管理の徹底を強く要求していきます。 

○とりわけ、凍土遮水壁の運用開始、３号機の使用済燃料取り出し、１号機のカバー解体及びガレキ撤去作業など重要な取組が予定されていることから、住民の

立場に立った安全管理の徹底を求めていきます。 

○国に対しても定期的に要請を行い、国が前面に立った廃炉措置の安全確保及び危機管理体制の徹底を求めていきます。 

○今後、新・増設等が計画されている施設等については、新しい安全協定に基づき、福島県、関係機関、専門家等と連携しながら、技術的な検討はもとより、周

辺環境に及ぼす影響や作業員の安全性等についても検討し、安全確保を図っていきます。 

○道路の新設をはじめとする複数の避難道路の確保についても、国・県等に要請し、復旧・復興の加速化を図っていきます。 

○広報紙への折込みによってホームページを閲覧できない高齢者等にも廃炉作業の進捗状況が伝わり、原発に対する不安解消につながり、ひいては帰還への道し

るべとなることから、継続した取組を求めていきます。 
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≪取組の現状≫ 
○「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」において、福島第一・１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ等に基づく国及び東京電力

の取組状況について確認するとともに、現地調査等を通じて東京電力の危機管理態勢の強化と国の積極的な関与を要求しています。 

■福島県の原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の開催状況（平成２８年１月末現在） 

・平成２５年度１６回 

・平成２６年度１２回 

・平成２７年度１０回（4/27（※）、5/26、6/23（※）、7/15、7/28（※）、8/26（※）、9/14（※）、11/5（※）、11/24（※）、1/8）※は現地調査 

■福島県の原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会（労働者安全衛生対策部会、環境モニタリング評価部会）の開催状況（平成２８年１月末現在） 

・平成２５年度 ３回 

・平成２６年度 各４回 労働者安全衛生対策部会、環境モニタリング評価部会 

・平成２７年度 各３回 労働者安全衛生対策部会（6/3、9/2、12/3）、環境モニタリング評価部会（6/3、9/2、12/8） 

■東京電力における廃炉作業の進捗状況（平成２７年１０月末現在） 

・平成２７年７月２８日に、１号機建屋カバー屋根パネルの取り外し作業を開始し、１０月５日に全ての屋根パネルの取り外しが完了。 

・３号機使用済燃料プール内の燃料取り出しのため、大型ガレキ撤去作業を行うとともに、同機原子炉格納容器の内部調査を実施。 

・多核種除去設備（全系統）及び増設多核種除去設備、高性能多核種除去設備は現在ホット試験中（本格稼働は未定） 

 （多核種除去設備で約 257,000 ㎥、増設多核種除去設備で約 235,000㎥、高性能多核種除去設備で約 92,000 ㎥を処理）（平成２７年１２月１７日時点） 

・地下水バイパスからの地下水の汲み上げ･排水開始（平成２６年５月２１日～平成２７年１２月２１日まで 154,012㎥排水。） 

・サブドレン･地下水ドレンからの地下水の汲み上げ･浄化･排水開始（平成２７年９月３日～平成２７年１２月２１日まで 36,376ｍ3排水。） 

・凍土遮水壁（陸側遮水壁）の工事（平成２７年１０月に山側、海側の削孔工事完了。現在、海側のブライン配管敷設中。） 

（凍結管用：１，５６８本／１，５６８ 本、測温管用：３５９本／３５９本、凍結管１，５６８本／１，５６８本建込（設置）完了） 

・平成２７年１０月２６日に、海側遮水壁（鋼管矢板打設）の閉合作業が終了。 
 

○平成２７年４月２２日に、町において、福島第一原子力発電所視察を実施し、併せて福島第一原子力発電所の廃炉作業の安全かつ確実な実施、作業員の健康管

理、教育・訓練等のさらなる充実及び住民の安心・安全のための迅速な情報提供を行うよう要求しました。 
 
○平成２７年４月２７日に、全国原子力発電所所在市町村協議会において、国に要請活動を行い、「安全の確保、放射性廃棄物等の処理・処分」、「立地市町村

への持続的振興」、「原子力発電に対する国民理解の促進」の重点項目３項目（具体的事項７事項）について要請しました。 
 

○平成２７年５月２８日に、全国原子力発電所所在市町村協議会総会が開催され、国と意見交換を行い、事故収束に向けた確実な処理と安全管理の徹底、高線量

ガレキの処理・処分に係る方針の早急な打ち出し、廃炉措置のリスク評価とその安全性について説明を行うよう要望しました。 
 
○平成２７年６月２４日に、政府関係機関並びに自民党東日本大震災復興加速化本部長、衆議院議長に対して、過去に類の見ない極めて過酷な原子力災害である

という特殊事業を再度認識し、原子力発電所の安全対策や除染作業等を強力に進展させるとともに、東京電力から迅速、公平かつ適正な賠償を促すなど諸課題

に総力を挙げて取り組み、双葉郡の復興・再生に向け国の責務として対応するよう、双葉地方町村会及び双葉地方町村議長会より強く要望しました。 
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○避難道路の確保について、町内に常磐自動車道の追加インターチェンジの設置が決定し、平成２７年６月２３日に、常磐自動車道と町道双葉インター線の連結

許可書が手交されました。 
 
○東京電力に廃炉措置の進捗状況の幅広い情報公開を要求するなど、下記の取組を実施しました。 

■平成２６年２月から、福島第一原発における廃炉作業と汚染水対策の現況について周辺自治体や関係団体などから要望や意見を聞く国の「廃炉・汚染水対策

福島評議会」が開催され、東京電力に対し、受け手側に立ったわかりやすい情報発信を求めています。（延べ 10 回開催。平成２７年度 4/9、6/15、9/29、

12/22） 

■広報（ふるさとふくしま帰還支援事業広報物）の発行（毎月１回１５日発行）に合わせて、東京電力において廃炉作業の進捗状況を周知するための「壁新

聞」を発行・折込みが行われています。（平成２４年１２月～平成２８年１月までに延べ３８回 １１３，７００部発行） 
 
○国立研究開発法人日本原子力開発研究機構（ＪＡＥＡ）が、福島第一原子力発電所廃炉措置推進のため、遠隔操作機器・装置の開発・実証試験を行う「楢葉

遠隔技術開発センター」を整備し、平成２７年１０月に一部運用を開始しました。 

○平成２８年１月４日に、東京電力に対して、事故の原因者として誠意ある対応を求め「福島第一原子力発電所の廃炉、双葉町の復旧・復興、原子力損害賠償

の完全実施に関する要求書」を手交しました。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 

○廃炉作業の進捗状況に応じて、廃炉安全監視協議会での監視等を通じて、引き続き、国や東京電力に要求していきます。 

○原子力発電所の廃炉作業については、町への帰還を判断する大前提となることから、引き続き、新たな安全協定に基づき「福島県原子力発電所の廃炉に関する

安全監視協議会」において、取組状況の検証及び現地調査等により、東京電力に対し安全管理の徹底を強く要求していきます。 

○とりわけ、凍土遮水壁の運用開始、３号機の使用済燃料取り出しに向けたカバー設置作業、１号機の原子炉建屋カバー解体作業など重要な取組が予定されてい

ることから、住民の立場に立った安全管理の徹底を求めていきます。 

○国に対しても定期的に要請を行い、国が前面に立った廃炉措置の安全確保及び危機管理体制の徹底を求めていきます。 

○今後、新・増設等が計画されている施設等については、新しい安全協定に基づき、福島県、関係機関、専門家等と連携しながら、技術的な検討はもとより、周

辺環境に及ぼす影響や作業員の安全性等についても検討し、安全確保を図っていきます。 

○道路の新設をはじめとする複数の避難道路の確保についても、国・県等に要請し、復旧・復興の加速化を図っていきます。 

○広報紙への折込みによってホームページを閲覧できない高齢者等にも廃炉作業の進捗状況が伝わり、原発に対する不安解消につながり、ひいては帰還への道し

るべとなることから、継続した取組を求めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○廃炉作業の進捗状況に応じて、廃炉安全監視協議会での監視等を通じて、引

き続き、国や東京電力に要求していきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○廃炉作業の進捗状況に応じて、廃炉安全監視協議会での監視等を通じて、引

き続き、国や東京電力に要求していきます。 
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144 

145 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８３ページ 

 ①帰還条件の達成に向けた取組 

  （ウ）インフラ等の復旧 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
（144）町内のインフラ等の被害状況調査を実施します。 

（145）道路などの基本的なインフラについては、避難指示解除準備区域とされたところから除染の進捗を踏まえつつ、順次復旧を進めていきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策１３１に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策１３１に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策１３１に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策１３１に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策１３１に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８３ページ 

 ①帰還条件の達成に向けた取組 

  （ウ）インフラ等の復旧 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

（産業建設課） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
双葉町で生活できるようになるには、保健・医療・福祉・教育のほか郵便・商業など生活関連サービスの再開が不可欠ですが、これらの施設の再開については、

町への帰還見通しや町の復興の在り方と密接に関わるため、その見通しや在り方を見極めながら施設再開の進め方を検討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○双葉町復興まちづくり長期ビジョンの具体化に向けた取組を行います。 

≪取組の現状≫ 
（復興推進課） 

○復興シンボル軸の形成と合わせて新市街地ゾーンに「新たな生活の場」を構築し、生活関連施設や公共施設を整備することを検討しています。 

○既存の中心市街地を活用し、歴史のある建造物の保存、再建を図るなど、古き良き町並みを再生しながら商店や住宅等を中心とした町の再整備を行い、ふるさ

とでの暮らしを感じられるような場の創出について検討しています。 

○まちづくり長期ビジョンの具現化に向けて、双葉町復興町民委員会、復興産業等拠点部会＊等で検討を進め、提言をいただきました。提言を踏まえて、具体的

な事業化に向けた検討をしています。 
＊部会の開催 ８月２６日/９月２８日/１０月２９日/１１月２５日/１２月８日 

（産業建設課） 

○双葉町大字寺沢地内に、（仮称）双葉インターチェンジが整備されることになりました。平成３１年度末の完成に向けて、地権者の方々の御理解と御協力をい

ただきながら関係機関等と調整しています。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンを踏まえて、施設再開の進め方を検討します。 

○（仮称）双葉インターチェンジについて、平成３１年度末の完成に向けて、関係機関等と調整しながら工事を進めていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンを踏まえて、施設再開の進め方を検討します。 

○（仮称）双葉インターチェンジについて、平成３１年度末の完成に向けて、

関係機関等と調整しながら工事を進めていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンを踏まえて、施設再開の進め方を検討します。 

○（仮称）双葉インターチェンジについて、平成３１年度末の完成に向けて、

関係機関等と調整しながら工事を進めていきます。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８７ページ 

 ②津波被災地域の復旧・復興への取組 

≪進行管理の主担当課≫ 
 

復興推進課 

 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
地域住民が参画する検討の場を設置し、津波被災地域の今後の在り方について早急に議論を開始し、同地域の復興事業計画を策定します。隣接する浪江町の津波

被災地域の復興計画とも連携して検討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○双葉町津波被災地域復旧・復興事業計画（両竹・浜野地区復興計画）に基づいて事業の具体化を検討していきます。 

≪取組の現状≫ 
 

施策１４９、１５０に同じ 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策１４９、１５０に同じ 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策１４９、１５０に同じ 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策１４９、１５０に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８７ページ 

②津波被災地域の復旧・復興への取組 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
産業建設課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
復興事業計画に基づき、除染、道路・海岸堤防などのインフラ復旧を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○平成２７年５月から年度末にかけて本格除染が実施されます。 

○災害復旧事業に採択された森合橋の本格復旧に向けて詳細設計を行っていきます。 

○県事業である海岸防災林造成事業について、県では平成２７年度から調査に着手し平成３２年度の工事完了を目標としています。 

○避難指示解除準備区域内の下水道管の被害調査を実施します。 

≪取組の現状≫ 
○平成２６年７月に双葉町における特別地域内除染実施計画が策定され、平成２７年５月から本格除染が実施されています。 

○被害調査を受けて、津波により流失した森合橋の国による災害査定が平成２６年８月に実施・採択され、現在詳細設計を行っています。 

○県事業である海岸堤防、県道、河川についても平成２６年８月に災害査定が終了しました。今後、事業概要説明会の開催、用地調査、用地買収等を順次行い、

平成３０年度の工事完了を目標としています。 

○同様に県事業である海岸防災林については、平成２７年度から測量・調査・設計を実施しており、平成３２年度の工事完了を目標としています。 

○ＪＲ常磐線を跨ぐ深谷跨線人道橋について、災害査定を受検し災害復旧事業に認められました。 

●避難指示解除準備区域内の町道等の災害復旧は、他事業(町内復興拠点整備、復興祈念公園等) との調整が必要となります。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○避難指示解除準備区域内の町道等の災害箇所は、他事業(町内復興拠点整備、復興祈念公園等)との連携・調整を図りながら復旧を進めます。 

○県事業である海岸防災林造成事業について、県では平成２７年度から調査に着手し平成３２年度の工事完了を目標としています。 

○避難指示解除準備区域内の下水道管の被害調査を実施します。 

○町道等の災害査定に向けて、引き続き被害箇所の測量設計を実施し査定実施の準備をします。 

○下水道施設について、復旧時期及び計画を検討していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンを受けて、インフラ復旧を実施していきま

す。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町の復興まちづくり長期ビジョンを受けて、インフラ復旧を実施していきま

す。 
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150 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８７ページ 

 ②津波被災地域の復旧・復興への取組 

≪進行管理の主担当課≫ 
復興推進課 

産業建設課（除染・インフラ） 

住民生活課（廃棄物） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(149)除染・インフラの目途がついた浜野・両竹地区を双葉町全体の復興拠点として、除染・インフラ復旧のための拠点、復興モデル事業等の拠点として必要な施

設の整備を進めます。 

(150)将来にわたって土地利用に規制をする災害危険区域の指定など、将来の土地利用の在り方については、地域住民のみなさんの意向を十分に踏まえながら、検

討します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○復興産業拠点の整備に向けた基本構想の策定に取り組みます。 

○再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーンの事業展開に向けた検討を進めます。 

○復興祈念公園、アーカイブセンターの誘致を県に強く働きかけます。 

 

（産業建設課） 

○避難指示解除準備区域内の除染作業の早期完了を目指していきます。 

○災害復旧事業に採択された森合橋の本格復旧に向けて詳細設計を行っていきます。 

○避難指示解除準備区域内の町道等の災害査定に向けて、被害箇所の測量設計を実施し査定実施の準備をします。 

○避難指示解除準備区域内の下水道管の被害調査を実施します。 

○上水道施設について、事業主体である双葉地方水道企業団と復旧に向けた協議を進めます。 

○下水道施設について、復旧時期及び計画を検討していきます。 

 

（住民生活課） 

○ 両竹公民館脇等に積み上げられている「津波がれき等」の分別・選別の後、流出品の整理を行い「思い出の品」として自由に内覧できる対応を講じます。 

※がれき処理・除染事業の期間中は、環境省で内覧経費を確保します。 

 

≪取組の現状≫ 
（復興推進課） 

○平成２６年１０月から双葉町津波被災地域復興小委員会で審議が行われ、双葉町津波被災地域復旧・復興事業計画(両竹・浜野地区復興計画)を策定されまし

た。また、同年１１月にはアンケートを行い、その後の住民説明会では住宅再建・営農・墓地についての住民意向の把握に努めました。結果として、住宅再建

の意向については両竹地区を中心に１０世帯、営農の再開については１世帯、墓地の再建には１７世帯で希望がありました。 
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○平成２７年７月には、双葉町復興町民委員会が立ち上げられ、復興産業等拠点部会・新産業創出分科会が設けられました。復興産業等拠点部会では、復興産業

等拠点についての議論が行われ、分科会では再生可能エネルギー・農業再生モデルについての基本構想の策定に取り組みました。委員会と復興産業等拠点部

会、分科会、勉強会では浜野両竹地区の土地利用計画について委員会として構想をまとめていただいたところであり、再生可能エネルギー活用・推進計画及び

中野地区の復興拠点基本構想を今年度末までに策定します。 

    双葉町復興町民委員会  ４回実施    

双葉町復興町民委員会 復興産業等拠点部会  ５回実施、 

双葉町復興町民委員会 新産業創出分科会   ３回実施(視察研修１回) 

再生可能エネルギー活用推進プロジェクト勉強会 ３回実施 

○町の復興事業の実施に向けて、復興庁・経済産業省、環境省に要望しました。 

○復興産業拠点の整備に向けて町内地元企業に対するアンケートを双葉町商工会と連携しながら行いました。また、町外の企業に対しても同様に復興産業拠点に

進出する意向の可否について説明会及びアンケートを実施しました。 

○平成２７年４月に復興祈念公園の候補地として双葉町と浪江町が正式に決定し、基本構想をまとめる段階に入っています。１０月からは有識者会議始まってお

り、今後、基本計画、基本設計に町の意向が反映されるよう働きかけを続けていきます。 

○アーカイブセンターの誘致にあたっては、東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設有識者会議が(５月１４日/５月２１日/６月３日/８月２５日)が開催

されているため、原子力災害の特殊性が反映されるよう働きかけを強めていきます。 

 

（産業建設課） 

○平成２６年７月に環境省が双葉町における特別地域内除染実施計画を策定しました。これは避難指示解除準備区域約２００ｈａの除染の実施計画であり、これ

により環境省では放射線モニタリング、事前調査、説明会、同意取得を実施し、平成２７年度除染作業の完了を目指しています。 

○避難指示解除準備区域内の福島県管理である郡山・中野・中浜海岸堤防、前田川・中田川堤防、県道、及び町道橋の森合橋の災害査定が実施され、平成３０年

度までの完成を目指しています。 

○避難指示解除準備区域内の下水道管の被害の一次調査を実施中です。 

●避難指示解除準備区域内の町道の災害復旧は、他事業（町内復興拠点、復興祈念公園等）との調整が必要となります。 

 

（住民生活課） 

○避難指示解除準備区域内において「津波がれき等」の収集作業を実施しています。 

○そのための仮置場を平成２６年度中に設置し、遺留品の確認、行方不明者の手がかり等も確認しながら集積を行うこととし、被災住宅周辺の放射性物質の濃縮

集積等がある場合は、これを除去しながら進めています。（環境省直轄事業） 

○「思い出の品」の閲覧を２回実施しました。 

○「思い出の品」が時間の経過と共に劣化が心配されることから、写真データでの管理を行い、今後、役場いわき事務所・郡山支所・埼玉支所で自由に専用のタ

ブレットで閲覧できるよう準備を進めています。（環境省直轄事業） 
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≪平成２８年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○双葉町復興まちづくり長期ビジョン、津波被災地域復旧・復興事業計画や国の帰還の見通し等を踏まえつつ､継続して必要な施設整備を進めていきます｡ 

・再生可能エネルギー、農業再生モデル基本構想の実現に向けて関係機関との調整を進めます。 

  ・中野地区復興拠点基本構想の実現に向けて、事業の発注や関係機関との調整を進めます。 

○アーカイブセンターの誘致及び計画策定に関わっていくと同時に、町の記録の保存に努めます。 
 

（産業建設課） 

○実施された除染事業等の結果を検証しながら、双葉町全域の除染が効率的・効果的に行われるよう国等に要求していきます。 

○上下水道施設の復旧について検討を進めます。 

○避難指示解除準備区域内の町道等の災害箇所は、他事業（町内復興拠点、復興祈念公園等）との連携・調整を図りながら復旧を進めます。 
 

（住民生活課） 

○「思い出の品」を写真データ化し、役場いわき事務所・郡山支所・埼玉支所で自由に専用のタブレットで閲覧できるよう対応します。 

 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○双葉町復興まちづくり長期ビジョン、津波被災地域復旧・復興事業計画や国

の帰還の見通し等を踏まえつつ、継続して必要な施設整備を進めていきます。 

・再生可能エネルギー、農業再生モデル基本構想の実現に向けて関係機関

との調整を進めます。 

・中野地区復興拠点基本構想の実現に向けて、事業の発注や関係機関との

調整を進めます。 
 

（産業建設課） 

○町の復興まちづくり長期ビジョンを受けて、インフラ復旧を実施していきま

す。 
 
（住民生活課） 

○「思い出の品」の写真データ専用タブレットを役場いわき事務所・郡山支

所・埼玉支所に配備し自由に閲覧できるよう対応します。 

 

 

≪平成３０年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○双葉町復興まちづくり長期ビジョン、津波被災地域復旧・復興事業計画や国

の帰還の見通し等を踏まえつつ、継続して必要な施設整備を進めていきます。 

・再生可能エネルギー、農業再生モデル基本構想の実現に向けて関係機関

との調整を進めます。 

・中野地区復興拠点基本構想の実現に向けて、事業の発注や関係機関との

調整を進めます。 
 

（産業建設課） 

○町の復興まちづくり長期ビジョンを受けて、インフラ復旧を実施していきま

す。 
 
（住民生活課） 

○「思い出の品」の写真データ専用タブレットを役場いわき事務所・郡山支

所・埼玉支所に配備し自由に閲覧できるよう対応します。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
３． ふるさとへの思いをつなぎ、ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

【ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組】                      ８９ページ 

 ③双葉町の復興・再興へ向けた考え方 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫  
双葉町への帰還には長い時間がかかることが見込まれます。また、既存のインフラなどの荒廃が進むことや、帰還しない町民も見込まれるため、町民のみなさん

の意見を十分に踏まえて、これまでの双葉町の良さを継承しつつ、事故前の町を完全に再現するのではなく、線量が早期に低下した一定の地域に都市機能を集約さ

せ、そこでインフラや住居などを再構築する「新たな街」を建設することを視野に入れて検討を進めていきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○復興まちづくり長期ビジョンに示されている町内復興拠点の整備に向けて国・県等への要望や調整を進めます。 

○長期ビジョンの具体化に向けて、帰還困難区域の除染、インフラ復旧について、国・県と具体化に向けた協議を進めていきます。 
 

 

≪取組の現状≫ 
○双葉町復興まちづくり長期ビジョンは昨年度に町の将来像について１１回にわたる熱心な審議が行われ、平成２７年２月２４日に双葉町復興推進委員会最終報

告が提出されたことを受け、平成２７年３月１２日に復興まちづくり長期ビジョンが策定されました。今年度は復興町民委員会が立ち上げられ引き続き具現化

に向けた議論が行われています。 

○今後の復興まちづくりを進めるにあたっては、実現に向けて要する期間を国・県に明示させながら、財源の確保や厳しい現実を踏まえた特段の措置を求めてい

きます。今後は、ビジョンを実行に移していくため、部会を立ち上げるなど検討体制を整備し、議論を進めながら順次実行に移していきます。また、継続的に

住民意向調査を実施するほか、若い世代の活動を充実させると同時に意見をまちづくりに反映させていきます。合わせて町のホームページやタブレット端末に

よる情報発信を積極的に行っていきながら、必要に応じ町民の意見を伺い、随時計画案の見直しを行っていきます。 

○平成２７年度は、ビジョンを実行に移していくため双葉町復興町民委員会を立ち上げ、本委員会、高齢者等福祉部会、町民コミュニティ部会、復興産業等拠点

部会、新産業創出分科会の３部会、１分科会の体制で議論を進めてきました。また、継続的に住民意向調査を実施するほか、若い世代の活動を充実させると同

時に意見をまちづくりに反映させていきます。合わせて町のホームページやタブレット端末による情報発信を積極的に行っていきながら、必要に応じ町民の意

見を伺い、随時計画案の見直しを行っていきます。 

○平成２７年１２月１６日に国に対して区域の帰還時期と区域見直しの早期提示、町内の早期除染の実施について要望しました。 

●今後の復興まちづくりを進めるにあたっては、帰還困難区域の除染、インフラ復旧等の実現に要する期間を国・県に明示させながら、財源の確保や厳しい現実

を踏まえた特段の措置を求めていきます。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○長期ビジョンの具体化に向けて、国・県等と具体化に向けた協議を進めます。 

○復興まちづくり長期ビジョンに示されている町内復興拠点の整備に向けて国・県等への要望や調整を進めます。 

・除染実施エリアの拡大やインフラの早期復旧を働きかけていきます。 

○長期ビジョンの具体化に向けて、帰還困難区域の除染、インフラ復旧について、国・県と具体化に向けた協議を進めていきます。 

 ・駅西新市街地ゾーンの整備について具体的なイメージの提案を構築してきます。(医療・福祉施設・住宅地・商業施設・公共施設等) 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○長期ビジョンの具体化に向けて、国・県等と具体化に向けた協議を進めま

す。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○長期ビジョンの具体化に向けて、国・県等と具体化に向けた協議を進めま

す。 
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152 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ①復興の取組への町民の参画                                ９１ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
住民意向調査（アンケート）の継続的な実施 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町民の意向を反映した復興事業を推進するため、関係部署と連携して継続的に意向調査を適宜実施します。 

○紙を媒体としたアンケートのほかに、タブレット端末を活用した意見聴取の実施について検討します。 

≪取組の現状≫ 
○平成２７年１２月に復興庁、福島県と共同で住民意向調査を実施＊しました（回収率４９．５１%）。この調査は、住民の帰還意向や住宅再建の意向、復興公営

住宅への入居希望などについての意向を確認しており、今後、町の復興事業施策に役立てられます。 
＊速報値は平成２８年２月に公表 

○住民意向調査の回収率向上を図るため、広報誌やホームページ、タブレット端末で調査への協力を依頼するとともに、必ず開封していただけるように封筒を 

工夫しました。 

 ○上記の住民意向調査と併せて、「双葉町復興まちづくり計画（第一次）」及び「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」に関する意見や、営農に関する意向、墓地 

の必要性に関する意向を確認しました。この調査結果は町の復興事業施策に反映されます。 

●タブレット端末を活用した意見聴取の実施については、回答方法や集約方法のあり方が課題です。 

・平成２７年１２月実施の住民意向調査について、調査協力依頼をタブレット端末及び町公式ＨＰで周知しました。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町民の意向を反映した復興への取組を実施するため、適宜、意向調査を継続して実施します。 

○紙を媒体としたアンケートのほかに、タブレット端末を活用した意見聴取の実施について検討します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町民の意向を反映した復興への取組を実施するため、適宜、意向調査を継続

して実施します。 

○紙を媒体としたアンケートのほかに、タブレット端末を活用した意見聴取の

実施について検討します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町民の意向を反映した復興への取組を実施するため、適宜、意向調査を継続

して実施します。 

○紙を媒体としたアンケートのほかに、タブレット端末を活用した意見聴取の

実施について検討します。 
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153 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ①復興の取組への町民の参画                                ９１ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
ホームページや広報紙等を活用した事業の進捗状況の情報提供 

≪平成２７年度の計画≫ 
○今後も町の復興に向けた重要課題への取組状況に加え、国、県の動きについても適時適切に広報を行います。 

○情報提供にあたっては、結論としての報告だけでなく中間的な報告も行うなど、進捗状況が分かる内容となるよう配慮していきます。 

≪取組の現状≫ 
○双葉町の復興へ向けた取組については、双葉町復興町民委員会、復興公営住宅、国への要望活動などの記事を、ホームページや広報ふたばに掲載しています。 

 

〈主な掲載実績〉 

平成２７年度の双葉町復興町民委員会及び部会の会議資料、議事概要について、ホームページで公開しています。 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえて記事内容の充実を図ります。 

○今後も町の復興に向けた重要課題への取組状況に加え、国、県の動きについても適時適切に広報を行います。 

○情報提供にあたっては、結論としての報告だけでなく中間的な報告も行うなど、進捗状況が分かる内容となるよう配慮していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえて記事内容の充実を図ります。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民の意見を踏まえて記事内容の充実を図ります。 
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154 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ①復興の取組への町民の参画                                ９１ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
秘書広報課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
ソーシャルメディアを活用した町と町民間の双方向コミュニケーションを可能とする仕組みの構築 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策９５に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策９５に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策９５に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策９５に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策９５に同じ 
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155 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ①復興の取組への町民の参画                                ９１ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

（秘書広報課） 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
計画・事業に関する説明会・ワークショップの定期的な開催 

≪平成２７年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○町民の意向を反映した復興事業を推進するため、説明会やワークショップ等の意見聴取の機会を必要に応じて設けていきます。 

○町民が参加しやすいワークショップ等のあり方について工夫していきます。 

 

（秘書広報課） 

○町政全般について町民の意見を聴く町政懇談会＊を引き続き開催するとともに、自治会の会合などでの町民との対話の機会の確保にも努めます。 
＊町政懇談会のあり方（開催時期、懇談会形式など）について検討することとします。 

○町政懇談会で出された意見と回答について、ホームページ等で公開していきます。 

 

 

≪取組の現状≫ 
（復興推進課） 

○平成２６年４月から開催された双葉町復興推進委員会では、「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」等へ町民の意向を反映させるため各委員のアイデアや意見

を幅広く聴取しました。これら委員から出されたアイデアや意見を基礎資料として、事業施策や方針の検討を実施しました。また、平成２６年１１月２０日か

ら１２月５日まで計１２回開催された町政懇談会において「双葉町復興まちづくり長期ビジョン中間報告」の概要について説明し、町民のみなさんから意見を

伺い長期ビジョンの策定等へ反映されました。 

○合わせて、平成２６年１１月には津波被災地域（両竹・浜野地区）の住民を対象とした説明会を開催し、土地利用のあり方などについて住民の意見を聴取しま

した。それらの意見は津波被災地域復興小委員会へ報告され、津波被災地域復旧・復興事業計画へ反映されました。 

○平成２７年７月から運営されている双葉町復興町民委員会では３つの部会と１つの分科会で討論が進められています。各部会等は基本的にワークショップ形式

で会議が進められましたが、１０月２３日に開催された高齢者等福祉部会では仮設住宅、交流拠点を活用して一般町民のみなさんにも参加してもらった会議を

行い、広く意見を求めました。 

○平成２７年１０月１４日から１１月１７日まで計１４回開催された町政懇談会において「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」の概要について説明し、町民の

みなさんから意見を伺いました。それらの意見は今後の具体的な事業計画の策定に反映される予定です。 
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（秘書広報課） 

○町政全般について町民の意見を聴く町政懇談会を平成２７年１０月１４日から１１月１７日まで、福島県内７箇所、福島県外７箇所の計１４箇所で開催しまし

た。（議題：「双葉町復興まちづくり長期ビジョン（確定版）、双葉町内家庭内片付ゴミ回収、防犯、防災、町政全般についての懇談」） 

○このほか行政区や自治会総会へ出席し、町政の現状や懇談を行っています。 

○町政懇談会で出された意見と回答について、ホームページ等で公開しました。 

 

 

≪平成２８年度の計画≫ 
（復興推進課） 

○町民の意向を反映した復興事業を推進するため、説明会やワークショップ等の意見聴取の機会を必要に応じて設けていきます。 

○町民が参加しやすいワークショップ等のあり方について工夫していきます。 

 

（秘書広報課） 

○町政全般について町民の意見を聴く町政懇談会＊及び各種説明会を引き続き開催するとともに、自治会の会合などでの町民との対話の機会の確保にも努めま

す。 
＊町政懇談会のあり方（開催時期、懇談会形式など）について検討することとします。 

○町政懇談会で出された意見と回答について、ホームページ等で公開していきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○事業の進捗に応じて、適宜、町民が参加しやすい説明会やワークショップの

開催を継続します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○事業の進捗に応じて、適宜、町民が参加しやすい説明会やワークショップの

開催を継続します。 
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156 
≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ①復興の取組への町民の参画                                ９１ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
若い世代の復興まちづくりへの参画の仕組みの構築 

≪平成２７年度の計画≫ 
○ＳＮＳ（facebook）のグループを活用し、若手の協議会＊等の設立を検討します。 

＊「若者の“やりたい”を実現する」「若者の声を町に届ける」ために、イベント企画、まちづくりへの参加等を検討していく協議会です。運営・関係者調整等は復興支援員

が中心となり実施します。 

○若手の協議会等から出された意見等については、復興まちづくり計画等の策定や施策の検討などへ反映させます。 

○若手の交流会等を開催し、若手の集まる場を提供していきます。 

≪取組の現状≫ 
○復興支援員の企画により、若者が町の魅力や想いを再発見することの大切さを共有する場として「ふたばしゃべり場」を平成２６年度に開催（２回）しまし

た。「ふたばしゃべり場」では復興推進課職員も参加し町の長期ビジョンについて説明しました。これに参加した若者を中心として、復興支援員のサポートに

より双葉町ダルマ市への出店を主な目的とした「ぐるぐるユニット」（若者企画推進協議会）を設立しました。町のイベント等へ関わることにより、若者が町

に関われることの意義や楽しさを見出す取組みを進めています。 

 ・「ぐるぐるユニット」は平成２８年１月９日、１０日に開催された双葉町ダルマ市へ出店し、震災前に町内のお祭りの露店で販売されていた「よっちゃんス

ルメ」を再現して販売しました。 

○復興支援員の企画により、若者が世代間・地域間の交流を通じて双葉町の今を感じられる機会として平成２７年５月３０日に「ふたば×いわきスタディツア

ー」を開催しました。参加した若者が、いわき地区の被災者支援団体などと交流し、自分たちができることを発見する取組みを進めています。 

●若い世代が復興まちづくりへ参画する仕組みを構築する取組みを進めていますが、その若者の意見等をどのように吸い上げ、復興まちづくり計画等の策定や施

策へどのように反映させるかが課題です。 

●若い世代の復興まちづくりへの参画を促進させるため、若い世代の関心を踏まえた企画を検討し参加者を増やすことが課題です。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○事業の進捗に応じて、若い世代の参画を促進させるための企画を検討します。 

○立ち上がった若い世代の集まりを支援するとともに、交流会開催して若い世代の集まる場を提供していきます。 
・平成２７年度に立ち上げた「ぐるぐるユニット」については、復興支援員が参加する若者の意向を確認しながら継続して活動を支援します。 

○若手の協議会等から出された意見等については、復興まちづくり計画等の策定や施策の検討などへ反映させます。 

○若手の交流会等を開催し、若手の集まる場を提供していきます。 
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≪平成２９年度の計画≫ 
○事業の進捗に応じて、若い世代の参画を促進させるための企画を検討します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○事業の進捗に応じて、若い世代の参画を促進させるための企画を検討します。 
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157 

158 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ②町民による復興の取組への支援                              ９２ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(157) 町民有志による勉強会の開催を支援します。 

(158) 町民の自主的な取組を推進するため、様々な分野の学識者・専門家からの協力支援ネットワークの構築に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○町民の潜在的なニーズの把握に努めながら、町民の要望があれば専門的な学識経験者を派遣するなどして、勉強会の開催要望を継続的に支援します。 

○学識者や専門家のリスト化や協力支援ネットワークの構築と活用促進を図ります。 

≪取組の現状≫ 
○復興支援員と教育総務課が連携し、婦人学級の開級を支援しました。また、婦人学級を運営する中で大変なことなどを共有するため「婦人学級のお役立ちＢＯ

ＯＫ」を作成しました。復興支援員の支援により、婦人学級が自走できるための取り組みを進めています。 

○復興支援員などを通じて町民の潜在的なニーズの把握に努めましたが、これまで町民ニーズにより学識経験者を派遣した実績はなく、今後、町民の具体的な要

望に応じて対応します。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○町民の要望に応じて専門的な学識経験者を派遣するなどして、勉強会の開催に対する支援を継続して実施します。 

○協力支援ネットワークの充実を図り、活用促進を継続して実施します。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○町民の要望に応じて専門的な学識経験者を派遣するなどして、勉強会の開催

に対する支援を継続して実施します。 

○協力支援ネットワークの充実を図り、活用促進を継続して実施します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○町民の要望に応じて専門的な学識経験者を派遣するなどして、勉強会の開催

に対する支援を継続して実施します。 

○協力支援ネットワークの充実を図り、活用促進を継続して実施します。 
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159 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ②町民による復興の取組への支援                             ６７ページ 

 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民有志によるＮＰＯ法人等の設立を支援します。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策７８に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策７８に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策７８に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策７８に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策７８に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 

４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ②町民による復興の取組への支援                              ９２ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
復興支援員制度を活用して、避難先でのコミュニティづくりを担う人材の確保・育成を進めます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
 

施策８５に同じ 

≪取組の現状≫ 
 

施策８５に同じ 

≪平成２８年度の計画≫ 
 

施策８５に同じ 

≪平成２９年度の計画≫ 
 

施策８５に同じ 

≪平成３０年度の計画≫ 
 

施策８５に同じ 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ③行政と町民等の協働による計画の推進体制                         ９２ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
町民の要望に根ざしたこの復興まちづくり計画を実行していくため、国、県に対して、特段の財政措置を講ずるように要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○事業計画に沿った的確なる財政措置により、町民の要望に根ざした復興まちづくり計画を実行していきます。 

○復興まちづくり計画の実行、実現に向けて、国、県に対して特段の財政措置を要請していきます。 

≪取組の現状≫ 
○復興まちづくり計画を実行、実現するためには的確なる財政措置が必要です。そのため、国、県に対して特段の財政措置を図るよう要請しています。 

＜要望活動の実績＞ 

◆復興大臣への要望（平成２７年６月２９日） 

【主な要望項目】 

・町内復興拠点の早期整備、双葉インターチェンジ及びアクセス道路等の早期整備、復興祈念公園等の整備への財政措置を講ずること。 

◆復興庁、財務省への要望（平成２７年１２月１６日） 

【主な要望項目】 

・「復興・創生期間」を始め、双葉町への帰還が可能となり、町の復興が図られるまで、復興財源の長期確保を図ること。 

・復興庁は平成３３年３月までに廃止されるが、廃止後においても、国の被災地支援体制を引き続き確保すること。 

◆双葉地方町村会との復興庁、総務省への要望活動（平成２７年６月２４日） 

【主な要望項目】 

・平成２８年度以降の復興に向けて確実の財源を確保すること（震災復興特別交付税の措置の継続、国勢調査等に係る普通交付税算定の特例措置、など） 

◆自民党福島県議会議員会ふくしま復興本部での要望聴取（平成２７年４月１７日） 

   【主な要望項目】 

・双葉町への帰還・復興が可能となるまで、安定的な財源の確保が可能となるよう、震災復興特別交付税の延長をはじめ特段の財政措置を講ずること。 

・国勢調査の実施に伴う地方交付税算定等への特例措置を設けること、など 

≪平成２８年度の計画≫ 
○事業計画に沿った的確なる財政措置により、町民の要望に根ざした復興まちづくり計画を実行していきます。 

○復興まちづくり計画の実行、実現に向けて、国、県に対して特段の財政措置を要請していきます。 
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≪平成２９年度の計画≫ 
○事業計画の進捗に応じて、必要な財政措置を講ずるよう、国、県に対して継

続して要望します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○事業計画の進捗に応じて、必要な財政措置を講ずるよう、国、県に対して継

続して要望します。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ③行政と町民等の協働による計画の推進体制                         ９２ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
総務課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
この復興まちづくり計画を着実に推進していくためにはマンパワーの確保が課題であり、国・県等に対して、人材の確保に向けた支援を要請していきます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○現在の取組を継続するとともに、定期的な職員の採用及び既存職員のスキルアップ及びモチベーションの向上のため研修等により図っていきます。 

○計画的な職員採用を実施します。（福祉・健康支援関連職員の重点的確保） 

○国・県に対する職員派遣要請及び全国の他町村職員派遣要請の継続及び各省庁スキームによる職員派遣制度の活用を図ります。 

○県・町を含めた任期付職員の登用を図ります。 

○緊急雇用創出基金事業の継続要請を実施していきます。 

≪取組の現状≫ 
○職員のスキル及びモチベーション向上のための研修を実施（参加）しています。 

・ふくしま自治研修センター研修会（新規採用職員等） 

・東北地区用地対策連絡会用地職員等中級研修会 

・双葉地方八町村自治体若手職員研修会 

・特定線量下業務特別教育講習会 

・メンタルヘルス研修会（平成２７年１２月に職場での「ストレスチェック」が義務化されます。それを踏まえ、平成２７年度は６月にストレスチェックを実

施し、７月２７・２８日には心理カウンセラーによる個別面談を実施しました。また、平成２８年２月にも個別面談を実施する予定です） 

・平成２７年度に町独自の取組みとして、町職員を対象とした研修会を２回開催することとしました。（平成２７年８月３日には、「転機を自分の生き方・働

き方にどうつなげるか」と題し、全職員を対象として開催しました。また、平成２７年１１月１７日には、「地方公務員制度」と題し、中堅・若手職員を対

象に開催しました。） 

○国・県に対して職員派遣要請（平成２７年度：経済産業省派遣２名）を行うとともに、全国の自治体からの派遣職員（平成２７年度：県２名、市町村４名）に

ついてはトップセールスを行い、要請しています。 

○職員採用を定期的に実施しています。（年２回実施、募集分野：一般行政職・技術職・保健師） 

○臨時職員を雇用しています。（平成２７年度：緊急雇用創出基金事業３１人、消費者行政活性化交付金（自家消費野菜等放射能検査維持管理補助金）事業１

人、被災者健康支援体制整備事業１人、福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業８人、町単事業３人、嘱託員３人） 

○国の各省庁スキームによる職員派遣制度を活用しています。（平成２７年度：復興庁からの職員派遣３人） 

●今後の課題として以下の点が挙げられます。 

・長期化する避難生活における町民の福祉、健康管理対策を担う人材の確保 

・復旧・復興を担う人材の確保 
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・バランスのとれた組織体制づくり（職員構成の高齢化） 

・緊急雇用基金制度等を活用した臨時職員の確保 
＊これまで活用してきた緊急雇用創出事業の見直しが行われている。新たに創出される「（仮称）原子力災害対応雇用支援事業」や「被災者支援総合交付金事業（拡大

分）」への切替等も検討し、人員の確保に努めていく必要があります。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○現在の取組を継続するとともに、定期的かつ計画的な職員（保健福祉職・建築土木職）の採用を図っていきます。 

○既存職員のスキルアップ及びモチベーションの向上のため研修等により図っていきます。 

○国・県に対する職員派遣要請及び全国の他町村職員派遣要請の継続及び各省庁スキームによる職員派遣制度の活用を図ります。（復旧・復興を担う人材の確

保） 

○県・町を含めた任期付職員の登用を図ります。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○現在の取組を継続するとともに、計画的な職員（技術専門職）の採用及び職

員のスキルアップを図っていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○現在の取組を継続するとともに、計画的な職員（技術専門職）の採用及び職

員のスキルアップを図っていきます。 
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163 

≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ③行政と町民等の協働による計画の推進体制                         ９２ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
役場内において、各課横断的に取り組むため、計画の推進組織を立ち上げます。また、この計画を実施していくため、計画に記載された施策をより具体化してい

くための実施計画（事業計画）の策定に取り組みます。 

≪平成２７年度の計画≫ 
○「双葉町復興まちづくり計画推進会議」及び「双葉町復興まちづくり計画推進会議幹事会」を推進組織として継続します。 

○上記を推進組織として、「双葉町復興まちづくり計画（第一次）に基づく事業計画（実施計画）」策定後の進捗管理と、町の復興まちづくり長期ビジョンの推進

などについて議論を進めます。 

≪取組の現状≫ 
○「双葉町復興まちづくり計画（第一次）に基づく事業計画（実施計画）」の進捗管理と「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」を策定するため、双葉町復興ま

ちづくり計画推進会議及び双葉町復興まちづくり計画推進会議幹事会を推進組織として審議しました。 

○双葉町復興まちづくり計画推進会議では、主に上記事業計画（実施計画）の進捗管理と双葉町復興まちづくり長期ビジョン」で盛り込まれた「双葉町内復興拠

点構想の検討」「双葉町再生可能エネルギー活用・推進計画の検討」について審議しました。 

≪平成２８年度の計画≫ 
○「双葉町復興まちづくり計画推進会議」及び「双葉町復興まちづくり計画推進会議幹事会」において、復興まちづくり計画（第一次）の見直しや事業計画（実

施計画）の進捗管理を実施します。 

 

≪平成２９年度の計画≫ 
○「双葉町復興まちづくり計画推進会議」及び「双葉町復興まちづくり計画推

進会議幹事会」において事業計画（実施計画）の進捗管理を継続します。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○「双葉町復興まちづくり計画推進会議」及び「双葉町復興まちづくり計画推

進会議幹事会」において事業計画（実施計画）の進捗管理を継続します。 
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≪復興まちづくり計画（第一次）の見出し≫ 
４． 双葉町の復興まちづくりの実現に向けて 

 ③行政と町民等の協働による計画の推進体制                         ９２ページ 

≪進行管理の主担当課≫ 

 
復興推進課 

≪復興まちづくり計画（第一次）の内容≫ 
(164)計画の進捗管理や計画の推進方策について審議するため、町民代表者や有識者等からなる委員会組織を設置します。 

(165)計画に記載された施策の進捗状況を定期的に町民のみなさんにお知らせするとともに、進捗が思わしくない施策については、その原因を把握して、その改

善に努めます。社会情勢の変化や町民の意識の変化に応じて、計画に記載された施策についても検証を行います。 

≪平成２７年度の計画≫ 
(164) 

○事業計画の進捗評価や復興のあり方等を審議するため、町民代表者や有識者等からなる新たな委員会組織を設置します。 

○平成２６年度に策定される「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」及び「双葉町津波被災地域復旧・復興事業計画」に示された事業を具体化するため、新たな

委員会組織の中に「部会」などを設置し、分野ごとに特化した議論を進めます。 

(165) 

○復興推進委員会に替わる委員会を立ち上げ、引き続き双葉町の復旧・復興に向けた施策の検討を実施していきます。 

・ソーシャルメディア等の情報通信基盤を活用して町と町民間の双方向コミュニケーションを図りながら町民の意見を反映させます。 

・計画・事業に関する説明会を定期的に開催します。 

・若い世代の復興まちづくりへの参画を促進するため、若い世代の関心を踏まえた企画を検討していきます。 

 

≪取組の現状≫ 
○平成２５年１０月に設置された「双葉町復興推進委員会」では、１１回にわたって審議が行われ、「双葉町復興長期ビジョン」が策定され、合わせて「双葉町

復興まちづくり計画（第一次）に基づく事業計画（実施計画）」の進捗状況について検証を行ってきました。 

○また、平成２５年１０月２８日に双葉町復興推進委員会に設置された「津波被災地域復興小委員会」（平成２６年４月から３回開催）では「津波被災地域復

旧・復興事業計画」が策定されました。 

 ○平成２７年７月からは、復興推進委員会の議論を踏まえて、計画の具現化に向けて、、双葉町復興町民委員会（４回）、高齢者等福祉部会（５回）、町民コミ

ュニティ部会（５回）、復興産業等拠点部会（５回）、新産業創出分科会（３回）、視察研修（１回）、再生可能エネルギー活用推進プロジェクト勉強会（３

回）を開催し、具体的な検討を行いました。 

 ○上記の３部会においては、取組の進捗状況について説明したうえで意見をとりまとめ、ワークショップ形式で検証を行いました。部会ではワークショップで課

題の整理やそれに対する意見、計画の構想案の策定などの議論を行いました。 

○これに加えて平成２７年１２月に住民意向調査を実施し、町民の意向把握に努めました。 
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≪平成２８年度の計画≫ 
○引き続き、町民代表者や有識者等の協力を得ながら、町民を主体とした委員会を設置し、事業計画の進捗評価や復興のあり方等の検討を進めていきます。 

○継続して計画の進捗状況を公表しながら、ＰＤＣＡの流れに沿って検証をしていきます。 

≪平成２９年度の計画≫ 
○引き続き、町民代表者や有識者等の協力を得ながら、町民を主体とした委員

会を設置し、事業計画の進捗評価や復興のあり方等の検討を進めていきま

す。 

○継続して計画の進捗状況を公表しながら、ＰＤＣＡの流れに沿って検証をし

ていきます。 

≪平成３０年度の計画≫ 
○引き続き、町民代表者や有識者等の協力を得ながら、町民を主体とした委員

会を設置し、事業計画の進捗評価や復興のあり方等の検討を進めていきま

す。 

○継続して計画の進捗状況を公表しながら、ＰＤＣＡの流れに沿って検証をし

ていきます。 

 

 


